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平成１７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

    第１日（平成１７年９月１４日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○ 諸般の報告 

   第３ 議案第１号から議案第３６号まで 

      議案第 １号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ２号 平成１６年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

      議案第 ３号 平成１６年度宿毛市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第 ４号 平成１６年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第 ５号 平成１６年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第 ６号 平成１６年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第 ７号 平成１６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

      議案第 ８号 平成１６年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

      議案第 ９号 平成１６年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第１０号 平成１６年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第１１号 平成１６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１２号 平成１６年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１３号 平成１６年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第１４号 平成１６年度宿毛市水道事業会計決算認定について 

      議案第１５号 平成１７年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第１６号 平成１７年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予算について 

      議案第１７号 平成１７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 
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      議案第１８号 平成１７年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算について 

      議案第１９号 平成１７年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

      議案第２０号 平成１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

             て 

      議案第２１号 平成１７年度宿毛市老人保健特別会計補正予算について 

      議案第２２号 平成１７年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

      議案第２３号 平成１７年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

      議案第２４号 平成１７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

      議案第２５号 宿毛市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につい

             て 

      議案第２６号 すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例の制定に

ついて 

      議案第２７号 宿毛市振興計画審議会条例の一部を改正する条例について 

      議案第２８号 宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の一部を改正する条

例について 

      議案第２９号 宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について 

      議案第３０号 宿毛市和田体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

      議案第３１号 宿毛市公園条例の一部を改正する条例について 

      議案第３２号 宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 

      議案第３３号 こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約について 

      議案第３４号 字の区域及び名称の変更並びに字の廃止について 

      議案第３５号 市道路線の認定について 

      議案第３６号 市道路線の認定について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第３６号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１８名） 

   １番 浅 木   敏 君     ２番 中 平 富 宏 君 

   ３番 有 田 都 子 君     ４番 浦 尻 和 伸 君 

   ５番 菊 地   徹 君     ６番 寺 田 公 一 君 

   ７番 菱 田 征 夫 君     ８番 宮 本 有 二 君 

   ９番 濵 田 陸 紀 君    １０番 沖 本 年 男 君 

  １１番 西 郷 典 生 君    １２番 岡 村 佳 忠 君 
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  １３番 佐 田 忠 孝 君    １４番 田 中 徳 武 君 

  １５番 山 本 幸 雄 君    １６番 中 川   貢 君 

  １７番 西 村 六 男 君    １８番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        福 田 延 治 君 

   次    長 
   兼 庶 務 係 長       

小 野 正 二 君 

   議 事 係 長        岩 本 昌 彦 君 

   調 査 係 長        乾     均 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市    長  中 西 清 二 君 

   助    役  西 野 秋 美 君 

   収 入 役  中 上 晋 助 君 

   企画広報課長  小 松 宣 男 君 

   総 務 課 長        岡 本 公 文 君 

   市 民 課 長        松 岡 繁 喜 君 

   税 務 課 長        松 田 雅 俊 君 

   会 計 課 長        夕 部 政 明 君 

   保健介護課長  西 本 寿 彦 君 

   環 境 課 長        谷 本 秀 世 君 

   人権推進課長  美濃部   勇 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時２０分 開会 

○議長（岡村佳忠君） これより平成１７年第

３回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において宮本有二君及び濵田陸紀

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（西村六男君） おはようご

ざいます。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、９月

１２日、議会運営委員会を開きまして、今期定

例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、慎重に

審査した結果、本日から９月２７日までの１４

日間とすることに、全会一致をもって決定いた

しました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（岡村佳忠君） おはかりいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から９月２７日までの１４日間といたしま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から９月

２７日までの１４日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 閉会中の議員派遣について報告をいたします。 

 去る７月２０日、平成１７年度国道３２１号

改良促進期成同盟会が土佐清水市で開催され、

副議長、産業建設常任委員長及び副委員長が、

８月４日、平成１７年度高知県市町村議会議員

研修会が開催され、浅木 敏君及び田中徳武君

が、８月２５日、土木事務所の再編計画につい

て、高知県知事に対し要請を行うため、産業建

設常任委員会委員長がそれぞれ派遣されました。 

 本日までに陳情２件を受理いたしました。 

 よって、お手元に配付してあります「陳情文

書表」のとおり所管の常任委員会へ付託をいた

します。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を９月１５日正午と定めます

ので、質問者は期間内にその要旨を文書で通告

をしてください。 

 なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。 

 本日は、平成１７年第３回宿毛市議会定例会

にご参集いただきまして、本当にありがとうご

ざいます。 

 先日、衆議院議員の選挙が終わったばっかり

でございまして、議員の皆様方におかれまして

は、それぞれご支持する政党、候補者の方々の

ためにご活動されたんではないかなというふう

に思っております。暑い中を本当にご苦労さん

でございました。 

 その前に、まず、台風１４号が来たわけでご

ざいまして、市内の方にも一定の被害等が生じ

ております。その件につきまして、ご報告を申

し上げます。 

 去る９月５日から７日にかけまして、日曜に

襲来しました台風１４号でございます。皆様ご

存じのとおりでございますが、本市においても、

猛烈な風雨によりまして、樹木の倒壊による負
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傷者、そして防災活動を行っておりました消防

団員が負傷するというふうな人的被害が生じて

おります。負傷された方々には、心からお見舞

いを申し上げますとともに、一日も早いご回復

をお祈りを申し上げます。 

 また、山奈地区とか平田地区におきましては、

昨年に続きまして、多くの家屋が床上や床下の

浸水に見舞われる被害を受けました。さらに家

屋の倒壊とか、農産物、水産業等にも大きな被

害を受けております。被害を受けられました

方々に対しまして、心からお見舞いを申し上げ

ますとともに、道路等の公共施設の一日も早い

復旧に向けて、積極的に取り組んでまいります。 

 報告事項でございますが、報告第１号でござ

います。平成１５年度宿毛市特別養護老人ホー

ム特別会計予算継続費の精算に関する報告でご

ざいます。平成１５年度及び平成１６年度の２

カ年の事業で実施しておりました特別養護老人

ホーム千寿園の改築につきまして、事業が完了

いたしましたので、地方自治法施行令第１４５

条第２項の規定に基づきまして、お手元に配付

しております精算報告書のとおり、報告するも

のでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、諸般の報告を

終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第３６号ま

で」の３６議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） ご提案申し上げました

議案につきまして、提案理由を説明をいたしま

す。 

 議案第１号は、専決処分をした事件の承認を

求めるものでございます。 

 衆議院解散に伴う選挙のため、緊急に予算補

正をする必要が生じましたので、地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき、平成１７年度

宿毛市一般会計補正予算を専決処分したもので

ございます。 

 議案第２号から議案第１４号までの１３議案

は、平成１６年度宿毛市一般会計及び各特別会

計並びに水道事業会計の決算認定をお願いする

ものでございます。 

 各会計の決算書とともに、監査委員の審査意

見書を添えて提出しておりますので、説明は省

略させていただきますが、よろしくご審議の上、

ご認定いただきますようお願いを申し上げます。 

 議案第１５号は、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算についてでございます。総額で１，

４０６万６，０００円の減額をしようとするも

のでございます。歳出で増額する主なものは、

人事異動に伴う人件費の調整等を除きまして、

総務費の港南台区自主防災組織育成事業補助金

１００万円。農林水産業費の中山間地域等直接

支払交付金、４１３万８，０００円、弓場ため

池地質調査等委託料としまして４００万円、共

生林整備事業手数料としまして９１５万４，０

００円。土木費のがけくずれ住家防災対策工事

費６２０万７，０００円、松田川親水公園整備

工事費１，１００万円。教育費の中尾ミエチャ

リティーコンサート委託料２５４万円。災害復

旧費の過年度土木施設災害復旧費１，７０８万

４，０００円。 

 減額をするものといたしまして、土木費の地

方道整備事業費２，４９４万３，０００円など

でございます。 

 一方、歳入で増額する主なものでございます

が、地方交付税１億４，９８６万２，０００円。

国庫負担金１，２８２万円。県補助金１，２７

３万１，０００円。繰越金１，５５６万２，０

００円。市債１，０８０万円。 

 減額するものといたしましては、国庫補助金

１，６５０万円。繰入金１億９，４６１万８，
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０００円などでございます。 

 議案第１６号から議案第２４号までの９議案

は、平成１７年度の各特別会計補正予算でござ

います。 

 議案第１７号及び議案第２４号を除きまして、

いずれも人事異動に伴う人件費の調整を含めま

して、必要最小限度の経費を補正しております。 

 議案第１７号は、平成１７年度宿毛市国民健

康保険事業特別会計補正予算でございます。人

事異動に伴う人件費の調整を含めまして、総額

で１，７５９万８，０００円を増額しようとす

るものでございます。 

 内容につきまして、国民健康保険税の収納率

向上対策のための費用、並びに療養給付費等負

担金に係る返還金が必要となりましたので、増

額補正をしようとするものでございます。 

 議案第２４号は、平成１７年度宿毛市介護保

険事業特別会計補正予算でございます。総額で

８，０２２万６，０００円を増額しようとする

ものでございます。 

 増額する主なものは、特定入所者介護サービ

ス費として６，２５０万円、平成１６年度国庫

負担金等に係る返還金として１，５１１万７，

０００円を増額補正しようとするものでござい

ます。 

 議案第２５号は、宿毛市人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の制定でございます。 

 地方公共団体における職員給与等の公表につ

いては、これまで昭和５６年の自治事務次官通

知に基づいて実施していましたが、地方公務員

法が改正されたことに伴いまして、条例で定め

るところにより公表することとなりましたので、

条例を制定するものでございます。 

 議案第２６号は、すくもサニーサイドパーク

の設置及び管理に関する条例の制定でございま

す。 

 平成１５年９月に地方自治法の一部を改正す

る法律が施行され、それまで公共団体や公共的

団体等に限定されていた公の施設の管理委託に

ついて、条例で定めるところにより、民間企業

を含む法人、その他の団体に行わせることがで

きる指定管理者制度が導入されました。 

 今回、すもくサニーサイドパークの管理運営

を指定管理者に行わせるため、条例を制定する

ものでございます。 

 議案第２７号は、宿毛市振興計画審議会条例

の一部を改正する条例でございます。 

 審議会の委員のうち、市議会の議員及び市の

職員を除くとともに、委員の数を２３名から１

８名に減員するものでございます。 

 議案第２８号は、宿毛市立学校体育施設の使

用料に関する条例の一部を改正する条例でござ

います。 

 弘瀬小学校と母島小学校及び弘瀬中学校と母

島中学校の統合等に伴い、条例別表の一部を議

案内容のとおり改正するものでございます。 

 議案第２９号は、宿毛市スポーツ振興審議会

条例の一部を改正する条例でございます。 

 審議会委員のうち、市議会の議員を削除しよ

うとするものでございます。 

 議案第３０号は、宿毛市和田体育館の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例でご

ざいます。 

 当施設ができた当初は、１階の一部をトレー

ニングルームとして使用しまして、使用料を徴

収していましたが、現在は、備品等の保管室と

して利用しているということから、別表からト

レーニングルームを削除するものでございます。 

 議案第３１号は、宿毛市公園条例の一部を改

正する条例でございます。 

 議案第２６号の「すくもサニーサイドパーク

の設置及び管理に関する条例」の制定に伴いま

して、宿毛市公園条例から「すくもサニーサイ

ドパーク」の項を削除するものでございます。 
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 議案第３２号は、宿毛市都市公園条例の一部

を改正する条例でございます。 

 宿毛市総合運動公園の施設のうち、これまで

使用頻度が少なく使用料の設定を見合わせてお

りました体育館及び陸上競技場のシャワー施設

について、使用料を徴収するため、条例の一部

を改正するものでございます。 

 議案第３３号は、こうち人づくり広域連合規

約の一部を改正する規約でございます。 

 中村市と西土佐村が平成１７年４月１０日に、

また池川町、仁淀村及び吾川村が平成１７年８

月１日に合併しまして、それぞれ四万十市及び

仁淀川町となったことに伴いまして、規約の一

部を改正する必要が生じましたので、地方自治

法第２９１条の３第１項の規定によりまして、

議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第３４号は、字の区域及び名称の変更並

びに字の廃止でございます。 

 宿毛市錦の一部で、通称「四季の丘」の住居

表示を実施するにあたり、字の区域及び名称の

変更並びに字の廃止をする必要があるため、地

方自治法第２６０条第１項の規定によりまして、

議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第３５号及び議案第３６号は、市道路線

の認定でございます。高砂地区内の道路を新た

に市道として認定するため、道路法第８条第２

項の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

 よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 おはかりいたします。 

 議事の都合により、９月１５日及び１６日は

休会いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 異議なしと認めます。 

 よって、９月１５日及び１６日は休会するこ

とに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ９月１５日から９月１９日までの５日間休会

し、９月２０日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時４１分 散会 
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陳 情 文 書 表 

                           平成１７年第３回定例会 

受理番号 受理年月日 件       名 提 出 者       
付 託 委 員

会 

第３６号 
平成 

17. 6.30 

宿毛市立野球場夜間照明施

設の設置について 

宿毛市体育協会ソフ

ト・野球部 

   部長 小海苗

実 

教 育 民 生 

第３７号 
平成 

17. 8.16 

義務教育費国庫負担制度を

堅持し教育の機会均等を求

める意見書の提出について 

幡多教職員組合 

  組合長 武内幸

雄 
教 育 民 生 

 

    上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

     平成１７年９月１４日 

                      宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 
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平成１７年９月２０日（火曜日） 
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平成１７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１ 議事日程 

    第７日（平成１７年９月２０日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１７名） 

   ２番 中 平 富 宏 君     ３番 有 田 都 子 君 

   ４番 浦 尻 和 伸 君     ５番 菊 地   徹 君 

   ６番 寺 田 公 一 君     ７番 菱 田 征 夫 君 

   ８番 宮 本 有 二 君     ９番 濵 田 陸 紀 君 

  １０番 沖 本 年 男 君    １１番 西 郷 典 生 君 

  １２番 岡 村 佳 忠 君    １３番 佐 田 忠 孝 君 

  １４番 田 中 徳 武 君    １５番 山 本 幸 雄 君 

  １６番 中 川   貢 君    １７番 西 村 六 男 君 

  １８番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員（ １名） 

   １番 浅 木   敏 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        福 田 延 治 君 

   次    長 
   兼 庶 務 係 長       

小 野 正 二 君 

   議 事 係 長        岩 本 昌 彦 君 

   調 査 係 長        乾     均 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市    長  中 西 清 二 君 

   助    役  西 野 秋 美 君 

   収 入 役  中 上 晋 助 君 

   企画広報課長  小 松 宣 男 君 
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   総 務 課 長        岡 本 公 文 君 

   市 民 課 長  松 岡 繁 喜 君 

   税 務 課 長  松 田 雅 俊 君 

   会 計 課 長  夕 部 政 明 君 

   保健介護課長  西 本 寿 彦 君 

   環 境 課 長        谷 本 秀 世 君 

   人権推進課長 美濃部   勇 君 

   農 林 課 長        小 島 正 樹 君 

   水 産 課 長  間   和 海 君 

   商工観光課長  谷 本   実 君 

   土 木 課 長        茨 木   隆 君 

   都市建設課長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  岡 添 吉 見 君 

   水 道 課 長 兼       

   下 水 道 課 長       
江 口 日出男 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        嶋   統 一 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
西 尾   諭 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

高 木 一 成 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
近 藤 勝 喜 君 

   千 寿 園 長        尾 崎 重 幸 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０８分 開議 

○議長（岡村佳忠君） これより本日の会議を

開きます。 

 この際、議長から報告いたします。 

 浅木 敏君から、会議規則第２条の規定によ

り、今期定例会は欠席の届出がありました。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君） ２番、一般質問をいた

します。おはようございます。 

 早速、質問に入ります。 

 まず、防災についてお聞きいたします。 

 先月末に、アメリカ南部を直撃した超大型ハ

リケーン、カトリーナの被害は、アメリカ史上

最悪クラスの自然災害をもたらし、ニューオー

リンズでの死者は数千人に達し、町の一部は現

在も水没しております。 

 また、今月５日から７日にかけて、記録的豪

雨をもたらし、全国で死者、行方不明合わせて

２７人の犠牲者を出し、本市にも大きな被害を

与えた台風１４号など、災害が後を絶ちません。 

 新聞には、連日、災害、防災の記事が載り、

市民の関心も高い中、宿毛市においても、近い

将来、必ず襲ってくる南海地震に備えて、着々

と準備をしているところであります。 

 中でも、自主防災組織の重要性は高く、市長

みずからもその必要性について、一般質問の答

弁を通じて述べておられます。 

 私は、自主防災組織の意義はコミュニティー

力、すなわち地域の人々の輪の向上だと考えて

おります。自主防災組織の活動を通じて、その

地区の人を知り、会話を楽しんだりしながら、

コミュニティー力を高めることによって、災害

時にみんなで助け合えることのできる地域にな

れると考えております。 

 防災訓練で火を消すことを覚えるのも大切で

すが、みんなで参加することが最も大切であり、

人と人を結び、コミュニティー力を上げること

が重要だと考えております。 

 コミュニティー力を上げる手段の１つとして、

屋外放送設備があります。連絡事項が発生する

たびに、回覧板を回す。または、１軒ずつ電話

するのは時間もかかり、大変です。放送を使え

ば、瞬時に対応でき、地域内の連絡を密に行う

ことができます。 

 この整備については、コミュニティー助成事

業で行っていますが、１年に１件から２件の実

施に対して、現在、６件の要望があります。こ

の事業は、宝くじの普及広報事業費を財源とし

て、コミュニティー活動全般に助成を行ってお

り、防犯灯やお祭り、レクリエーションなど、

いろいろな事業に活用でき、引っ張りだこの事

業であります。 

 そんな中、いまだ屋外放送施設のない地区に

加えて、既に施設がある地区も、老朽化に伴う

修理や機材の交換が必要であり、場所によって

は、聞こえない状況になったまま放置されてい

る地区もあります。 

 現在、自主防災組織が災害時に避難活動を円

滑に行うための資機材等の整備に対して、県２

分の１、市２分の１の財源をもとに、宿毛市み

んなで備える防災対策補助金として、各組織に

助成を行っていますが、その内容は、地区独自

の防災マップの作成などを行う組織育成事業、

それと機材の整備などを行う組織整備事業であ

り、ハンドメガホン、トランシーバーなどは購

入できますが、放送施設整備にはほとんど使え

ない状況であります。 

 自主防災組織を活性化するためにも、屋外放

送施設が必要であり、宿毛市独自の財源をもっ

てでも、放送施設整備を含むコミュニティー活

動に使える助成事業を行うべきだと考えますが、



 

－ 14 － 

どうお考えかお聞きいたします。 

 あわせて、現在の自主防災組織の立ち上げ状

況をお聞きいたします。 

 続いて、防災無線についてお聞きいたします。 

 ９月４日に県下総合防災訓練が行われ、宿毛

市において、午前９時５分に津波警報の防災無

線、並びに消防無線のサイレンが鳴りました。

この防災行政無線は、沿岸を中心に市内に５５

基設置されていますが、後日、沿岸地域の市民

の方から、このサイレンが聞こえなかったとい

うお話を聞きました。 

 訓練ということで、連続で鳴らすサイレンを

２５秒でとめており、災害時には、もっと多く

の人々に聞こえるはずですが、津波発生を知ら

せるサイレンは、とても大切であります。どの

程度聞こえるか、改めて調査をすべきだと考え

ますが、どうお考えかお聞きいたします。 

 次に、宿毛湾港についてお聞きいたします。 

 池島第一防波堤工事の再開により、湾港の背

後地に巨大なケーソンができ、海上では基礎捨

石を敷く工事が行われ始めた今、以前、私が一

般質問を通じて提言いたしました防波堤を利用

し、生態系を生み出す港づくりについて、再度、

質問をいたします。 

 昨年の６月定例会において、市長より、水産

業は基幹産業の１つであり、海の森をふやして

いきたい。これから県の港湾関係者と取り組ん

でいくと答弁をいただきました。 

 あれから１年が過ぎ、全国各地で藻場づくり

の取り組みが盛んに行われ始めております。 

 鳥取県は、近年、藻場が減少傾向にあり、こ

のことが、沿岸漁業の漁獲量の減少の一因とさ

れていることを受けて、藻場造成アクションプ

ランの策定を行い、人工リーフへの藻場移植や、

公共工事現場に藻場、これアラメですが、それ

を持ち込むなど、海岸工事との連携による海藻

移植試験を行っております。 

 また、中部国際空港は、海上に建設されるた

め、伊勢湾の汚染が心配されており、空港等、

外周護岸の１２キロメートルのうち、１０．６

キロメートルについては、傾斜底護岸、これは

垂直ではなくて、斜めの護岸になっているそう

です。それとし、藻場を移植した人工藻場がつ

くられ、魚などの住みかとなる漁礁機能を持た

せる予定となっております。 

 宿毛湾港の防波堤建設に合わせて、同時に人

工藻場の計画も進める必要があると考えますが、

現在、どのような計画で進んでおられるのかお

聞きいたします。 

 また、第一防波堤の完成予定はいつなのか、

あわせてお聞きいたします。 

 最後に、企業誘致についてお聞きいたします。 

 第一防波堤は、フェリー航路再開によって工

事が再開されましたが、第二防波堤と緑地を含

む周辺整備は、背後地へ企業が来て、港を利用

していただくことが完成への近道であります。 

 先日、新聞に最新鋭の地球深部探査船「ちき

ゅう」が完成、探査に向けた訓練が続いている

といった記事が載っておりました。 

 この探査船「ちきゅう」は、海洋研究開発機

構が６００億円をかけて建造した最新鋭探査船

で、喫水が９．２メートル、全長２１０メート

ル、海面から上の高さが１２０メートルであり、

高知県では、宿毛湾港以外に入港できないと聞

きました。 

 同船が掘削した海底下の海底コアは、高知大

学の海底コア総合研究センターに運ばれ、分析

される予定であり、宿毛湾港を基地港の１つと

して利用していただければ、船員、研究者合わ

せて１５０名の食料や、関連施設の宿毛市進出

など、いろいろな可能性が生まれてきます。 

 太平洋に開けた良港、宿毛湾港をアピールし

て、積極的に働きかけるべきだと考えますが、

どうお考えかお聞きいたします。 
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 また、我が会派、自民クラブは、先月、小松

製作所を訪れ、宿毛湾港をデリバリーポイント

として、また物流の一拠点として利用していた

だけないか、検討のお願いをしてまいりました。 

 現在、小松製作所は、予想を上回る需要を抱

え、国内に設備投資額３００億円で新工場を建

設する予定など、投資の増額を始めております。 

 また、コマツ創業の人、竹内明太郎がこの宿

毛市出身であり、その関係により、３月９日の

梓立祭に小松製作所 萩原会長みずから宿毛市

を訪れ、講演を行っていただくなど、宿毛市出

身で早稲田大学建学の母と称される小野 梓先

生の研究を通して、宿毛市発展に寄与すること

を目的とした梓会によって、友好関係を築いて

いただいております。 

 湾港の背後地を利用していただくよう、官民

合わせて働きかけるべきだと考えますが、どう

お考えかお聞きいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。

中平議員の質問にお答えいたします。 

 答弁の前でございますが、先ほど、議長から

ご紹介で、浅木議員が今議会にご出席できない

ということで、おけがをされたということを聞

きまして、この場をお借りしまして、執行部全

員でお見舞いを申し上げまして、一日も早い復

帰を願うものでございます。 

 それでは、中平議員のご質問に対する答弁を

させていただきます。 

 まず、１点目の防災関係でございます。これ

は、中平議員おっしゃるとおりで、本当にコミ

ュニティー力を高めるためには、この放送設備

というものは、非常に大切であるというふうに、

私自身も本当に認識をしているわけでございま

す。 

 先ほどのご質問にございましたように、これ、

コミュニティーの助成事業ということで、財団

法人の自治総合センターが助成をしてくれてお

りまして、地域の放送設備の整備を行っておる

ところでございますけれども、ご承知のとおり、

この事業につきましては、ほぼ１００パーセン

トの助成事業であることでございまして、非常

に財政的にも、この助成事業を使うことに対し

まして、非常に助かるわけでございますが、な

かなか競争率が高くて、毎年、何件もというこ

とで、宿毛市だけに予算をつけてくれていると

いう状況には至ってないということでございま

して、今の中平議員のおっしゃるとおり、私ど

も、本来、宿毛市独自の財政助成をするという

ことについて、これはおっしゃるとおりではご

ざいますが、なかなか財政がついていかないと

いうのが実情でございます。 

 これは、ぜひ、何とかこういったものについ

て、緊急性、必要性の高いものでございますの

で、なおその財団法人の自治総合センター、そ

ういったところにも掛け合いますし、また、執

行部としましても、ぜひこのようなとこの財源

でも捻出できないかというふうな検討も、やっ

ぱりしていかなきゃいけないのではないかなと

思っておりますが、なかなかすぐに、ここで、

「はい、すぐやります」という形で答弁できな

いのがちょっと、私自身もじれったいところで

ございます。 

 それから、自主防災組織の立ち上げの状況で

ございます。現在、宿毛市全体では１８地区で、

今、自主防災組織が立ち上がっております。こ

の組織率といたしましては、約３７パーセント

ということでございまして、そのうち、南海地

震による津波の浸水が予想される地域につきま

しては、１３地域、いわゆる１８地域のうちの

１３地域で組織化されていると。 

 その津波浸水の予測される地域の組織率は、

４９パーセントということでございます。 
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 市といたしましては、市内全域の自主防災組

織の組織化を目指して、取り組んでおりまして、

議員の皆様方におかれましても、それぞれの地

域でご協力を賜りますよう、お願いを申し上げ

ておきます。 

 それから、防災無線の関係でございますが、

中平議員がおっしゃられたように、９月４日に

県下一斉の震災対策訓練が行われまして、本市

におきましても、訓練の一環として、９時５分

に大津波警報のサイレンを鳴らしました。 

 当日は、市の職員の訓練だけではなくて、沿

岸地区の５地区の自主防災組織の約６００人の

方々にもご参加をいただきました。 

 サイレンに合わせまして、津波避難訓練を実

施していただいたわけでございます。台風接近

のための悪天候にもかかわりませず、多くの

方々にご参加をいただきましたことに対しまし

て、この場をお借りしまして、厚くお礼を申し

上げます。 

 本市の防災行政無線につきましては、これは

平成９年度に設置されたものでございますが、

これまでも地区長さんから、地区内の場所によ

って、聞こえにくいなどの話をいただいたとき

には、無線設備の調整とか、保守点検時、これ

に合わせましてスピーカーの方向などの調整を

行う、そういったことを対話してきておるとこ

ろでございますが、なお、聞こえづらいという

ふうな声も聞いております。これは、十分承知

しております。 

 そういったことに対して、電波状況とか、気

象状況が、多少、影響しているんではないかと

思いますが、これ、サイレンを鳴らすときは、

そんなことを言っておられないわけでございま

すので、重要な警報を鳴らす設備でございます。

今後、地域の皆様の声も聞きながら、どこがど

ういうふうに聞こえないかとかいうふうな形も

つくってまいらなきゃいけないというふうに思

っております。 

 また、今回は１回のサイレンの鳴らし方だけ

でございましたけれども、これは、災害のとき

にはやっぱり繰り返して鳴らさなきゃいけない

というふうなことで、認識もしております。 

 皆様方におかれましても、平素からサイレン

の音なんかにも関心を持っていただいて、円滑

な執行に向けてご協力願いたいと、このように

思っているわけでございます。 

 それから、防波堤を利用した生態系を生み出

すということで、藻場づくりのことについてご

質問がございました。これ、私も防波堤そのも

のを、ただ防波堤という役割ということで、１

つの目的に使うということではなくて、防波堤

という多大なお金がかかっておるものですから、

これを多用途に使うべきであるというふうな認

識を、実は、前から持っておりまして、中平議

員が、昨年の６月でしたか、第２回の定例議会

で貴重な提言をいただいております。そのこと

で、私もその後、第一防波堤が今、建設着手し

ておりまして、１２函ほどケーソンができてい

るわけでございますが、昨年１２月に、これ、

県を跳び越して、県にはまことに申しわけない

んですが、国土交通省の港湾局へ参りまして、

この防波堤に藻場づくりをぜひ、実現させてほ

しいということで要望を申し上げました。 

 その結果で、これ、全国で初めてではないか

と思いますが、防波堤の附帯工事として、補助

の事業として採択をいただいたわけでございま

して、この採択をいただいて、補助事業の中で、

この藻場づくりをしていただくということにな

っております。 

 これ、国土交通省の港湾局の方も、海の環境

に対して非常に、今、力を入れているというこ

とでございまして、我々の発案と申しますか、

中平議員からのご提言もあって、国土交通省へ

行きました折に、これ、海の環境に非常に役立
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つんであるというふうな認識をいただいて、防

波堤に藻場をつくっていくということでござい

ます。 

 先月も、私、東京に参ったときにも、この件

の確認をいたしまして、どういった形で藻場を

ずっとやっていくのかという、具体的なお話も

させていただきまして、補助事業での再確認と

いうことも、確認をしてまいりました。 

 それで、国土交通省の方では、せっかくつく

る藻場でございますから、人工の、まず藻場か

らやらなきゃいけないわけでございますが、魚

にこれ、途中で食われてしまったら何ともなら

ないので、ぜひ、効果の上がる形で実施をして

いただきたいというふうな、逆陳情もいただき

まして、これ、高知県の方にも、その人工の藻

場につきましては、必ず効果の上がる形で、大

学の先生が絡んでおりますので、こういった専

門家のご意見を、ぜひ取り入れて、実施をして

いただきたいというふうに、県の方にもお願い

をしております。 

 実施に際しましては、どういった形でやるの

か、競争入札でされるとは思いますが、多分、

防波堤の本体、今、陸上にケーソンがつくって

おりますが、その陸上の部分でプレートを打ち

付けて、その打ち付けた後、ケーソンを海に沈

め、その後で人工の藻を植えつけると。水中で

植えつけるというふうなことになろうかと思い

ます。 

 また、このケーソンは直立消波堤でございま

すので、外海側には穴が開いた防波堤でござい

ます。これは、消波ブロックを使用しないとい

うことで、経済効率性には富んでおるわけでご

ざいますが、この穴によって、漁礁の役目も少

しずつするんじゃないかなと、こういうふうな

期待も、自分自身はしておるわけでございます。 

 それから、今年度中には、恐らくケーソンが

１２函ほど座るというふうに聞いておりまして、

ようやくその宿毛湾港の岸壁のために、防波堤

が、この１２函座ります、約１５０メートルぐ

らいの防波堤が、この年度末には出現するとい

うふうな形になろうかと思います。 

 それから、ハードの方のことの別に、宿毛湾

港についてでございます。 

 第二防波堤、今は第一防波堤でございますが、

第二防波堤も必要ということで、港湾計画に載

っております。この第二防波堤の整備にかかる

条件としましては、背後地の企業誘致というも

のが非常に大切になってくるわけで、これを条

件に反対されておるわけでございます。 

 そんなことで、我々地元として、また高知県

として、この企業誘致には最善の力を尽くして

いかなきゃいけない。 

 また、先ほどのお話にもございましたように、

中平議員の会派の皆さんで、小松市にも行って

いただいたということも伺っております。 

 私自身も、５月に竹内明太郎さん、小松の創

業者でございますね。この明太郎さんをたたえ

る小松市での顕彰碑にも出席をさせていただき

まして、小松の工場長にもお会いしました。 

 そしてまた、いろんなことも聞きましたし、

それからまた、小松市の市長さんにもお会いし

まして、いろんな交流を図っていきたいなとい

うふうなことで、お話もるるさせていただきま

した。 

 こういうことで、ぜひ、大きな組織でござい

ます。いろいろな事業もされておる小松に対し

て、いろんな企業誘致についても働きかけをし

ているところでございます。 

 それから、もう１点、地球探査船の「ちきゅ

う」ですね、これ、先ほど中平議員の紹介にも

ありました、私も実は、これ、議員さんにも見

ていただきたいんですが、「ちきゅう」という

船、こういう感じの船でございまして、非常に

高い、やぐらを船の中に組んでおります。これ、
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私、６月の６日にこの海洋開発機構に参りまし

て、ここの宿毛湾での基地港化ができないかと

いうことで、国の、国土交通省の方と一緒に参

ったわけですけれども、残念ながら、この船は、

海上でずっと作業をする。基地にするというこ

とは、あんまり港に寄らないということでござ

いまして、船員の入れかわりもヘリコプターで、

このヘリコプターの基地ございます。こういっ

たヘリコプターで運んでいくということで、基

地港化というのは、今のところ考えていないと

いうことで、残念ながらですね。 

 ぜひ、高知には海洋コアセンターがございま

すので、この海洋コアセンターとの連携が必要

な船でございます。ぜひ、来ていただきたいと

いうことでお話をるる申し上げたんですが、残

念ながら、基地港化がなされません。 

 そのかわり、年中、そこの海洋にいるわけじ

ゃございませんので、たまに船員の息抜きとか、

補給とかいう形で、港には寄ることはあるでし

ょうということでございます。 

 そういう意味で、先ほど中平議員がおっしゃ

いましたように、ぜひ、こういった船に宿毛湾

港に来ていただいて、寄っていただいて補給を

していただく。そしてまた、地元の、これ、非

常に科学の最先端をいく船でございますので、

地元の振興、それから教育にも、子どもたちに

も役立つんじゃないかなというふうなことも思

っております。 

 ぜひ、こういった「ちきゅう」がこの港に寄

っていただけるよう、これからも高知県と一緒

に働きかけをしていきたいなというふうに思っ

ております。 

 以上で答弁を終了させていただきます。 

○議長（岡村佳忠君） ２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君） ２番、再質問をいたし

ます。 

 まず、自主防災組織についてですが、本来、

宿毛市独自で助成事業を行っていきたいが、財

源がなかなか伴わないという市長からの答弁が、

今、ございました。 

 早い段階に、ぜひ市長の今のお言葉が偽りに

ならないような形で、前向きにそういった財源

が持てるような取り組みを、またお願いしてい

きたいし、私たちもまた、協力していきたいと

いう思いがいたしました。 

 災害時に各地区に放送施設があれば、細やか

な連絡、そして地区独自の情報を放送すること

ができると思います。 

 例えば、手の貸せる人は、○○おばあちゃん

の家に助けに行ってくださいとか、そういうふ

うに、限られたエリアの中の情報を、そのエリ

ア全体に伝えることができるのが、この地区の

そういう屋外放送施設だと思います。 

 現在の防災行政無線は、マイクがこの市役所

にありまして、各地区の情報に対して、瞬時に

対応することはできない状況であります。災害

時に各地区で、独自に使える放送施設が必要に

なってくると思いますので、そういった放送施

設を整備する方向で、ぜひ検討していただきた

いと思います。 

 また、これからの防災活動というのは、コミ

ュニティー、イコール自主防災組織と考えて、

活動の手助けをしていくべきだと思います。ど

んどん地域独自のそういった防災訓練も実施し

て、地域の輪をより高めていただける方向で考

えていただきたいと思います。 

 そういったものを踏まえて、再度、ご答弁が

ありましたらよろしくお願いいたします。 

 防災無線については、調査を早い段階に行っ

ていただきまして、先ほど、市長の答弁の中に

もありましたが、聞こえない地域があれば、そ

れをぜひ、防災マップ上で記載というか、明記

していただきまして、皆さんが、この地域は防

災無線が聞こえにくいんだなというのが、日ご
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ろからわかるような形にしていただきたいと思

います。 

 藻場についてですが、ただいまの市長の答弁

を聞きまして、前向きに話が進んでいるんだな

という実感を受けました。まずは安心しました。 

 宿毛市のホームページの紹介の中に、宿毛湾

は「魚のゆりかご、天然の養殖場といわれるほ

ど魚種の豊富な海で、ここで取れる魚の味は絶

品です」とあります。 

 しかし、実際は、年々漁獲量が減っており、

漁師にとっては、この文章は偽りにうつるとい

うか、見えるかもしれません。 

 いまや、自然豊かなこの宿毛湾の恩恵を守り

つつ、そして再生していくことが、そういった

取り組みが必要な状況になっていると思います。

そのためにも、この人工藻場の設置を、そうい

った取り組みを、ぜひ成功させていただきたい

と思います。 

 次に、企業誘致についてですが、「ちきゅ

う」については、ただいま市長のお話の中で、

基地港が必要ではないという、ちょっと残念な

話もありましたが、ぜひ、宿毛に寄港していた

だけるような、引き続き、取り組みをお願いい

たします。 

 小松への取り組みについての中で、向こうの

小松市長に、市長みずからお会いしたというお

話もありました。私たち会派も、先日、小松市

を訪れた際に、小松市議会も訪問いたしまして、

小松市の議員と姉妹提携に向けて、友好関係を

築いていきたいなという話も出ました。そうい

った取り組みも、またしてまいりますし、現在

もライオンズクラブの方が、小松市のライオン

ズクラブと姉妹提携を結んでおるという話も聞

いております。 

 そういった友好関係を利用するというか、使

って、ぜひ前向きに、いろんな意味で宿毛市に

そういった、貢献していただけるものはしてい

ただくという形で、ぜひ取り組みをしていただ

きたいと思います。 

 それから、昨年の台風で、同じく企業誘致に

関してなんですが、昨年の台風で宇須々木地区

のブンタンが塩害を受けております。 

 これを見ていただきたいんですが、これ、計

画です。後ろの方はちょっと申しわけないんで

すが、この計画に載っているように、計画では、

背後地と北側と県道との間に緑地帯ができる予

定となっております。ここの緑の部分ですが。 

 この緑地帯は、当初行われた地区説明会にお

いて、塩害を防ぐ防風林の役目として整備する

という約束だったそうです。しかし、いまだ約

束は守られておりません。 

 第二防波堤や、この緑地を完成するためにも、

企業誘致が必要であります。以前から期待をし

ている飼料会社については、２年以上が過ぎ、

いまだ契約ができていない状況ですが、新しい

企業があらわれれば、その飼料会社の来る予定

地となっているそのところを、その企業に渡す

のか、それとも予定地をその企業のために確保

しながら、新しい企業に対して話を進めていく

のか、市長のお考えをお聞きいたします。 

 また、藻場の答弁でも、防波堤の消波につい

て、若干話がありましたが、この第一防波堤が

できることにより、南西からの波が防波堤を伝

わって、藻津漁港に入ってくるのではないかと、

地元の漁民が心配しております。 

 現在、湾港ができたにもかかわらず、防波堤

がないために、池島、宇須々木地区の港の一部

が、台風のときに今まで避難港に使えていたと

ころが使えない状況になっております。今度は、

防波堤ができることによって、藻津漁港が台風

時に高潮のそういった災害を受けるとか、避難

港として、利用できないことになれば、これは

とても重要なことになります。 

 専門家でもあられた市長の意見を、ここでぜ
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ひお聞かせ願いたいと思います。 

 以上で、１回目の再質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 中平議員の再質問にお

答えします。 

 先ほど来のコミュニティー事業でございます。

ぜひ、中平議員のおっしゃる形で、最大限、努

力をしてまいりたいと思いまして、これ、本当

にお金のことを言うと、何もできなくなります

ので、できるだけお金のことは言いたくはなか

ったんですが、できるだけ地域の防災のために

は、できる限りのことをしていかなきゃいけな

いと、このように思っておりますので、ご理解

と、またご協力もまた、議員の皆様にもお願い

をしたいと思います。 

 それから、聞こえづらいところをマップに落

とせということもございました。マップを作成

するのにも、かなりな金額がかかるもんですか

ら、今のものに落とすとなると、そういうこと

をやるのと、設備をするのがいいのか、この天

秤というものを、そういったものもかけていか

なきゃいけないんじゃないかなというふうにも

思っておりますので、また、地域の皆様方にも

いろいろなご説明もさせていただきたいと、こ

のように思っております。 

 それから、魚の関係で、宿毛市が漁獲量なり、

魚の宝庫だということで売っておるわけでござ

いますので、議員のおっしゃるとおり、これ、

人工の藻場づくりから始めまして、昨年、森は

海の恋人といったように、やはり山の方の整備

もやっぱりしていかないと、山からの栄養素を、

海に運んでいただくというふうなことも大切じ

ゃないかというふうに思います。 

 それにも増して、やはり海の方も、人工の藻

場、これを成功させるという形で小さい苗のと

ころから、魚に食われてしまっては大変ですの

で、この方法も、高知大学の先生方の方でいろ

いろ考えていっていただいているというふうに

聞いております。 

 それから、「ちきゅう」の寄港でございます。

これ、私が聞いているところは、「ちきゅう」

は７月の末に、長崎造船所で完成をしまして、

引渡しを受けて、今、長崎近海の方で習熟運転

をしているというふうに聞いております。それ

から、八戸の方の沖の方へ行きまして、試掘を

するということでございます。 

 海底下７，０００メートルというところまで

行く船でございます。その海底下でございます

から、海底へ行くまでが、まだ４，０００メー

トルの海底というものがございますので、トー

タルで、船の底から下までが１万１，０００メ

ートルまでが掘れるというふうな船でございま

す。 

 非常に、最新鋭、世界でも例のない船でござ

いますので、ぜひ、私自身は宿毛湾港にも寄港

していただきたいというふうなことで、こうい

った働きかけもしておるところでございます。 

 それから、小松市との姉妹提携でございます。

友好な関係が、議員の皆さん方もしてきていた

だいた。また、市長同士もしました。また、梓

会との取り組みの中で、民間同士とのコミュニ

ティーも図るということでございますし、ライ

オンズクラブは、既に姉妹提携しているという

ふうなことも聞いておりますし、これは、一口

に姉妹提携と申しましても、今回、人の交流は

始まったわけでございますので、ぜひ、これか

らは物の交流といったことも含めまして、そう

いう人と物が交流するようになれば、おのずか

ら姉妹提携という形もスムーズにできるんでは

ないかなと、こんなに思っているわけでござい

ます。 

 それから、宇須々木の方の塩害を受けたとい

うことで、港湾の現在の緑地帯ができてないも

ので、防風林としての役目がひとつもないとい
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うことでございます。 

 これは、ひとえに背後地に企業が来てないと

いうところから、遠因があると思います。 

 そういったことも含めまして、とにかく、１

社でも２社でも、早いとこ企業が誘致できるよ

うな努力を最大限していかなきゃいけないとい

うふうに思っております。 

 当初の飼料会社の件でございます。私、この

飼料会社、今、合併とか繰り返しまして、新し

くなっているようでございまして、この社長さ

んと宿毛市内でお会いしまして、いろんなお話

を聞かせていただいたわけでございますが、い

ろいろな国内の飼料関係の会社とも合併をした

りしておりまして、私自身が社長とお話したと

きには、社長は、非常に宿毛というところは、

非常にいいところだというおほめの言葉はいた

だいたんですが、なかなか企業立地、いつ行き

ます、来ますという話は聞こえませんでした。

これで、非常にその合併を繰り返しているもん

ですから、国内でほかに飼料工場とかが、その

会社の中に入っておりますので、非常に難しい

んではないかなというふうに思ったわけでござ

います。 

 高知県主体に、この会社が折衝されておるわ

けでございますが、私自身は、非常に困難じゃ

ないかなというふうに思いました。 

 そこで、この飼料会社のためにとってある土

地を、よその会社が来たとき、明け渡すのかど

うかということでございますけれども、この辺

はまだ、私、高知県の方とも話もさせていただ

いておりませんので、その辺の見極めを、今、

ここでこうしますということは、ちょっとご答

弁できませんので、ご容赦願いたいと思います。 

 それから、防波堤ができることによって、ま

た岸壁ができることによって、波の影響である

とか、海流が変わるということにつきましては、

これは、私は実は、港湾の技術という形での、

波の解析ということでは、なかなか、ちょっと

素人なものですから、ここのところははっきり

答えられませんが、これ、港湾計画を立てると

きに、恐らく、恐らくではございません。港湾

審議会というのがございまして、このそれぞれ

の分野の有識者の方々が、船の操船はどうなる

とか、防波堤をここにつくれば、波の影響がど

ういうふうなところに行くかとか、いうふうな

話を、恐らく、そのときに審議会の中で検討さ

れていると思います。 

 これ、その当時の審議会の議事録、私、まだ

見ておりませんが、そういったところにかなり

のものが入り込んでいるんではないかと思いま

す。 

 これにつきましては、議事録等、これから入

手しまして、また、中平議員の方にも報告をさ

せていただきますということでご理解願いたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君） ２番、２回目の再質問

をさせていただきます。 

 まず、藻場についてですが、藻場については、

引き続き、いろいろとその工事に関して、もっ

といい方向で行うことができないかとか、そう

いった研究をして、続けていっていただきたい

と思います。 

 防災無線について、防災マップをつくるのに、

かなりのお金と言いますか、費用がかかると。 

 現在の防災マップに、その上に載せて、また

再度配布するのは無理であっても、自主防災組

織という、せっかく、そういった組織もありま

す。それから、立ち上がってないところにも、

各地区があって、地区長さんおられます。そう

いったところに、ぜひ、地図の上に、今ここに

若干、防災行政無線がどこに、市内のどこにあ

るかという地図があるんですが、こういった簡
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単なものにでも、どのあたりまで聞こえるよと

いうような形で落としていただいて、そういっ

たものを配布していただければ、また機会ある

ごとに皆さんが見て、自分の中で認識していた

だけるのではないかと、そういうふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それから、自主防災組織についてですが、９

月１４日の高新のコラムの中に、「災害は真っ

先に弱者を危険にさらす。台風１４号では、九

州を中心に、計２０人以上がなくなった。犠牲

者の多くは、６５歳以上の高齢者で、避難でき

ずに自宅で被災した例が目立つ。」といった記

事が載っておりました。 

 どこの家に老人や、また体の不自由な人が住

んでいるのか、そういったことを、地域の皆さ

んが認識しておく、知っておく、そんなコミュ

ニティー力の高い、そういった地域が災害に強

い地域になってくるのだと思います。 

 そういった地域をつくる、そういったことに、

ぜひ執行部として力を注いでいただきたいと思

います。 

 企業誘致についてですが、先ほど、私の方か

らお話した、宇須々木地区になるんですが、こ

ちらの防風林についてですが、当時の説明会、

またいろんな資料に、湾港の将来の図というよ

うな形で、こういった、これ以前、私、一般質

問で１回、皆さんに見ていただいたんですが、

こういった絵がございます。地区の人たちは、

こういった完成予想図を見て、いろんなお話を

して、そしてあそこに湾港ができると、そうい

った計画が進んできたというのが事実です。 

 ただ、現在、あそこの湾港を利用する、そう

いった計画がないから、雑草が生えて、不法投

棄されてもそのままにしておく、そういった話

では、地区の人たちは納得することができませ

ん。 

 これは、県のことになってくるのですが、ぜ

ひ、ここまではできなくても、最低限の整備と

いうのは進めていかないといけないと思います

し、それをするためにも、一日も早く、あそこ

の湾港を利用していただく、それがやはり早道

ですので、それに向けて努力を、私たちも続け

ていけないといけないし、宿毛市として、市長

を先頭に努力していただきたいと思います。 

 それから、藻津港の波については、これから

市長の方で、資料とかを請求していただくとい

うことで、一緒に勉強していきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それから、続いて湾港のことなんですが、地

元でまじ波と呼ばれる南西からの大きな波に対

して、現在、工事が着工している第一防波堤、

この黒く塗った部分ですが、この３００メート

ルは埠頭の４５５メートルのうち、水深マイナ

ス７．５メートル、全長１９５メートルのフェ

リー埠頭にしかというか、その埠頭には対応で

きますが、企業誘致に肝心の、こちらになりま

す、マイナス１３メートル、全長２６０メート

ルバースに対する消波機能は余り期待できませ

ん。 

 これはどういったことかと言うと、波が南西

から、こっちから入ってきますので、見てわか

るように、この方向で波が入ってきますので、

この先の方は消波機能がないということです。 

 それに、波というのは、まっすぐまっすぐ入

ってきませんで、回り込んでも入ってきますの

で、実際、この第二防波堤３８０メートルの着

工というか、完成がなければ、ここの埠頭４５

５メートルすべてが使えるということにはなら

ないという話なんですが、企業誘致が本格化し

てくると、すぐにこの第二防波堤３８０メート

ルの着工が必要になってくると思われます。 

 これに対して、市長はどのような、第二防波

堤に対して、どのような構想というか、お考え

を持っておられるのか、その点について再度お
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聞きいたします。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、中平議員の再々

質問にお答えします。 

 藻場の工事については、先ほど申しましたよ

うに、高知大学の先生という、専門家がおりま

す。こういった方々のご意見を、ぜひ、これ取

り入れた形で、ただ単に港湾工事関係の技術屋

さんだけではなくて、藻場の専門家の方と一緒

になってやっていただきたいというふうに、こ

れも補助事業を実施しております県の土木の方

に、私自身は既に申し入れをしておりますので、

恐らくそのような形でやっていただけるんじゃ

ないかなというふうには思っております。 

 それから、マップに載せる聞こえずらいとこ

ろ、簡単な形で、できれば費用が要らない形で、

行政の方でできるものでありましたら、そうい

う形をとらせていただきたいと思っております。 

 それから、弱者の方に、災害というものはす

ぐ襲ってくるということでございます。これは、

るるおっしゃった形のものにつきましては、こ

れは自主防災組織の説明の中で、いろいろな形

を、例えば弱者がどこにいる、動けない人がど

こにいるということを、地域地域で把握してい

ただきたいというふうに、自主防災組織の立ち

上げの場で、地区の皆さんにもお願いを申し上

げております。 

 それから、企業誘致につきましては、ぜひ、

これは最低限の整備をしなきゃいけないという

ことは、もう十分にわかっておるわけでござい

まして、これについては、県、国を入れて、そ

してまた、企業誘致につきましては、私ども、

できるだけ宿毛市の人脈、それから、高知県の

人脈を通じました形で、あんまり形にとらわれ

ないで、高知県とも話し合いながら、最大の努

力をしてまいりたいと、このように思います。 

 それから、第二防波堤の件でございます。こ

れ、私、第一防波堤、もう既に始まっておりま

すので、これ、中平議員に今、どう考えている

のかということでございますが、第一防波堤、

もう既に始まってますので、港湾計画にのって

いる第二防波堤、この第二防波堤がなきゃいけ

ないということでございますので、これは、不

必要なものなら、港湾計画にのせないというこ

とだろうと思います。 

 マイナス１３メートル岸壁の波が、消波機能

がないだろうというふうなことはおっしゃると

おりでございますので、ぜひ、この第二防波堤

について、どういった形でやっていくのかとい

う形についても、国土交通省、それから県の方

にも申し入れをしているわけでございます。 

 ただいま、第一防波堤は、補助事業というこ

とで、県の事業になっておりますが、第二防波

堤は、国直轄になるかもしれないと。ただ、こ

の整備形態については、国の方でも県の方でも、

まだ決まっていないということを、この間のお

話、実は先月、８月に本省へ参りましたときに

も聞きましたときに、どういう事業形態になる

のかがまだ決まってないということでございま

した。 

 これ、第二防波堤というのは、必要なことで

ございますので、ぜひ、国に対しても県に対し

ても、この促進については、日ごろから私自身

も申し述べているところでございますので、ぜ

ひ、議員各位におかれましても、県、国に対し

て、この第二防波堤の着工ということについて、

ぜひ、ご協力を願いたいというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君） １点についてだけ、再

質問をさせていただきます。 

 若干、私の方が、後先になったりして、質問

がうまく市長に伝わってなかったのかなという
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思いもいたしますが。 

 第一防波堤、第二防波堤の話で、第二防波堤

は、必ず必要であると。第一防波堤だけでは、

埠頭がマイナス１３メートルバースのところま

で、全部、波をカバーできないので、第一防波

堤はできることが今決まって、着工されている

が、第二防波堤も必ず、企業誘致に向けて必要

になってくるので、早くつくらないといけない

と。 

 それに対して、話あったんですが、国直轄事

業というような話も出てきてます。そういった

中で、市長として、現在、きっちりとした話が

決まってませんので、その話を聞きたかったわ

けです。 

 第二防波堤をすぐにつくらなくてはいけない

状況になるが、それについては、どういった考

え方を持っておられるのか、再度、市長に答弁

を求めます。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 中平議員にお答えしま

す。 

 第二防波堤、すぐに、おっしゃるとおり必要

であるということは、十分認識しておるわけで

ございまして、そこでどういった形のものにな

るかについては、まだ形、自分の構想と申しま

すか、そういうものには入っておりません。 

 これは、どうしても国とか県とかというふう

な話の中で、決めていかなきゃいけない問題で

ございますし、また、これに、建設に伴います、

我々、財源も確保していかなきゃいけない。い

わゆる、国の直轄事業でありましょうとも、県

の補助事業でありましょうとも、地元の負担金

というものをきっちりとられるわけでございま

すので、そういった財政面のこともございます。 

 すぐに必要であるという認識には、変わりな

いということを申し上げたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（岡村佳忠君） ２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君） その第二防波堤が企業

誘致するにあたって、今まで、第一防波堤がネ

ックになっていたんですが、当然、大きな船を

つけるということになれば、第二防波堤も同じ

ように、また、企業誘致を進める中でのネック

になってくると思います。 

 企業誘致を進める中で、同時に、この第二防

波堤をどういった形でつくっていくのか、国に

そういった要望もしていただきながら、企業誘

致に取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） ８番、一般質問をいた

します。 

 きょうは、私もついてないなと思うんですが、

前回６月に質問したときは、午前中にやりまし

て、昼食をはさんでやる気をそがれて、昼から

またやりました。きょうは、３番目に通告をし

ておりましたが、市長申されたように、浅木議

員のことがございましたので、そのことは議運

で聞きましたから、まあそれはいいんですが、

中平君に３０分ぐらいで済むと聞いておりまし

たんで、随分と時間が長くなりまして、また昼

食を挟むというようなことになりますけれども、

それも仕方ないことでございますから、一般質

問を行います。 

 きょうは、通告をしておるのは１問だけでご

ざいます。篠山小中学校の改築計画について、

前回の少しおさらいになりますけれども、まず、

市長にお伺いをいたします。 

 去る６月の議会におきまして、教育に金を惜

しむわけではございませんけれども、この教育

現場のあり方であるとか、子どものために、本

当になるのかという視点で、費用対効果や財政

非常に厳しい三位一体改革の進む流れの中で、

本市の財政事情も考えれば、この篠山の５０人
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規模の学校に、９億１，８１２万円という巨額

の投資をすることが、いいのか悪いのかという

ことで、市長には、私は厳しく改築に対する見

直しをしてはどうかという質問をいたしました。 

 そのときの議会での市長答弁は、かいつまん

で言いますと、市長は、就任後に組合議会に行

きましたが、これはもう、既に既定の事実であ

って、そういうふうな感じを持ったので、基本

設計を当初予算に組みましたと。 

 それから、もう１点は、本宿毛の議会でも、

このことが十分に審議をされていないという事

実も、初めて知りましたと。そういう流れの中

で、市内にもたくさん、まだ改築をしなきゃな

らん学校がたくさんございますから、財政も非

常に厳しいということは肌で感じておるので、

見直しをしていくと。ただ、改築の方向が前向

きに出ておる関係上、これを否定をするもので

はないが、愛南町の町長、組合長でもあられま

すので、一緒に話し合いを進めていく。 

 愛南町の谷口町長も、今までの過程、経緯は

経緯として、現状をしっかりと踏まえた上で、

必要な決定をしなきゃならんのじゃないかと、

こう申しておられるので、改めて協議をしてま

いりますという、６月議会でのお答えをいただ

きました。 

 そのことで、今回、３カ月たったわけでござ

いますけれども、どのような議論がなされたか

について、その経過を、まずお聞きをしたいと

思います。 

 それから、続きまして、教育長にお聞きをい

たしますが、６月議会においては、私はまず、

教育長に、学校規模の適正化とはどのようなも

のであるかというご質問をいたしましたし、今

後、６年間ぐらいの篠山小学校の児童生徒数の

推移についても、お伺いをいたしました。 

 それから、教育長には、財政と無関係ではあ

りませんけれども、本当にいい教育ができる環

境ができるのかということも、あわせて聞きま

したし、毎年、教育行政方針には明記をしてお

りますが、学校の統合に向けた、いろいろな施

策を打ち出しておりますが、そういうことに対

して、支障を来たすんではないかということを

お聞きをいたしました。 

 答弁では、適正規模というのは、２０人から

２５人程度で、１学年に２学級の複数学級ぐら

いが適当であろうと。学校の経営上では、これ

はまあ、文科省の方では８００人程度、そうい

うことになりますと、宿毛市はそれに見合う学

校は２つ３つしかないと。小学校で２つ、中学

校で２つというお答えもいただきましたし、そ

ういう少数になった中で、教育の方針としては、

小中の一貫教育を貫いていって、実のある教育

をしますというお答えでございました。 

 それで、統合については、地域の方々、住民

や保護者の皆さんの理解が基本であるから、長

い間、改築の方向に向かっておるということも

踏まえれば、その方向で取り組みをしていくと

いう、こういう答えだったと思うんですが、そ

の後、私もいろいろと意見を言いましたけれど

も、３カ月間の間に、愛南町の教育長、あるい

は教育委員会とお話になった経過があると思い

ますが、教育効果とか、統合に支障は来たさな

いかということも含めて、そのあたりのご報告

を、まずお願いを申し上げます。 

 １回目を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 宮本議員のご質問に答

えさせていただきます。 

 篠山小中学校の改築を見直してはどうかとい

うことで、６月議会においてもご質問、ご提案

もいただいたわけでございまして、今、議員の

方から、そのときの内容につきましても、いた

だきました。 

 その後、愛南町長、谷口町長と話もし、それ
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から議会、組合議会の方も２度ほど開かさせて

いただきまして、宿毛市の議員さんも愛南町の

議員さんも出られているわけでございます。 

 町長とお話したときには、町長も、合併で町

長になられて、一本松の町長ではございません

でしたので、合併になってから、こういった過

去の経緯についても知ったという形でございま

す。 

 それで、そのときの中で、１つだけ、ちょっ

と資料を見させていただきます。 

 １６年の１月の２９日でございますか、この

南宇和郡の定例町村会、これは合併の予定町村

会だそうでございまして、このときに、その改

築計画をお話をされておりまして、その合併予

定のところでは、ほぼ了解を得ましたというこ

とでございます。 

 それから、町長にも、私も前回、ちょっとお

答えさせていただきましたように、私自身も、

本当に既定の事実というふうに認識を、その当

時してたものですから、基本設計につきまして

の予算を計上させていただいたということでご

ざいます。 

 町長の方も、そういった形で、もう既に、こ

の計画については、改築ということで合併前か

らずっときておるというふうなご認識でござい

ましたので、これを今、統合に持っていくとか、

そういった形では、なかなか難しいんじゃない

かと。そのかわり、議員ご指摘もございました

ように、その教育効果でありますとか、金額の

問題でございますね、財政的な問題がございま

すので、これほどのものを本当につくっていい

のかどうかということにつきましては、議会の

中でもご発言されて、その見直し、中身の見直

しについては、していこうではないかというふ

うなことで、議員の皆様方であるとか、それか

ら地元、両地元の教育委員の方々であるとか、

そういった方々のご意見を聞いた上で、今、総

事業費で、これは基本設計の段階でございます

ので額は変わりますが、先ほど、議員も申され

ました９億１，８００何がしということが、６

億２，０００万に、今のところ落ちております。

基本設計上でございます。 

 ただ、これをもって、一応、組合議会の方に

は提示をいたしまして、その後、９月の７日の

愛媛県の教育の予算をつけるんですが、この愛

媛県のヒアリングを受けたということでござい

ます。 

 このヒアリングを受けるについても、議員の

皆様のご了解を得た上でということで、当面、

理解をいただきまして、こういうふうな形で減

らせるという形でのヒアリングを受けておりま

す。 

 それから、私自身としましては、まだ基本設

計、９月７日に愛媛県に説明をするという資料

の前に、前日になってなんですが、議会が終わ

った後なんですけど、まだまだ経費の削減とい

うものが見込める部分があるんじゃないかとい

うことで、いろんな、細部にわたっての意見を

これに出しております。その上で、基本設計の

段階ですから、基本設計をきちんとやっておか

なきゃいけない。これは、金額は恐らく、実施

設計組むときは変わってくるとは思いますが、

そういったことについての、何と申しますか、

合理的な金額というふうなものについて、細部

にわたって、７日の前の日ですから、６日の日

にファックスを送って、ぜひこういったものに

ついて、ご配慮も願いたいというふうなことで

申し入れをしております。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 教育長、８番、宮本

議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、最初に規模の小さい学校の教育効果に

ついて、お答えをさせていただきます。 
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 小規模の学校は、教科指導とか、生徒指導な

ど、教育活動について、目が、非常に行き届く

と。また、子ども一人ひとりの実態に即したき

め細かな指導ができる。さらには、子ども一人

ひとりの興味、あるいは関心に応じた授業が展

開できるなど、非常にメリットがある一方で、

子どもたちの価値観の固定化や、集団としての

決まりを学ぶことの機会の少なさ、そういった

面で、人間関係上の問題の解決する力、解決力

が非常に弱くなる。 

 あるいは、競争力が身につかないなどのデメ

リットも考えられます。 

 このような考え方を十分、地域の方々、平成

８年、９年ごろから、この改築についての要望

が上がりまして、随分とそういった面について

も、協議会の指導のもと、検討もされておった

ようでございますが、そういう中で、篠山小中

学校は小中一貫と、こういう教育を掲げて、改

築という形で踏み切っておると、こういう計画

でございます。 

 この小中一貫教育のメリットといたしまして

は、小中学校間に存在する学力観や指導観、広

い意味での教育観などの違いを是正をして、子

どもたちから学力向上の負担を取り除くととも

に、人間形成上の連続性を持った、持たせるこ

とができ、そういうことが行える、そういうこ

とで非常にメリットもあろうかと、教育効果も

上がろうかと、こういうふうに考えております。 

 次に、今後、宿毛市内の学校の適正規模への

統合の支障にならないかとのこのご質問につい

てでございますが、宿毛市におきましては、こ

れまで、沖の島小中学校の統合を初め、数校の

統合を行ってまいりました。 

 統合を行う場合には、ご存じのように地域保

護者の方々のご理解、合意を得て行ってまいり

ました。今後も、統合を行う場合には、地域保

護者の方々にご理解、ご意見を、合意をいただ

けるような努力をしていきたいと、このように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） 再質問をいたします。 

 まず、市長に質問をする前に、今、減額にな

った６億２，０００万ほどになったという内容

を聞きましたが、教育次長兼学校教育課長にお

聞きをしたいんですが、概算工事費９億一千数

百万から６億２，０００万程度、３億近い減額

の主だった工事、どんなとこを見直したのか、

当初と比較しながら、主だったものだけでよろ

しいですから、まずお聞きをしたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾 諭君） 教

育次長兼学校教育課長。８番、宮本議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 篠山小中学校の改築につきまして、当初、９

億１，８００万円の基本設計が、現状で６億２，

６００万という形になっております。その主な

ものは何ぞと、こういうことでございますが、

その主なものといたしまして、まず最初に、敷

地の造成工事を１，４００万見ておりましたが、

これを７４５万５，０００円の減額をしており

ます。 

 と言いますのは、現在、技術教室が校庭いう

か、小学校の建物よりも８０センチ高いところ

にございます。そのために、建てる校舎をその

技術教室と一緒のレベルにもっていこうと、こ

ういう話がありましたが、現状の校庭と同レベ

ルのところで立てたらどうぞということで、そ

れを見直した結果、７４０万５，０００円の減

額と、こういうことでございます。 

 それから、校舎の増築の関係でございますが、

面積をトータルで６６６平米少なくしておりま

す。その中身につきましては、各教室の面積を
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５０平米から４４平米、端数ありますが、に縮

小すると。 

 それから、当初、校長室、職員室が小中それ

ぞれ別個にございましたが、これを小中それぞ

れ校長１、職員室１とすると。一緒にすると。 

 それから、職員室の面積も１３２平米から１

０２平米に減額をすると。校長室の面積も、５

７平米から３９平米に減額をすると。 

 それから、特別支援教室を、今回、つくらな

いと。それから、理科室ですが、小中それぞれ

別個にございました理科室を、兼用の１室にす

るという部分。それから、生徒会室も取りやめ

ると、こういう部分。それから、多目的スペー

スいいますか、ランチルームの面積も、当初、

２５０平米ございましたが、２０３平米に縮小

すると。パソコン教室の５６平米も、縮小する、

取りやめると、こういう形で６６６平米を総面

積として、減額をする。 

 その結果、６億８，９００万の事業費を、４

億７，８００万に、ここで約２億１，０００万

減額をすると、こういう形でございます。 

 それから、既設の教室でございますが、用途

廃止をして、別の転用をするという形にしてお

りましたが、これはもう、現状の特別教室はそ

のままの状況で使うと。ただ、屋根のふきかえ

と外壁をちょっと直すと、こういうことで４２

０万円を減額をすると、こういうことでござい

ます。 

 それから、プールでございますが、プールは

５コースでありました。それと補助プールをつ

くる予定にしておりました。この補助プールを

取りやめると。そのかわりに、５コースの中に

低学年向きのプールをとって、通常の４コース

に低学年向きのプールを１コースとって行うと。 

 こういう形で、９，６６０万の事業費を４，

９６６万５，０００円、ここで減額として、４，

６９３万５，０００円を減額すると、こういう

ことでございます。 

 それから、主なものとして、仮校舎を、当初、

運動場に７３９平米を予定しておりましたが、

これは中身について、いろいろ検討する中で、

将来的に建築の、その１年で建築するわけです

ので、その間だけの、言うたら、もんであるの

で、大変もったいないというのもありまして、

現在、中学校の講堂を小学校の４教室に、ちょ

っと仕切りを入れて改修をして、それを小学校

の校舎に使うと。 

 ただ、職員室等が不足しますので、職員室だ

け、ちょっと、５５平米ぐらいプレハブを借る

と、こういう形で、当初、３，７８０万円予定

しておりましたが、７３２万９，０００円、こ

こで３，０００万円近くを減額するということ

で、トータルとしまして９億１，８００万が６

億２，６００万、約２億９，０００万減額をす

ると、こういう状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） 今、教育課長から説明

を受けましたが、ということは、面積とか部屋

の内容変更、あるいはプールとか、仮設の校舎

を安くすると、やりくりをしていくというよう

な主だった内容で、大体、面積、校舎本体で２

億。プールで約５，０００万、仮設で３，００

０万ですか、２億８，０００万ぐらいが、この

主な減額ですね。 

 一緒にお伺いしたらよかったんですが、さら

にもう１点、課長にお伺いをしますが、６億２，

６００万ぐらいに減額になったのはわかりまし

たが、これの財源の内訳ですね、これも変化し

たと思うんですよ。３億ぐらい。そのあたりの

説明を、まずしてくれますか。 

○議長（岡村佳忠君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾 諭） 教育
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次長兼学校教育課長。宮本議員さんの一般質問

にお答えをいたします。 

 当初と今回の見直し後の、その財源の関係で

ございますが、当初９億１，８００万のときの

財源といたしましては、国庫負担金補助金１億

９，０００万、それから起債が１億６，０００

万。それから、宿毛市と愛南町がそれぞれ２億

８，０００万ずつ、合計９億１，８００万と、

こういう状況でございました。 

 その後、今回の６億２，６００万になりまし

たときの財源の見通しでございますが、国庫負

担金補助金が１億５，１００万、起債が１億２，

５００万、それから宿毛市と愛南町の負担が１

億７，４００万ずつと、合計６億２，６００万

と、こういう状況になろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） 財源の内訳、工事費の

減額については、今、課長の方から報告を受け

ましたので、理解もできましたが、６月議会で

市長に見直し論を言ってから、３億ぐらい減額

になったというのは、非常に努力をされたとい

うふうに、私も本当に評価をするわけですが、

ただ、これでああ、よかったですねとは言えな

いものが、まだ私の中にありますので、なお、

市長にお伺いをしますけれども。 

 この３０パーセント強の減額で、宿毛市の持

ち出しも２億８，０００万から１億７，０００

万、起債補助分は別としまして、そのような話

になったわけですが、これが、結論から言えば、

適正規模の学校であれば、これはもう、おおむ

ねこれでよろしいかと思うんですよ。そこに残

っておる問題点が、先ほどからずっと言ってい

ることになるんですが。 

 １６年の１月２０数日に、基本的に了承を得

た話があったと。それから改築計画を続行して

おると思うんですが、ここで一、二点市長に、

まずお聞きをしたいんですが、この県のヒアリ

ングというのは、９月７日に行われたと聞きま

したが、これはまだオーケーであるとか、そう

いうことは出ていないのかどうか。 

 それから、もともと平成８年ぐらいに、前林

市長と中沢町長のころに、基本的な話があった

と、こういうことを伺っておりましたが、平成

８年からきょうまでというと、実に１０年近く

かかるわけですが、どうしてこんなに実施計画

がおくれてきたのか、ということも私も少し疑

問があるわけなんですが、何か社会的な事情と

か、愛南町の方が、当時、５カ町村ですけど、

教育委員会主管でやっておりますから、その辺

のことはわかりませんが、もしわかっておれば、

普通であれば、もっと早く建っておったんじゃ

ないかという、そういう思いもするんですが、

ヒアリングの件と、どうしてこんなにおくれた

のかと。 

 あとはまあ、組合議会の中で、私は中止とい

う話は市長も前もって改築の方向で進んでおる

し、いろいろな理由もあるから、ということは

聞いておりました。その中での見直しをすると

いうことも聞いておりましたが、実際、どんな

内容の協議が主になされたのか。 

 私は、スクールバスででも通えるんじゃない

かということも言いました。 

 小学校の生徒が半分ぐらいおるわけですが、

中学生は、もう自転車でも、またスクールバス

でも、この間、私も一本松と篠山の間を往復し

まして学校も見ましたが、一本松中学、非常に

いいものが建っております。そこへ、本当は通

えるんじゃないかと言う気持ちもありまして、

実際、車で走ってみました。 

 そのあたり、中止という議論がなかったわけ

ですから、なかったかもしれませんが、そのあ

たりの検討もなされたのか、３点ぐらいを、ち

ょっと市長にお聞きをしたいと思います。 
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 それから、教育長に再質問をいたしますが、

この少数規模におけるメリット、デメリット。 

 おっしゃるとおり、目が届くとか、きめの細

かい教育ができる。デメリットとしては、集団

生活のルールを守ったり、それから、競争力、

もろもろが身につかない面があると。 

 そこで、私はそれだから適正規模にしなきゃ

ならんのじゃないかと思うんですよ。だから適

正規模にするのがいいんじゃないですかという、

私は基本的な考えなんですね。 

 そこで、２０人から２５人の学校であればで

すよ、これは、私なんかが宿毛小学校に入った

ときは、５０人以上いましたね。戦後のベビー

ブームで。ずっと教育変わってきて、今、中学

校は４０人、小学校は、下級生で３０人学級、

これが適正規模ですよね。それよりも下の２０

人、２５人というのは、人口減少に応じて、各

県でやっておる適正規模だと理解するんですよ。 

 ２０人であれば、先生が１人ついたら、その

子の性格や学力や体力は、目が届くと思うんで

すよ。２人で届くのか、２０人で届くのか、そ

れは差がありますよ、マンツーマンとは。でも、

教育長のおっしゃるメリットということになれ

ば、私は２０人でも十分届くと思うんですね。 

 そして、二、三人になれば、デメリット分は

確かに発生しますよ。かばい合ったり競い合っ

たりできませんから。その中で、公立学校の教

育ですから、篠山だけを言うんじゃないんです

ね。橋上や宿毛市の栄喜にもあります。田ノ浦

にも、多分あるでしょうね。複式になったとこ

ろ。そういうことからも考えると、統合の話に

いったときにも、やっぱりこういうものを例外

をつくれば、教育方針守れるんですかというと

ころに行き着くと思うんですよ。地元の理解も、

大変必要でしょう。地元の熱意も、教育に対し

て、これは宿毛市も求めるものですけれども、

やっぱり社会状況が違ったり、いろんな状況が

生まれてくると、教育委員会としては、やっぱ

りそこに１つの、１本線を持っていないと、将

来、統合計画ができたときに、やはり支障を来

たすんではないかという思いがいたしますから、

なお、その当たりを、またお聞きをしたいんで

すが。 

 教育長の答弁の中で、教育理論ですかね、こ

れ、小中学校の教育観とか、そういうものを是

正してというのがちょっとわからんがですけど

ね。 

 前段も、日本語がわからん言うたけど、こら

相当難しいことを言われましたんで、このこと

についても、ちょっとわかりやすく、教育理論、

説明してくれませんか。 

 時間がなくなりますが、教育課長にも、もう

１つ、ちょっと教えてもらいたいんですが、今

現在、宿毛市は小学校１１と、中学校が６つ、

それから統合した沖の島小中を入れて１７校で

すね。愛媛県も、この間の市町村合併で、愛南

町になりましたね、５カ町村が。旧５カ町村の

中で、内海と西海と御荘、平城、一本松ですか、

この５カ町村に、全体、何校の小中学校がある

のか。そして、その人数は、およそどのように

なっておるのかをお聞きをしたいと思います。 

 ちょっと逆になりますけれども、教育課長の

方から、ご答弁を願います。 

○議長（岡村佳忠君） この際、８番宮本有二

君の質問に対する答弁保留のまま、昼食のため

午後１時まで休憩をいたします。 

午前１１時４１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ８番宮本有二君の質問に対する答弁を求めま

す。 

 教育次長兼学校教育課長。 
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○教育次長兼学校教育課長（西尾 諭君） 教

育次長兼学校教育課長。宮本議員の質問にお答

えをいたします。 

 ご質問は、愛南町の合併前の町の、５つの町

のそれぞれの学校の学校数と、それから児童数

をと、こういうご質問だったと思います。 

 まず、内海町では、小学校が３校ございまし

て、児童数は４１人、５９人、１６人いうふう

な状況でございます。 

 御荘町につきましては、小学校５校。児童数

が、５５人、３８人、３７６人、３２人、５５

人。 

 城辺町につきましては、小学校６校。２８１

人、４８人、１３人、５４人、２４人、６５人。 

 一本松町につきましては、３校。１９６人、

２８人、２８人。 

 西海町につきましては、３校。６５人、１１

人、５８人。 

 合計２０校で、１，５４９人、こういう状況

でございまして、３０人程度以下の学校が２０

校中７校と、こういう状況でございます。 

 中学校につきましては、内海町１校、６６名。

御荘町２校、２１名、２７０名。城辺町２校、

２４５名、２名。一本松町２校、１１８名、２

８名。西海町２校、３１名、３４名。合計９校

で８１５人。 

 ちなみに、休校中５校が３０人程度以下の学

校と、こういう状況でございます。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 宮本議員の再質問にお

答えいたします。 

 まず、その前に、愛媛県の９月７日のヒアリ

ングの前日に、コスト削減についての申し入れ

をお渡ししたと申しおきました。その後、新た

に私も、またニュースを入れたことだけを紹介

しておきます。 

 これ、文科省の調査研究協力者会議というの

があるそうでございまして、その中で、今現在、

教室の天井の高さが３メートルというふうにな

っておるそうでございますが、この天井の高さ

は２．７メートルでも、いろいろな調査の結果、

大差はないんじゃないかというふうなことの話

し合いが出ておるということでございまして、

この天井の、各階の高さを３０センチ引き下げ

た場合、約１．５パーセントの建設コストの削

減が可能であると、いうふうな話も出ておりま

すので、これにつきましても、またこれからの

実施設計にかかります折に、こういったことも

提言もしてまいりたいというふうに思っており

ますことを、ご紹介申し上げます。 

 それから、９月７日の愛媛県のヒアリングの

結果でございます。これ、確認いたしましたと

ころ、ヒアリングの結果については、まだ、結

論というものは出ておりません、ということで

ございまして、これから、１２月ぐらいにかけ

まして、組合議会としましても、組合執行部と

いたしまして、実施設計の発注をして、そして

実施設計に基づいた金額で、もう一度、県の方

にご説明を申し上げるというふうなことで、最

終的には、私が聞いておりますところの文科省

のご承認が、来年の６月ぐらいになるんではな

いかというふうなことで、議会の席でも聞いて

おります。 

 それから、２点目でございますが、８年から

今までおくれた経過というのがわかってればと

いうことでございますが、私自身は承知はして

いないんですが、これは、聞いたところにより

ますということでご勘弁願いたいんですが、聞

いたところによりますと、一本松町の方の学校

の整備の方が優先されまして、その財政的な問

題があったかどうか、ちょっとわかりませんが、

その方が優先ということで、篠山の方がおくれ

たということを聞いております。 
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 それから、議会の方でどんな協議がなされた

かということでございますが、これ、特に改修

をやめて統合という形の決定ということは出て

おりませんで、この改築をするに当たって、ど

ういった縮減ができるか、財政的に非常に、両

市町も大変なときでございますので、宮本議員

からの６月の、我々、ご提言もございました関

係で、できるだけやはり、財政的な厳しい折で

すから、改築するに当たっては、削減するとい

うことを、やっぱり念頭に置かなきゃいけない

だろうというふうなことの協議はあったと、い

うふうに承知しておりますが。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） ８番、宮本議員の再

質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、１点目でございますけれども、適正規

模ということについて、それから考えると、統

合という方向が妥当な考え方ではないかという

ふうなことで、私の考えをということなんです

けれども。 

 確かに、前回のこの議会におきましても、県

内の適正規模検討委員会で出されました適正規

模という形のものが出されました。それは、１

学級２０ないし２５名と、それで１学年２学級

と。だから、小学校であれば２０ないし２５名

の学級が二六の１２学級と。それから、中学校

であれば、二三の６学級と、これが一応、適正

規模と言えるという判断を出されたわけですけ

れども。 

 これは、あくまでも私自身は、検討委員会を

組織して、県がですね、組織をして、適正な規

模と、人数というようなことで検討をして出さ

れたものだと、こういうふうに受けとめており

ます。 

 だから、地域に合ったいいますか、宿毛は宿

毛の、国が今、４０人学級になっておりますわ

ね。それで、県単独で金を出して３０人学級、

１年生、２年生についてはやっておると、こう

いうような状況もありますし、宿毛市の状況と

いうのも、地域性、それから今まで取り組んで

こられた学校の果たす、地域に果たす役割とか、

そういうようなことも含めながら、考えていく

必要があるのではないかと、こういうように考

えております。 

 それで、宿毛にも栄喜とか橋上とか、さっき

言われましたように、非常に少ない人数の学校

があるわけで、そういう意味で、統合も１回出

してきた経緯もございますが、先ほどお答えし

ましたように、私としてはと言いますか、教育

委員会としては、地域の保護者の方々に、統合

についてのご理解、合意、こういうものをいた

だいた上で、統合という方向に考えていきたい

と、こういうように考えておりますので、ご理

解をお願いしたい。 

 そこで、そういう点から考えると、篠山も、

示された人数でございますので、それから当て

はめると、統合の人数に値すると、こういうこ

となんかあるわけですけれども、今までの、過

去、この統合についての、改築についての取り

組みを、愛南町以下一本松町で取り組みをしま

して、いろいろ統合すべきか、存続して改築に

入るかというようなことを、随分と時間をかけ

て、地域の方々の、あるいは保護者のそういう

ご意見も聞いて、一本松町としては、また宿毛

市の方も、組合議会で出しておる議員さん、あ

るいは市長さん方も、改築の方向であれば、ぜ

ひそういう形で協力体制いうか、そういうもの

をとっていきたいというようなこともあります

し、それから、篠山組合の、宿毛市の教育長が

委員にもなっておるわけですが、そういう中で

も、そういう方向のご意見も出されておるとい

うような経緯もありますし、２７年から篠山組

合立ができまして、随分と、ともに１つの地区
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と、県外、愛媛県、高知県の県境を１つの地区

として、子どもたちを協力しあって、教育して

いこうと、こういうような形で取り組んだ、そ

ういういきさつもありまして、そういうことか

ら考えて、地域のそういう意見も考えて、ある

いはいきさつも考えて、私としては、この小中

一貫教育と言いますか、小規模校のデメリット、

これを克服する取り組みをすることによって、

何とか教育効果も上げていけるのではないかな

と、そういうようないろんな形の考え方を総合

して、できるだけ予算をいいますか、先ほど次

長が言われたように、できるだけ落とすという

ような形で改築をしていったらどうかという方

向に、私自身としては考えてきたわけでござい

ます。 

 以上でございます。 

 それから、もう１点の小中学校に存在する学

力観とか指導観、教育観、こういうもののこと

について、もっと具体的にと、こういうことな

んですけれども、小中一貫教育についての根と

言いますか、考え方、このことを言っておるわ

けで、小中学校の垣根言いますか、そういうも

のを取り去って、９年間を通した、見通しした

教育課程カリキュラムの内容、計画、そういう

ものをつくって、弱点である、デメリットであ

る、小規模校のデメリットである、そういうも

のを改革していこうと、そういう取り組みを展

開していこうということなんで。 

 具体的に、例えば、でき上がった小中校、例

えばでき上がった、開設された篠山小中学校に

なったとして、これをやっていくかどうかは、

まだ私、確認はしていないわけですけれども、

こういうふうな考え方で取り組んでいく、過去

の、今まで取り組んできた小中一貫校の取り組

みをちょっと紹介しておりますと。 

 例えば、１年から４年までは学級担任制と、

９年間のスパンで考えますので、それは学級担

任制と。５年生当たりから、中学校の、かなり

数学とか理科とか、そういうような教科におい

ては、中学校の専門の教科の先生を導入して、

教科によって、教科担任制みたいな形の取り組

みをしたりとか、それから、小学校、中学校の

先生方の乗り入れ言いますか、小学校の先生が

中学校へ、あるいは小学校の先生が中学校の。 

 例えば、小規模校は５教科は専門の先生が配

置されますけど、それ以上はちょっとこう、な

かなか人員配置ができないというようなことも

ありまして、そこで小学校の先生、配置された

先生の、小学校の専門性、音楽なら音楽、そう

いう先生を中学校の音楽に活用するとか、そう

いうようないろいろな取り組みいうものをやる

ことによって、小規模校のデメリットみたいな

ものを克服して、学力の向上に取り組んでいく

と、こういうことを言っているわけでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） ８番。今、市長は後に

して、ちょっと教育長、今、大事なところがあ

ったと思うんですがね。 

 小中一貫教育にして、先生の交流をさすと。

最初の難しい言葉はちょっとわからんかったん

ですが、要するに、そういうことによって、生

徒の学力であるとか、体力であるとか、性格で

あるとか、もろもろのものを把握しながら、中

学校になったときに、いろいろと教育上の障害

が起こらないように、一貫した教育をすれば、

その辺の見方が十分にできると、こういうのは

よくわかるんですよ。 

 でも、それは、あくまでも、きょうは苦しい

答弁になると思うんですが、適正規模の学校で

十分にできることですよ。例えば、宿毛小学校

と宿毛中学校が交流をすれば、そういう教育の

中に、そういう問題点があれば、それは、現在
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ある学校でも十分できることの理論だと思うん

ですね。 

 その中で、ちょっとお聞きをしたいんですが、

私も最初、思ったんですよ。小さな学校をつく

ったときに、例えば、先生の加配を、限界があ

りますわね。今もおっしゃったように、英語、

国語、数学、理科、社会は、この５教科ですか、

専門の先生。中学校は特に、専門の先生に習わ

さんといけませんわね。 

 この教育の中に法律がありますわね。教育の

機会均等とは何ぞやと。これは、どんな小さな

中学校でも、その専門の教科を熟練した先生か

ら習うことによって、教育の効果を高めていく

と。 

 現状、県の方が、職員の教職員の給料払って

ますけど、ね。やはり財源があるわけですから、

そんなに多くの加配もできないから。いわば、

その教育の一番大事なところを上手にやってい

くためには、適正規模にしながら、財源的にも

教職員のむだ遣いということはないが、例えば、

日本国全体で言えば、地方の財政に合った運営

をしなきゃいかんというのがありますわね。そ

れと、子どもたちが、やっぱり専門の先生に習

う、機会均等の場を与えられている権利がある

わけですよ。だから、無理をして小規模校を残

していけば、そこに学ぶ子どもたちが、本当に

いい教育が受けられるのかと。 

 小学校の専門の先生が、例えば音楽、美術、

体育、その５教科以外のものを毎日教えに行く

ことはできんわけでしょう。そういう交流をし

ても、やっぱり中学校には、例えば５人の先生

がいて、残りは掛け持ちでやると。たまたま、

たまに小学校の先生が来るくらいのことになる

がやないですか。 

 全国に今、先生、何人おりますか。日本全国

７０万人ですよ。郵政の民営化、イエスかノー

かやりましたけれども、２７万人ですよ。自衛

隊が２３万人、警察官が２２万人。全部合わせ

て、教職員の７０万人ですよ。 

 地方が使っている教職員の今の教育の予算で

すね、きょう、たまたま議会にありましたけれ

ども、１７兆円余りの金を文教費に使っている

んですね。社会教育と、この教育、学校。 

 地方の会計で、一番大きなものを占めている

のが教育費ですね。９２兆円の地方の歳出の中

で、１７兆円という一番大きな金。公共事業よ

りも、民生費よりも大きなお金を、今、教育に

使っている。 

 当然、日本の財政は、国、地方を合わせて半

分の収入がないから、半分は、国債と地方債の

紙切れで賄っているわけでしょう。必ず教育改

革は起こりますよ。年金も医療も、社会保障全

体も、国の税のあり方も。教員は、いかにある

べきかも起こりますよ。その流れの中で、三位

一体改革が続いて、中身によっては、今、地方

６団体も学校関係、８，５００億円ですか、こ

れを財源移譲しなさいと。地方みずからが節約

をしながら、新しい教育環境を、地方の色も出

してつくっていくと、こうなった場合に、やっ

ぱり私は、大きな問題は、学校数を減していか

なければ、先生は減らないんですよ。基本的に。

でも、少子高齢化の中で、子どもさんは着実に

減っているんですね。 

 ６年間の推移をお願いしたのも、結局、現在、

５０数名が３０数名になっていく。１０年後に

は、また少し落ちるというものがわかっていな

がら、この学校が子どものために建つのか、非

常に難しいところですけれども、地域の熱意と

いうのはどこにあるのか。子どもの教育の環境

が守れて、しかも、財源的にも節約をなさって

ますから、何とかなるという観点のほかに、本

当に少数でやる子どもたちが、建物の立派なも

のを欲しがっておるのか。私が問題にしている

のはそこなんですね。 
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 それと、教育の先生の加配もできない中に、

機会均等の教育が本当に受けられるのかという

問題点と、それから、今１点は、統合計画をす

るときに、地域の皆さん方の理解が基本である

ということになりますと、具体的に、今聞きま

すと、愛南町も小学校が２０ですか、中学校が

９校、非常に数少ない子どもさんの学校が半分

以上あるように思いますが、宿毛市も全体で２，

０００人、愛南町が、少し人口が向こうは多い

ですわね。二千三、四百人いるんでしょうかね、

児童が。そこができますかということですね。 

 結局、統合が。地元の理解を基本にすれば、

例えば、宿毛市内で５０人以下の学校がある。

当然、老朽化をして、危険校舎になっておる。

建てかえか統合か。基本的な線を出さないかん。 

 平成１７年の教育行政方針には、１６年の沖

の島に引き続き、進めてまいりますとうたって

おるものが、この学校は、平成８年からの地域

の熱意があるから、ということはよくわかりま

すよ。 

 １０年間のうちには、世の中も様変わりしま

した。平成４年にバブルがはじけてからは、今、

抱えておる財政と、どうすればいいのかという

問題に直面をしておりますわね。 

 先生が、教育長が行って、地域に行って、ひ

ざを交えて話して、地域の方々が、こういう学

校をつくって、立派な人も出ておるんだから、

この学校を守って、いろんな教育の見直しをし

ながら、この学校を残したいといったときに、

宿毛市内の学校、１７校ある中を、どのように

まとめていくのかというのが、私は非常に、こ

れからも問題になる。そういうことを質問して

いるわけですね。 

 その点について、熱意と理解を求めるだけで

は、できんのじゃないですか。あくまでも、そ

れだけでやりますか。そのことを、またお尋ね

をしておきます。 

 それから、市長から答弁いただきました。学

校がここまでおくれたのは、一本松時代の、旧

一本松町時代のどこかの学校を先におくって、

篠山がおくれたのであるということも聞きまし

たし、さらなる天井の見直しであるとか、いう

ことも検討して、減額をしていくというふうな

お答えをいただきましたけれども、この９月７

日の県のヒアリングについては、まだ結論が出

ていないということですが、だんだんに聞いて

おれば、恐らく、これは県の方を通過して、国

の方に上がっていくと思うんですけれども、私

は一国民として、所得税や住民税を払い、幾ら

かでも払っておるわけですから、国のことにも

批判もできますし、また、愛媛県教委の考え方

に批判もしても構わんと、日本国民である以上

は構わんと思うんですが。 

 この、今の現状の、やっぱり２９校ある学校

を統合していくという考えからすれば、例えば、

このヒアリングで篠山が、これができるように

なれば、愛媛県そのものも、非常に統合計画は

難しい状態になるなと。そこから先は、愛媛県

の方々がお考えになればいいわけですが、宿毛

市のことからすれば、市長にお伺いをしたいが、

今の財政事情を考えて、節約をしながら、この

持ち出し金を捻出すると思いますけれども、こ

れは、非常に、将来にも財政負担が上乗せにな

りますから、ひびいてくると思うんですね。だ

から、少子高齢化も進みますけれども、人口減

少と借金増というのが、私は非常に問題になる

と思うんですよ。いろいろと整理をしていかな

いと。 

 宿毛市も２万４，０００数百に減りました。

何月かに一般質問したときにも、大月町との合

併ができなかった。これから４年間は、これか

ら５年間ですか、新法のもとに合併の話も進ん

でいくが、特例債のないままに、借金だけを背

負っていくようになると、果たして、新法の中
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で、どんな合併ができますかということも聞き

ました。 

 その流れの中では、自治体としては、これか

ら先のことですけれども、宿毛市のためになら

ないような合併はしませんと、こういうような

話も聞きましたけれども、こういうふうにして、

学校の問題だけじゃなくて、ある程度、整理を

していかないと、いろんな事情はあろうと思い

ますけれども、この財政難に耐えられるんでし

ょうか。その当たりの市長の考えもお聞きをし

たいと思います。 

 それと、まず、そのことからお答えをいただ

きたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 教育長、８番、宮本

議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

 議員のおっしゃるように、財政上の問題、考

えていきますと、宮本議員のおっしゃるような

考え方に、だれしもがなろうかと、こういうよ

うに思うんですけれども、私自身は、先ほど来、

前回もお話しましたように、やはり、最終的に

は、行政が乗り込んで、強制的な形も考えられ

ますけれども、やはり、統合については、教育

効果の面と、それから地元のそういうご理解、

考え方、ご理解、こういうものをいただいて、

判断をしていくという考え方は、やはり大事に

していかなければ。 

 財政的な面を考えたら、おっしゃるとおりに

なるわけですけれども、そういうような考え方

で、今もお答えさせていただきたいと、こうい

うように思っております。 

 宿毛市の場合、沖の島の統合についても、随

分と時間をかけました。沖の島小中学校になる

までには、弘瀬、母島との統合についても、や

はり辛抱強く、理解を、教育委員会の方でして

いただくように、何回も足を運んでいくという

ふうな形で進めていきたいなと、こういうふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 宮本議員のご質問にお

答えします。 

 財政事情、全体的に、宿毛市全体として、や

っぱりとらえるべきじゃないかというご質問で

ございます。 

 正直申しまして、非常に厳しいということは、

もう自分の腹の中にも、そしてまた、執行部の

方も、この、今現在では、単年度１億７，４０

０ですか、こういった負担金というものが算定

されているわけでございますが、市の財政事情

を見ますと、非常に厳しいというふうに言わざ

るを得ないと思います。 

 我々も、いろいろな行財政改革をしていかな

きゃいけないということで、いろんな大綱の見

直しとか、市の中で、行財政改革の委員会もつ

くっていかなきゃいけないということの検討、

まだやっているところではございますけれども、

非常に、皆さんご存じのように、国の三位一体

改革ということで、交付税の削減であるとか、

それから、国庫補助金の一部財源化によりまし

て、非常に厳しくなっているのは、これはもう、

議員の皆様もおわかりになっていただいている。 

 これは、執行部だけでなく、我々、非常に厳

しいということは思っております。 

 その中でも、今回、こういった形で改築とい

う、これは一本松町さんと宿毛市との間で１つ

の議会というものができているわけでございま

すので、そういった、以前からの経緯というも

のを見まして、改築という方向で進んでおりま

したので、これはもう、宿毛市だけが一定の負

担はいやだよという形には、なかなかなりにく

いんではなかろうかなということで、先ほど申

しました経費の節減というか、合理的な形での

経費の、少しでも安くなるものをやっていただ
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きたいというふうに思っているわけでございま

す。 

 我々の財政の試算表というものをつくってお

りまして、非常にこれは、先ほどから何回も申

し上げますが、非常に厳しいものでございます

が、まあまあ、検討する内容もあるんじゃない

かなというふうに思ってますのは、補助対象事

業費にしか、その起債充当をしておりませんの

で、今年度負担は伴いますが、単価差であると

か、面積差であるとか、そういったものにも起

債充当するなどして、一時的な経費の削減とい

うものを図れるんじゃないか。 

 これは一時的なものでございまして、あくま

でも起債は借金でございますので、後年度負担

があると。今までの分もたくさん、まだまだ借

金というものはございます。そういったものも

にらんだ上で、この問題には対処していかなき

ゃいけないというふうに思っているわけでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） 教育長に、今の財政的

な面から見れば、私の言ったとおりですという

ことはお答えいただきましたけれども、その本

当の教育のあり方ですね、余りにも加配をして

いったらこうなりますよとか、ね。 

 それから、統合は、なかなか教育長が言う言

葉だけでは難しくなっていくんじゃないかと思

うんですね。 

 ただまあ、今、市長が言われた経緯について

も、わからんではないですよ。でも、やはり教

育行政というものは、一定の方向を出した以上

は、余り多くの例外をつくって、行き当たりば

ったりでこれはこうですというわけにはいかん

でしょう。そこらあたりには、信念を持っても

らわないと、とてもやっていけないと思うんで

すよ。 

 宿毛市の小中学校の１年間、平成１７年度の

一般会計予算を見ますと、学校管理費と教育振

興費、先生の給料は県が出しますから、大体、

小学校で１億弱、中学校で７，０００万強、ぴ

ったり１億７，０００万ですね。雨漏りがある、

どこかが壊れた、トイレが汚れた、いっぱい議

会でも質問ありますよ。順番に直してますね。

雨は順番に降らないですから、漏れますわね。

それでも我慢している。 

 そういう現状からすれば、確かに減額はされ

てますよ。持ち出しも１億７，０００万ですが、

１年間の運営の管理費と振興費のぼったりが行

くんですよ。ひざを交えて地元と相談するとい

っても、あれだけの大金を出せば、備品を買う

とか、いろんなときに、そら総務課長あたりが

調整をして、たくさんつけりゃいいですよ、教

育費ね。そらできんでしょう。もっとしっかり

した答えが欲しかったわけですよ。 

 だから、教育効果を高めていくというのも、

単に小中の交流をやったからといっても無理が

ありますわね。教育の機会均等から言っても、

そこの子どもたちが、東京で受ける教育とここ

で受ける教育、先生の質もレベルも考えて、同

じものを受ける権利を持っているんですよね。

そこら辺がどうであるかということも、やっぱ

り重要な問題が残ると思うんですよ。 

 そういうことに対して、先生のお考えを、ま

ず聞かなきゃいかんですが。 

 それから、市長言われたように、両県でやっ

ておるという事情もわかります。単独であった

ら、これ、変わった方向に行くかもわかりませ

んね。 

 それから、いわゆる補助事業の対象になって

おる、起債の部分ですか、にだけ起債を充当し

ておるというのは、ちょっとわかりにくいんで

すが、例えば、１億２，５００万ぐらいが起債

ですかね、これ。それと、１億２，５６０万が
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起債で、国庫補助が１億５，４００万。それか

ら、宿毛市と両県が、両負担が１億７，４００

万ぐらいですか。 

 この１億７，４００万の、いわゆる補助対象

費にしか起債を充当してないから、ということ

ですか。総務課長、ちょっとその辺、説明して

くれますか。 

 ちょっと、総務課長の説明、受けたいと思い

ます。 

○議長（岡村佳忠君） 総務課長。 

○総務課長（岡本公文君） 総務課長、宮本議

員の一般質問にお答えいたします。 

 今、市長がお答えいたしました補助対象経費

にしか、起債を充当してないという件でござい

ますが、これは、本体でいきますと、単価が、

補助対象単価が、いただいた資料によりますと

１３万１，９００円ということになっておりま

す。それに、面積を掛けて、工事費、事務費を

含めて工事費が算定をされております。 

 その中で、全体の補助事業から国庫補助金を

引いた残りに、起債を充当をしております。 

 その起債充当が、１億２，５６０万というこ

とになっておりまして、国庫補助金１億５，１

４９万３，０００円を足した残りが、先ほど、

学校教育課長がご説明いたしました、宿毛市の

負担が１億７，４００万ということになるわけ

ですが、それで、単価は、事業費を全体の面積

で割りますと、当然、この国庫補助単価よりか

大きいものになってきます。国庫補助単価と実

施事業費の単価の差の部分にも、起債が充当で

きますので、その部分は、愛南町の方とも協議

しながら、先ほど、市長が言いましたように、

一時的な一般財源の削減はできますが、後年度

負担が伴うという、借金ですので、そういうと

ころもありますので、愛南町とも協議しながら、

一時的な経費の削減に努めれるんではないかと

いうことです。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） ８番、宮本議員の再

質問にお答えします。 

 教育の機会均等という点についてですけれど

も、もともということは語弊でありますけれど

も、学校、学級編成のとき、基準、配置基準と

いうの、教職員配置基準というのがあるわけで

すが、そこを、そのものも、国の基準そのもの

も、私はちょっと、機会均等から考えたときに、

おかしいと考えておるわけですが。 

 そういうために、先ほど言いましたように、

この教員の配置基準というものがありまして、

小さい学校には、例えば中学校の、先ほども言

いましたように５教科、あとの教科については、

専門外の、どうしても先生があたるというよう

な形になって、数学やけれども、美術も教える

というような形ですわね。そういう形になりま

すので、そこで、先ほど言いましたように、小

中併設を、それをカバーするために、小中併設

の、一貫教育をやることによって、中学校の授

業に、小学校の専門のそういう先生がいて、そ

ういうものを補う形の取り組みを展開すると。 

 数学とか理科とかいう形に、中学校の先生方

が、その授業で、絡んだ授業時間を計画、小中

カリキュラムを編成をして、いけるような形。 

 単独では、なかなかそういう形は、一、二回

とか、そういう回数は少ない形では取り組みが

できますけれども、年間通して、あるいは９年

間通しての、そういうようなスパンで考えてい

たときには、かなりな学力効果を上げれると、

こういうふうに、教育の機会均等いう面から考

えて、補えると、こういうように考えておりま

す。 

 先ほども、地元の方々が、そういう中で説明

をして、デメリット、メリットをお話をして、

財政上のこともお話をして、なおかつ、私たち
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は統合じゃなくて、小中一貫教育でやりますの

で、そういうマイナス面を補うていく取り組み

を展開しますと。地域もあげて取り組みを展開

していきますと、ぜひお願いするという形で、

取り組んでいくという話し合いが、ほとんどで

きておる段階でございますので、そういうこと

を期待をしていくという形を考えるのが、過去

２７年から、先ほど言いましたように、随分と、

愛媛県の方は、先ほど、人件費は高知県も出す

ような話でしたけれども、ほとんど愛媛県が人

件費は出しておるわけですけれども。 

 国という考え方に立ったら、一緒ですけれど

も、そういうような形で、かなりお世話になっ

ておる言いますか、そういう考え方も持ってお

りますので、今言ったような、弱点を補うとい

う点で、そういう取り組みをすることによって、

教育の機会均等、多少でも補っていくと。 

 あるいはまた、市の予算の中でということも

やっておる学校なんかもあるわけですけれども、

そういった点も考えるというふうなことで、そ

ういう方向でご理解をしてあげるべきでなかろ

うかなと、そういうふうに考えておりますので、

よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） 再質問をいたしますけ

れども。 

 教育の機会均等に対する考え方とか、その具

体的なことは、もうきょうはいいですがね。 

 県の教員の給料、私は宿毛市が負担するとか

何とかは申しておりませんよ。これは地方公務

員ですから、県が当然やるんですよ。税財源が

移譲されても、職員給料は県が出すでしょう。 

 しかし、宿毛市も高知県も表裏一体で、会計

が一緒のようなもんですから、余りにも、教職

員７０万人は多すぎるんじゃないかと。学校が

あるから職員、先生も残れるんですよ。でも、

子どもは少なくなっていくと。これは現実です

から。 

 それは全体の議論をしただけですよ。それと、

雨漏りを待っている学校に迷惑かけないような

財政措置ができるのかやと。 

 総務課長にも聞きましたけど、平たく言った

らあれですか、その単価に１０万円かけている。

実際、１５万かかった。５万円は、余分なもの

になって、２，０００平米だったら、それが１，

０００万、その起債の方に回るということです

ね。 

 いや、もうええ、時間もないし。そういうふ

うな理解でだめでしたら、また言ってください。 

 私は、絶対につくるなといっているんじゃな

いですけども、将来、宿毛市の統合計画とか、

いろんなものを進める中に、大きなブレーキに

なってしまうと、これからの財政難のやりくり

がどうなるのかやということを、一番言いたか

ったわけです。篠山をどうするとかということ

が、これになりましたけれども、本来ならそこ

ですよね。やれるのですかと。 

 難しい面、たくさん残ると思いますが、時間、

１０分ですから、市長に、最後に質問をします

が、一次診断ですか、ほとんど宿毛の学校、耐

震の一次診断がほとんど、予算にも何回も出ま

したので、終わったころかなとも思うんですよ。

危険校舎ということになれば、朝も申したよう

に、私が出た学校、宿毛小学校は、小学校６年

のときに、そこにおる中上収入役と一緒に通い

まして、６年の後半、最後の６カ月ぐらい、あ

の新校舎にいた思い出がございますから、築何

年ですかね。昭和３５年ぐらいに出たんでしょ

うか、５０年近くかかっていると思うんですよ。

４０何年ですか。 

 そうなると、宿毛市にある学校すべて、補修

をしなけりゃならんような学校、たくさん抱え

ておると思うんですね。一次診断の結果が出た、

そこで、補強していく、修繕をしていくといっ
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たら、私は１６も１７も学校があったら、これ

は宿毛市で予算を組める状態じゃないなと、自

分が想像しているんですよね。 

 そうなると、将来、文部省のいう８００人と

いう規模は、宿毛小・中と、咸陽と、宿毛小学

校、宿毛中学校、咸陽と、もう１つどこか、片

島中ですか、この４つぐらいのもので、あとは

人数の小さい、統合にも進まなきゃならん学校、

たくさん抱えていると思うんですね。 

 それを全部直すとなったら大変なことですか

ら、やっぱりこの際、財政も考え、宿毛市の将

来の子どもたちのためにも、施設もできるだけ

のものにして、危険でないということはもう、

安全は第一ですから、そういうふうにしながら、

統合を進めざるを得ないんじゃないでしょうか。 

 一次診断の結果について、私は建築のプロで

はないですから、何とも申せませんが、自分が

出た年から考えたら、篠山は、小学校はコンク

リートには亀裂がある。中学校は、木造でシロ

アリがあって危険だといいますが、篠山ばかり

に亀裂とか、シロアリが出ておるわけではない

と思うんですよ。私は、この学校にも同じ問題

をたくさん抱えながら、どう修繕をするのか、

どう統合をするのか、宿毛市の子どもたちが今、

機会均等で教育長とは意見が合わないようです

けれども、東京の子と同じ教育のレベルを受け

れる。安全な教室で学べるということを考えれ

ば、やっぱり、一定の方向を市長が出して、郵

政のやるかやらんかではありませんけれども、

そういうことを考え合わせながら、進めていく

べきだと思いますが、その将来設計について、

市長、どのように思われますか。 

 その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 宮本議員のご質問にお

答えいたします。 

 お話はよく理解できる話でございまして、私

も市長になって、もう１年半過ぎまして、学校

の雨漏りを、根本的に直すにはどうしたらいい

かとか、工法のことなんかについても、いろい

ろ研究もしましたし、そして、来る南海地震だ、

東南海地震だと言っておりますけど、この、じ

ゃあ逃げるところ、避難する場所はどこだって、

どうしても皆さんもご存じだと思いますけれど

も、公共的な建物となりますと、地域における

校舎でありますし、また、学校の体育館であり

ましょうし、宿毛市役所に逃げ込まれても、こ

れは地震でかなり傷むんじゃないかなという考

えは持っております。 

 そういう意味で、議員おっしゃるとおり、子

どもたちに安全な校舎で勉強させるためには、

どうすればいいかということも、非常に気にな

るところでございます。 

 宮本議員、先ほど、新校舎で私は１年ほど勉

強されたと申されましたけれども、私は、子ど

ものころは、新校舎になる前に上がりまして、

新しい校舎で余り勉強したことないもんですか

ら、そういうこともありました。 

 その後、いろいろな校舎の整備がなされたと

思います。本当に、５０年近くたっている、そ

れから古い校舎であるということは、もう皆さ

んご存じだと思いますし、これについての耐震

診断は、既に終わっております。 

 じゃあ、その耐震診断をして、じゃあ、どう

いった補強をしていくかということが、実は問

題でございまして、この補強の工法についても、

これからきちんとした検討をしていただいて、

地震に耐えられるものにしなきゃいけない。そ

うしないと、いざ、地震があって民家の方が行

くところがなければ、これは校舎というものを

利用しなきゃいけないわけでございます。 

 そんなことを考えますと、今、建てかえする

のか、それから、統合して地域を１つにしてい

くのか、そういったことも、教育の効果も含め
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まして、るる、６月の議会のときから、今も、

ご提言もいろいろございました。 

 そういったことを、やっぱり総合的に考えた

形での今後の、我々の財政状況というものが、

非常にかかわってくるわけでございますが、そ

ういうことも含めて、計画的にやっていかなき

ゃいけないということで、まだお示しはできて

いないんですが、教育委員会の者とも話したり、

それから、これからの、先ほど申しました行財

政改革という中でも、位置づけていかなきゃい

けない。必要なものはこれ、いくらお金がない

と言ったとしても、これは子どもたちの将来に

わたることでございますし、安全に関すること

でございますので、これはもう、ぜひ、整備も

していかなきゃいけないと、こういうふうな気

持ちは持っております。 

 これに、先ほど申しました、後についてくる

財政的な問題とか、総合的な考え方をやっぱり

入れていかなきゃいけない、いうことでの計画

を、今年度中ぐらいに立てなきゃいけないんじ

ゃないかなというふうに思ってますし、当面、

やらなきゃいけない耐震という問題につきまし

ては、財政の方と、それから県の補助の方とも

いろいろ話しながら、実行してまいりたいと、

こんなに思っているわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君） いよいよ、もう４分間

ぐらいですから。 

 私は、決して、絶対にいかんと。篠山を改築

したらいかんと、こう言っているんじゃないん

です。いろんなものを考えれば、できたらやめ

た方がいいんじゃないかという考えは持ってま

すけれども、私は執行者じゃございませんから、

一議員ですから、自分の意見を申し上げただけ

で、議論が進むことによって、やはり財政も苦

しいし、愛媛県にも愛南町にも、２９という学

校があって、５０人以下の生徒数も過半数ある

ということを考えれば、やっぱり、教育長にも

言いたいのは、ひざを交えて、まず教育長とよ

く話して、教育委員会も相手に任せておったか

ら進んでしまったというんじゃなしに、やっぱ

り、一生懸命話して、それから宿毛市に翻って

きたときにも、とことんやったというようなも

のを、まだ時間ありますから、示してもらいた

いし、市長には、両方の自治体でやっているこ

とで、いろんな審議にも影響しますから、遠い

昔に決めたことをずっと守らないかんというこ

とじゃないですけれども、改革すべきは改革す

べきでしょうけれども、なお、いろんな見直し

をしながら減額もして、という話もお聞きしま

したので、そういう傾向で進むであろうと思い

ますので、きょうはこの辺にとどめておきます

けれども、また１２月議会にも、いろいろあり

ますから、本日はこれで終わらせていただきま

す。 

 終わります。 

○議長（岡村佳忠君） １０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君） １０番、一般質問を

いたします。 

 まず、市長の政治姿勢についてでございます

けれども、きょうは、直接、次の項目にくくら

した、いただいた中で入らせていただきたいと

思いますが。 

 宿毛市観光開発公社の運営について、早速、

質問をさせていただきます。 

 来年度から、国民宿舎「椰子」の運営は、指

定管理者制度導入が６月議会で議決されました。

現在は、その制度に基づく管理者を公募し、今

後、審査の上、管理者が決められようといたし

ております。 

 現在は、委託契約している観光開発公社が、

この公募に名乗りを上げないということが決め

られたそうでございますので、長い間、委託運
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営してきた観光開発公社の「椰子」運営は、今

年度で終わろうといたしております。 

 この観光開発公社には、平成１１年に２つの

銀行からの不正な借り入れが発覚し、大きな問

題になったのは記憶に新しいことです。 

 発覚した当時は、不正借入金は長期、短期の

借入金が合計８，２００万円近くにもなり、こ

の時点までに、公社の不正借入金に支払った利

息は３，０００万円近くになっておりました。 

 当時、行政も、また議会も、全力でこの不正

借入金問題を調査いたしましたけれども、支配

人が亡くなっているなど、その使途を最後まで

解明することはできず、また、その年に理事長

であった当時の市長も亡くなり、結局のところ、

ずさんな運営をしてきた理事会の責任、またこ

れを見逃し、助長につながった公社の監査の責

任が問われました。 

 市民は、この不正借入金は「椰子」の新館が

でき、当時の委託契約以前、平成７年以前にそ

のほとんどが発生したものであり、新委託契約

のもとで、宿毛市にはその責任はないとして、

この借入金の返済に公金を投入することは反対

し続けてまいりました。 

 ことしの地区長連合会の行政懇談会でも、ま

だ取り上げられるなど、市民の間では、「椰

子」問題はまだ解決していることになっており

ません。 

 事件発覚以来、公社は、「椰子」運営の利益

を上げ、これで返済していく努力をしてきたと

思いますけれども、長引く景気の低迷など、運

営利益を上げるどころか、市との契約を変え、

委託料率を上げても、なおかつ非常に厳しい運

営となっております。 

 累積赤字が１億円にもなっている、このよう

な現在、状況になっているわけでございますけ

れども、まず、お聞きしたいのは、近年の「椰

子」の運営状況について、お聞きいたしたいと

思います。 

 そして、宿毛市は「椰子」を指定管理者制度

の導入を決めたわけでございますけれども、今

後の観光開発公社における対応について、蛍湖

ゴルフパークの運営ともあわせて、どのように

処理していくつもりなのか、お聞きいたしたい

と思います。 

 そして、なかなか解決が難しいであろう、市

民的合意が難しい問題がありますこの公社の不

正借入金について、どのように処理しようとし

ているのか、お聞きいたしたいと思います。 

 続いて、山田川の堤防の補強についてでござ

います。宿毛市東部地域は、ことしも９月６日

から７日にかけて、昨秋の台風と同じような大

規模な洪水が発生いたしました。国道は３０時

間近くも通行止めになり、床上、床下浸水被害

が多発しております。被害者の皆さんには、心

からお見舞いを申し上げます。 

 今回のこの東部の洪水における被害実態につ

いて、まず、お聞きいたしたいと思います。 

 今回も、中筋川ダムは増水時に河川水位を下

げるなど、洪水調節はいたしておりますけれど

も、洪水を防ぐ十分な効果を発揮しておりませ

ん。逆に、河川の減水時に放流が加わり、河川

の水位低下をおくらせ、内水の水位の上昇、長

時間冠水につながった可能性があります。 

 このことが事実かそうでないか、ダム事務所

が水位計を設置し、この台風のとき、調査をし

ているので、いずれ明らかになると思います。 

 今回の台風でも、ダムは洪水調整容量のわず

か５６パーセントに達すると、ダムに入る水量

よりも放流が多くなり、水位は低下し始めてお

ります。ダムの構造にも問題があるわけでござ

います。 

 私は、昨年から、中筋川流域の洪水の実態を、

未熟ながら、素人ながら調査をし、ダムと洪水

の関係や、河川改修の状態などから、この洪水
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の抜本策を何点か提案をしてまいりました。 

 こうした中、行政関係機関や関係者のご努力

により、山田地区の農事用排水ポンプの改修が、

来年８月末までの供用を目指し、工事が進めら

れるようになったことに関して、心からお礼を

申し上げます。 

 しかしながら、このポンプは農事用のため、

国道冠水や住宅浸水に対応する十分な機能は持

っておりません。ダム事務所は、山田沖に水位

計を設置し、山田地先の中筋川の増水の実態と、

そして住宅地内水の洪水の実態の調査を始め、

この台風時に実施いたしているわけでございま

す。 

 まず、この台風１４号の被害状況と、ダムの

洪水の関係を明らかにする水位計のデータが、

今の時点でわかるのであれば、お示しをいただ

きたいと思います。 

 続いて、山奈区より要請もあります山田川の

堤防の越水と、内水への湧水対策についてでご

ざいます。 

 昨年秋の台風では、山田川の堤防が越水し、

相当、堤防が破損しました。仮修復をしていた

のですけれども、今回、また同じことになりま

した。このままでは、現在、進行中の中筋川総

合開発計画の水位計画に達するまでに、計画水

位に達するまでに、これらの堤防は決壊するこ

とが、ほぼ実績よりも明らかになっております。

災害の避難訓練をすることはもちろん大事です

けれども、災害を未然に防止することが何より

も大事なことではないんでしょうか。 

 この堤防の越水対策について、そして決壊の

恐れのあるこの防止するために、どのような対

策をとろうとしているのか、県との関係ではご

ざいますけれども、お聞きしたいと思います。 

 そして、河川から堤防をぬっての湧水がある

わけでございますけれども、この箇所は、今の

時点で２カ所、特定できております。今後、ど

のようにこの河川から内水へ向けて、水がふき

出してきている状態を、これを対応しようとし

ているのか、このことについてもお聞きいたし

たいと思います。 

 中筋川ダムの完成後、洪水状況を見る中で、

国土交通省直轄河川上流の有岡や山田地先の河

川の状態が、この地域の洪水にいかに大きく影

響しているか、そのことについて、１点のみ触

れさせていただきたいと思います。 

 山奈の洪水の場合、このあふれた水を中筋川

に自然放流するまで、時間がかかるわけでござ

いますが、この中筋川に放流する水門が、山田

地域には２門あるわけでございます。 

 １つは、雁が池川にある大きな水門です。こ

の水門が開ければ、急激に河川が、内水の水位

が下がるわけでございます。 

 そして、もう１つは、ここから中筋川を四、

五百メートル下った、現在、ポンプ場にあるそ

の水門でございます。 

 今回の台風で、中筋川の水位が下がり始め、

やっと自然に放流し始めたのは、国道が冠水し

始めてから１８時間以上もたった７日の午前５

時からでございます。 

 私も現場に寄りましたけれども、水門関係者

に来ていただき、雁が池川の水門、そしてポン

プ場の水門を開きました。この水門の開閉によ

って、やっと内水の水位が下がり始めたわけで

ございます。 

 ところが、数時間もすると、上流にある雁が

池川の水門からは、内水に向かって、どんどん

と水が入り始めました。しかし、下流のポンプ

場の小さい水門からは、排水が続いております。 

 このことから言えることは、中筋川の四、五

百メートルの間に、私の感覚ですけれども、５

０センチ以上の水位差が発生しているというこ

とです。そのために、２つの水門を開くと、上

の水門からは、内水に向かって逆流し、そして



 

－ 44 － 

下流の水門から放流する状況になりました。 

 このことは、以前からも、同じような状況が

続いていたのではないかと思いますけれども、

その分、内水の洪水時間も長くなってきている、

こういうことが言えるのではないかと思います。 

 この中筋川山田地先の四、五百メートルの間

には、竹や木が茂り、そしてその根っこには、

土が堆積をして、流れを極端に阻害をいたして

おります。この状態は、国の直轄河川の九樹橋

まで続いているわけでございます。この河川の

改修なくして、山田、山奈、平田地域、ここの

洪水防止の抜本策は、私はあり得ないと思いま

す。一刻も早く、国土交通省の責任による河川

改修など、東部の洪水対策を求めるべきでござ

います。 

 市長からも、６月議会にもこの問題は答弁を

いただきまして、直接、管理区域に入らなくて

も、国の責任によって、これを実施していただ

きたい、この要望を強めていくというご答弁も

いただいたわけでございますけれども、いかに

上流にダムをつくったとせよ、それは一時的な

ものであり、下流にその水を流す機能が阻害さ

れているのであれば、私は、その効果は半減を

するし、逆に、増幅する部分もあるわけでござ

います。 

 新たに横瀬川ダム建設の計画進んでいるわけ

でございますけれども、先ほどの環境の問題で

も、河川、宿毛湾の漁業がだんだんと衰退をし

ている、魚がとれなくなっている、こういう報

告もありました。それに対して、市長は、やは

り、山や川や海、このつながりが一番大事なこ

とだと答弁もされておりますけれども、宿毛湾

には注いでいるわけではありませんけれども、

ダムがいかに環境を破壊する形になっているの

か、私はそのことを、かつて宿毛市に３つダム

をつくるといって自慢していた当時とは、大き

くかけ離れております。私は、きちんとこれを

見直す対策すべきときが来ているのではないか

と思いますけれども、市長に、そのことについ

てお聞きをいたしたいと思います。 

 続いて、坂本ダムの下流の渇水期における対

応についてでございます。 

 ことしの８月、松田川下流は井堰から十分な

農業用水が上がらず、各用水において、水不足

になっておりました。しかし、そのとき、坂本

ダムには満々と水がたまっているのに気がつき

ました。 

 また、河戸堰からの宿毛用水の不足の話も聞

いております。 

 四国の水がめと言われている早明浦ダムにお

いては、貯水率はゼロになるまで放流し続けま

した。坂本ダムは、洪水調節と、そしてダム下

流の河川維持用水を確保するために、その目的

が限られ、ダムに貯水しているその目的は、そ

のすべてが下流の渇水対策でございます。 

 しかし、ことしの夏、あのような渇水時に十

分な放流をしていないその理由がわかりません。

どのようなダムの運用規定になっているのか、

お聞きいたします。 

 また、８月時点におけるダムの貯水と、下流

の渇水状況についての説明を求めます。 

 質問の最後に、学校教育行政について、お聞

きをいたしたいと思います。 

 学校の給食センターは、現在もお米を初めと

して、魚や、あるいは農産物においても、地元

食材をできるだけ多く活用しよう、そういう取

り組みが行われていることは存じております。 

 しかし、まだまだそれを地産地消、地域で取

れた安全、安心な野菜を、もっともっと多用し

ていくことはできないだろうか、このことにつ

いての提案でございます。 

 確かに、給食センターは、一度に大量の品物

が、食材が要るということで、個々人の地域の

方々から、それを集荷していくことは困難であ
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るわけでございますけれども、しかしこれを年

間計画を立てて、いろんな、１つの野菜に限り、

あるいは月に１品目に限ってもいいわけでござ

いますけれども、地域で取れたダイコンや、あ

るいはニンジンや白菜やレタス、そういうもの

を活用していく、そういうことが、私はこの長

期の計画を策定していた中では、できるのでは

ないかというふうに思うわけでございます。 

 それは、やはり地域ごとに、今、盛んに良心

市が開設をされ、お年寄りの方々が熱心に、ま

た生きがいも感じながら、野菜づくりに励んで

おられます。 

 こういう方々に、１つのグループとして、そ

れを対応していただけるように交渉するならば、

私は、十分、そういう必要な量を今後、確保し

ていくことが可能ではないかというふうに思い

ます。 

 それすべてを、今の時点でするということは、

当然、無理な話でございますけれども、今後、

モデル的に年間計画を立てて、そういう地域の

野菜、無農薬で、そして有機栽培のおいしい、

そういう野菜、これを子どもたちに食べていた

だくような、そういう制度づくりについて、検

討していただくときが来ているのではないかと

いうふうに思います。 

 このことについて、ご答弁をいただきたいと

思います。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 沖本議員の一般質問に

お答えいたします。 

 まず、最初に、宿毛市の観光開発公社の件で

ございますが、お尋ねの点が、国民宿舎「椰

子」の運営状況ということと、それから、指定

管理者導入後におけます公社の位置づけと申し

ますか、そういったこと。 

 それから、負債関係の処理方法といったとこ

ろでございましょうか。このことにつきまして

は、「椰子」の運営状況につきましては、沖本

議員のお話の中にもございましたように、これ、

年々、悪化の一途をたどっております。これ、

平成１６年度末におけます累積赤字が約１億４

００万円、というふうになっております。 

 これは、どうしても経済不況が長引いており

ますこと、それから、いろいろな、これは経営

体制にもよるところもあるんじゃないかなとい

うふうな、我々としては分析もしておるわけで

ございますが、結果的には、このような赤字を、

累積になっておりまして、この中でも、先ほど

ご指摘ありました一時借入金というのが６，２

５０万円というのがございます。 

 この６，２５０万円につきましても、実は私、

昨年、市長職を拝命してから、厳しく金融機関

から返せという催促がなされておりまして、こ

れ、公社に対してではございますが、一応、私

の方にも、銀行の方から、こういう返済をして

ほしいというふうなことが来ております。 

 先ほどの累積赤字は１億４００万ということ

でございまして、現状では、返済計画すら樹立

できないというふうな、極めて厳しい状況にご

ざいます。 

 経営内容の好転に向けまして、各種イベント

の開催とか、スポーツ合宿の誘致とか、そうい

ったものにも積極的に対応している現状ではご

ざいますけれども、売上の減少に歯どめがかか

っていないというのが現状でございます。 

 いろいろな形で推移をしてきておるわけでご

ざいますが、専門家への委託ということで、指

定管理者制度の導入ということで、先ほどの６

月議会でもご承認いただいたわけでございます。 

 これを民間参入ということで、現在、９月３

０日までの期間をもちまして、指定管理者の公

開公募を実施しております。現在、８件の民間

企業等からの問い合わせが来ております。 

 今後のスケジュールといたしましては、審査
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委員会、応募されたのが数件でございましたら、

だれか１件ということで、審査委員会を組織し

まして、指定管理者の選定を行わなければなり

ません。その選定を行いまして、来る１２月定

例議会のご議決をいただき、平成１８年４月１

日より、「椰子」の管理運営を指定管理者にゆ

だねるということとしておるところでございま

す。 

 現在の公社も、指定管理者への応募はできる

わけでございますが、沖本議員の先ほどのお話

にもございましたように、公社としての応募に

つきましては、公社理事会として、経営、今の

経営状況によって、公社としてはこれに応募を

しないというふうな決議がなされているところ

でございます。 

 一方、公社がもう１つ管轄しております蛍湖

ゴルフパークでございますが、これもご承知の

とおり、指定管理者を公募中でございますが、

現時点では、応募がありません。お尋ねの指定

管理者制度導入後におけますこの公社の位置づ

けといたしましては、仮に蛍湖ゴルフパークに

対する指定管理者の応募が、民間等からない場

合には、現公社組織をもって、指定管理者とし

ての応募をせざるを得ないんではないかなと、

こんなような状況にあると思います。 

 もちろん、民間企業等の応募、選任がなされ

ました場合におきましては、もし、これに参加

しないということになりましたら、観光開発公

社としての実務の部分における業務がないとい

うことでございますが、公社の寄附行為に規定

しますものとしましては、咸陽島公園地域の整

備促進、及び市内観光資源の開発や当市の観光

施策への協力業務というものが、公社の業務と

して残るというふうなことになってまいります。 

 そういった状況でございますので、これから

の公社の存続そのものについても、検討してい

かなきゃいけない。協議も、皆さん方としてい

かなきゃいけないんじゃないかなというふうに

考えておるところでございますし、また、その

場合には、公社が国民宿舎の運営から撤退する

ということになりますと、この「椰子」におけ

ます負債関係の処理方法につきましても、どう

していくかということを、きちんとした形で決

定をしていかなきゃいけないというふうなこと

を思っているわけでございます。 

 これは、「椰子」からの公社撤退時点におき

ましては、開設者たる当市の債務ということに

なってくるのか、債務の弁済問題が、必然的に

生じてくるのではないかなと、このように思っ

ているところでございます。 

 また、ご指摘の不正借り入れ事件発生の大き

な要因ということにつきましては、私も当時、

当事者ではございませんが、沖本議員は、先ほ

ど、公社の監査体制にも大きな問題があったん

じゃないかということをおっしゃられましたが、

私自身は、特にそのことについて、ここでコメ

ントをする立場にはないんじゃなかろうかなと

いうふうに思っておりますので。 

 あとは、聞いておりますところは、警察だと

か、司法の判断も一定、出ているというふうな

ことも聞いております。そういったところの兼

ね合いも考えまして、負債の処理をやっていか

なきゃいけないんじゃないかなというふうに思

っているところでございます。 

 それから、次に、山田川の堤防関係でござい

ます。これは、１点目が、まず、洪水被害の現

状ということでございますが、今回、台風１４

号で被害がございましたのは、９月の５日から

７日に向かっての被害状況を調べたものがござ

います。 

 この件につきまして、まず、山田地域の方で

ございます。平田、芳奈、山田で家屋の浸水が、

トータルで５２件ございます。そのうち、床下

が３４件、床上はすべて山田地域でございます
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が、１８件ございます。あとは、それぞれ河川

の災害であるとか、道路災害であるとか、農林

災害、そして水産、都市公園というところで災

害がございまして、トータルで１２３件、２億

３００万円余りになっております。 

 こういった台風１４号の被害状況がございま

すことを、まず報告を申し上げます。 

 次に、水位計のデータということでお話がご

ざいました。残念ながら、水位計のデータにつ

きましては、私ども、まだ市の方にもらってお

りませんので、この分、手に入り次第、またご

提示を申し上げます。 

 それから、３番目でございますが、３番は、

山田川の越水の関係でございましょうか。 

 堤防から越水は、台風時における降雨量、中

筋川流域の出水状況に起因しまして、小島地区

集落前の高崎橋から、上流の西の沢橋までの延

長約４００メートル区間の右岸堤より越水しま

して、昨年の台風２３号のときと同じように、

今回の１４号でも、堤防ののり面の土砂が一部

流出しました。 

 そして、洗掘しているとの報告を受けまして、

現地も確認しているところでございます。 

 河川を管理しているのは、高知県でございま

すが、地区の役員の方々と越水したときの状況、

現場も確認しておりまして、堤防の被災した箇

所ののり面の修復につきましては、現在、検討

中でございます。 

 地元の皆さんが、堤防からの越水を見た折に、

堤防が決壊する恐れがあるんじゃないかと心配、

不安になるのは、これはもっともなことだと思

いますが、築堤を改修し、復旧するためには、

これ、災害復旧事業での対応となりまして、現

状の被災状況では、ちょっと災害復旧事業とい

うものを導入するというのは、困難ということ

でございます。 

 また、左岸堤の漏水への対応につきましては、

堤防からの漏水箇所は、先の現地確認では確認

されておりませんので、再度、市、高知県とで

現地を確認し、調査したいと考えております。 

 また、この際にも、地元のご協力をお願いし

たいというふうに思っております。 

 いずれにしましても、中筋川流域の洪水対策

は、非常に重要な課題でございます。洪水被害

を軽減さすためにも、できることから早急に対

応していただくよう、関係機関に強く要請して

おります。 

 先ほど、中筋川のしゅんせつ関係、これ、し

ゅんせつと申してよろしいでしょうか。これに

つきましては、県の河川管理区域でも、国の河

川管理区域でも、我々には、余り、地元にとっ

ては関係ございません。したがって、できると

ころでやっていただきたいという姿勢から、国

に対して、県がお金がないというふうなことを

申しておりますので、国へも要望してまいりま

したし、そして、県にも要望してまいっており

ます。 

 こういったことを、できることからポンプ場

の稼動が１８年完成ではございますけど、こう

いった、できることを一つずつやっていただき

たいということで、国、県へ要望を出しており

ます。 

 それから、雁が池の上流の水門から逆流して、

下流の水門へ出てるというふうなことについて

は、これはやはり、原因、ちゃんと究明しなき

ゃいけないと思います。これは、県と、やっぱ

り国とかと話しました関係で、そのことについ

て、要望もしてまいりたいと、このように思っ

ております。 

 それから、最後に、最後にというよりも、こ

の関係の最後でございますが、ダムの効用はな

いんだということでの見解を伺うということで

ございますが、既に中筋川と坂本ダムはでき上

がっております。これを壊せということには、
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なかなかちょっとならないと思います。 

 このでき上がったダムにつきましては、ぜひ、

活用していかなきゃいけない。そしてまた、運

用、先ほどの運用規定のお話も、後の坂本ダム

のところで出てきておりますが、運用の、我々、

宿毛市にとって、運用、きちんとした運用をや

っていただきたい。杓子定規な形でなく、洪水

の対策のときであるとか、日照りのときである

とか、そういったものについては、杓子定規な

ことでなくて、きちんとしたダムを活用すると

いうことを、やっぱりしていかなきゃいけない

のではないかなというふうに思っているわけで

ございます。 

 横瀬川ダムにつきましては、今、補償が全部

終わった形で、これから、実施にかかるという

ふうな計画を聞いております。これについては、

やはり、我々としては、本当にこのダムが、こ

の洪水対策でいいのかどうか、今、中筋川ダム

のある形で、こういった洪水が非常にふえてい

るというふうな沖本議員からのご指摘でござい

ます。横瀬川ダムにつきましても、このでき上

がりによって、どういった効用がなされるのか、

本当に中筋川の洪水がなくなるのか、そういっ

たことも検証していかなきゃいけない問題だと

いうふうに思っているわけでございます。 

 そして、次に、坂本ダムでございますが、こ

れは、洪水調整と渇水対策と両方の使途と言い

ますか、効用があるんだということでございま

す。 

 今夏の渇水につきましては、異常に、宿毛市

にとっては珍しいというふうな感じで、８月中

旬になってもまとまった雨はなくて、松田川流

域の、これは中手の水稲が出穂期を控えまして、

一番、水を必要とする時期でございました。 

 特に、高田水利組合は、頭首工から直接、取

水ができなかった。ポンプアップによって水を

くみ上げるとか、そういったことの、しまして、

稲作を行っている方々は、大変、苦労されて、

奥奈路とか橋上、高田の３水利組合が坂本ダム

管理事務所へ、放水量をふやすことを要望しま

した。 

 市といたしましても、これ、異常渇水の対応

としまして、８月１５日に坂本ダム管理事務所

へ放水量を増大していただきたいという旨の要

求をしたところでございます。 

 坂本ダム管理事務所も、異常渇水による非常

事態ということで、翌１６日から放水量をふや

していただきまして、これは頭首工から直接取

水できるようになったということでございます。 

 このような、今後、このような事態におきま

しては、市はもとより、水利組合とも連携を強

化いたしまして、河川水位等に十分注意をしな

がら、農業用水の確保に努めるよう、早めに坂

本ダム管理事務所との連携を強化していきたい

と、このように思っておるところでございます。 

 学校給食の関係は、教育長の方からでよろし

ゅうございますか。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） 教育長、１０番、沖

本議員のご質問にお答えをいたします。 

 学校給食への地元産食材の活用について、お

答えをいたします。 

 学校給食の食材につきましては、以前は、高

知県学校給食会から多くの食材を購入してまい

りましたが、平成１２年度より、教育行政方針

に掲げ、地場産品の積極的活用に努めていると

ころでございます。 

 その取り組みとして、宿毛市内の地産米を、

全量、年間約２８トン、高知はた農業協同組合

より納入しております。 

 また、水産振興策として、市内のキビナゴ、

ブリ、カツオ、サバ等、使用しているところで

あります。 
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 デザートは、市内のミカン、ポンカン、ブド

ウ、ニイタカナシを使用しております。 

 また、ご指摘の野菜類については、現在、宿

毛青果食品組合９業者より、納入しております。 

 その中には、でき得る限り、市内の農産物を

お願いしており、キュウリ、ブロッコリー、ネ

ギ、オクラ、ダイコンなどを活用しております。 

 当センターのように、１日約２，４００食を

提供する県下最大規模の食数であり、食材確保

等のため、１カ月前には、献立作成、３週間前

には食材を発注する必要がありますので、野菜

等については、生産者グループ等が一定の品物

を確保できるかどうかという問題がございます。 

 例えば、宿毛青果食品組合へ生産者グループ

が納入する方法も考えられます。 

 いずれにしましても、今後、食育基本法も施

行されましたので、宿毛市地産地消推進協議会

でも、検討のお願いをしてまいりたいと、この

ように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） １０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君） 再質問をいたします。 

 市長の方から、まず、観光開発公社の質問に

ついて、お答えをいただいたわけでございます

けれども、一番、私がここで質問をした大きな

目的である、かつての８，２００万円あり、そ

れをさまざまな形で返済をし続けてきている、

きた部分もあって、現在は６，２４０万ですか、

短期借り入れのみなっているわけでございます

けれども、当時は短期、長期の借入金という形

で８，１７９万でしたかね、あったと思うんで

すけれども、それは、長期については、その後

もずっと観光開発公社は支払いを続けて、不正

な借り入れであったわけですけれども、毎月毎

月返済をし続けた経緯があります。 

 それはまあ、結局、公社の累積赤字という形

で姿を変えて、現在も残っている形にはなって

いるんではないかと思うわけでございますけれ

ども、今後、この、具体的に市長は答弁されな

かったわけでございますが、累積債務について、

どういう対応をするのかということが、一番大

きなポイントになります。 

 それが、例えば今、国の指針などでは、この

第三セクターに対しては、安易な貸付や、ある

いは融資、こういうものは、もう行政はしては

ならないと。場合によっては、その団体に対し

て、閉鎖するなり、廃業をさすべきであるとい

うふうなのが、去年の、１６年の国の指針にも

明らかになっているわけでございますが、この

観光開発公社というのは、１００パーセント、

８０万円の出資でございますけれども、宿毛市

の出資だけが出資した公社と、法人ということ

で、その辺の債務の、廃業した場合に責任がど

ういう形で宿毛市に、行政にかかわってくるの

か、その辺が、私どももまだ、よく、例えば訴

訟等になって、債務返済を求められた場合に、

そういう、実際にどういう形になるのか、そう

いう判例もあるかもしれませんし、その辺のと

ころ、私もよく研究していないわけでございま

すが、その辺の法的な位置づけについて、答弁

をしていただきたいなというふうに思います。 

 特に、土佐横浪ですかね、県の観光開発公社

が委託運営していたところが、ずっと１１億数

千万円の負債で廃業したという形になったとき

にも、県の方に、監査請求が出まして、それに

対して、監査委員会からは、それに対しての債

務保証もしていない、損失補償もしてないんだ

から、これについて、公的な資金を投入するこ

とは避けるべきだという、きちんとした意見書

も出されております。 

 ただ、私は、これもそういう市と公社、観光

開発公社と宿毛市の場合の関係というのは、商

法上、十分理解できていない部分がありますの

で、先ほど申しましたような形での対応を、ど
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ういうことになるのかということの答弁をいた

だきたいと思います。 

 それで、私は、前にも「椰子」問題のときに

質問をしたことがあるんですが、この不正な借

り入れの融資が、観光開発公社の全くの不正だ

けによって発生したのか、それとも、この融資

先である２つの銀行に瑕疵はなかったのかとい

うことについて、質問した経緯もあるわけでご

ざいますけれども、そのときには、十分な答弁

はいただいておりませんでした。 

 例えば、ある銀行から長期借り入れをしたと

きには、公社の理事会議決というものがないの

で、結局は、当時の市長の連帯保証人という形

で借り入れを起こしたと、いう形。これについ

ても、銀行側は、明らかに「椰子」の経営に異

常が生じていると。まともな形での融資ではな

いということは、気づいていたというふうに思

うんですが、しかし、この銀行については、先

ほど言いましたように、既に元利償還終わって

いるわけでございますので、とやかく言うこと

はできません。 

 そして、もう１つの銀行があるんですが、こ

こからは、かつては長期も借りていた経緯があ

り、現在の短期の借入金が残っている銀行なん

ですが、この銀行からの融資を受けるときには、

この銀行用の決算書を、偽造した決算書、これ

を提出をし、そして理事会議決の短期借入金の

最高限度額、ここを偽造をして、その銀行から

借り入れをしていたと。銀行を信用させて、融

資をさせたということになっているんですが、

私が、ずっと前の資料でございましたけれども、

やはり、何か銀行にとっても、一定、「椰子」

の運営状態について、気がつきながら貸し出し

を継続した節があるのではないかというふうな

思いが募りまして、ここ何日間、ちょっと、か

つての決算書をずっと調べてみました。 

 そしたら、やはり、至るところに、金額が、

貸し方、借り方の金額が合わないとか、トータ

ルが合わないとか、いうふうな箇所が、随所に

見受けられました。 

 そして、平成４年から７年の間の決算書があ

るわけでございますが、それぞれ、その年に偽

造をしながら、銀行から借り入れを起こしたわ

けでございますが、その間に、いわゆる損失と

言いますか、いわゆる欠損金ですね。これが平

成８年度の借り入れのときには、トータル５，

０００万円という決算書でありました。そして、

平成９年の時点でそうなってたんですが、平成

７年のときには、何と、「椰子」の営業収入は、

１億６，５００万くらいの総売上があったんで

すが、この年の決算書による欠損金は、１，５

００万円、こういう、決算書になっているわけ

ですが。売上の１割近くはどこに行ったかわか

らない。いわゆる、使用料が入らない。理由が

あって入らないということになっているんでし

ょうけれども、そういう異常な内容の決算書が、

銀行に提出をされ、それで融資を受けていた、

いう形になるわけです。 

 ですから、私はやはり、この対銀行との関係

においても、これは銀行としても、融資するに

おける、特に公社いう形にあるわけで、社会的

な責任もあり、あるいは、一銀行としても、当

然、このような形を見過ごしながら、見過ごし

たといえば、それはまた別のところでの問題も

出てくると思うんですけれども、問題を抱えな

がら、融資している経緯があるのではないかと

いうふうに、私は今回、感じました。 

 ですから、今後、そういう形で宿毛市の方に

返済を求められているということでございます

けれども、やはり、そういう融資の実態につい

て、もう一度再確認をして、実際、どういう形

でこの借り入れが起こされ、そして向こうが融

資を決定したのかということについて、検討を

していただきたい。このことを執行部の方で、
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そのことについての再検討をするということを

求めたいと思うんですけれども、そのことにつ

いてご答弁をいただきたいと思います。 

 続きまして、山田川の堤防の補強、こういう

形で書いているわけでございますけれども、毎

年、毎回毎回、洪水が頻発しております。私は、

今回は、９月議会はちょっとその水位計の設置

もして、詳しいデータが出るであろうから、お

休みしようかと思っていた矢先、また１４号台

風ということが発生いたしまして、また新たな

事実等も明らかになる中で、やはり、地区の人

たちが、大変この問題について、強い考えを持

っております。 

 ですから、私は、そのようにところで、市長

が先ほど、ダムについても今後、新たにつくら

れるダムについては、本当にこの地域の洪水の

ために役に立つのかどうか、この辺の検証とい

う言葉を使っていただいたのですが、ぜひとも

厳格にやっていただきたいと思います。 

 今、計画が進んでいるからということは、こ

れはそれこそ何十年前の計画に基づいて、横瀬

川ダムの建設が始まっているわけでございます

ので、現実に横瀬川ダムができて、このような

事態になっている。さらに、ここから中筋川ダ

ムができたということになっている。ここに、

さらに横瀬川ダムができたときにどうなるのか、

私は、先ほど、中平議員が港湾の問題で質問を

いたしました。やはりこういうものができたら、

波はこうなる。こういうところに塩害が発生す

る、非常に詳しいデータを、数値を計算をしな

がら、私はこのような計画がつくられるんでは

ないかと思うんですけれども。 

 中筋川ダムに関しても、全く、確かに、何回

も言います。洪水時における河川水位を下げる

こと、このことについては、有効な部分がたく

さんあるということは、私も認めます。しかし、

実際、１００年に１回起こるであろうとして建

設したあの中筋川ダムが、わずか６０％もたま

っていない中で、堤防は越水するわ、内水は浸

かるわ、国道は３０数時間も通行止めになる。

しかも、あこに県民病院があります。この県民

病院に行く道がなくなる。こういう現実を、私

は厳しく見て、これに対しての対処は生半可な

形に、私はすべきではないと思います。 

 市としても、市道の嵩上げとか、いろんな方

向の検討も、今後、していただける部分は、当

然、出てくると思うんですけれども、まず、こ

ういう緊急時、県民病院に入るルートをきちん

と確保すること、どんな形の災害が起こるかわ

からない、それに備えて、今、大変多くの皆さ

ん方が、いろんな形でこの防災対策をとってい

るときに、肝心かなめのこの国や県のそういう

施策の関係の中で、救急患者を病院に運ぶこと

ができない、これはどれだけ多くの被災者が出

るかもわからない、そういう時点において、こ

れは津波のことと大洪水のことは違うわけでご

ざいますけれども、私はそういうところを強く

認識をして、市長の方も、どんどんそういう認

識強めていただいているとは思うわけですけれ

ども、私は、このことを再度、毎回の議会でや

っぱり求めていくということで、今回も質問を

させていただいたわけでございますけれども。 

 先ほどのダムの検証という点について、市長

の、もう少し踏み込んだ考えがあれば、私は今

の横瀬川ダムの計画というのは、もう既にでき

て、どういうものをつくるとか、どういう構造

になっているということはわかっているわけで

すが、果たしてこれでいいのかどうなのか、国

や県のものですけれども、その被害を受けたり、

また役にたつのは地域の住民ですから、そのこ

とを一番大事にした考え方、取り組みをしてい

ただきたいというふうに思います。 

 続いて、また、ダムの話ばっかりになるんで

すが、坂本ダムのことについても、質問をいた
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しました。 

 私は、ここに坂本ダムのパンフレットがござ

います。相当古いもんなんですけれども、ここ

の中に、ダムの目的というのが明確に書かれて

おります。 

 ちょっと慌ててるので、確認できないのです

けれども、いわゆる、このダムの働きとして、

坂本ダムは洪水調節と洪水の正常な機能の維持、

そして発電を目的としているということが書か

れてます。しかし、この発電というのは、最初

の洪水調節と流水の正常な機能の維持の事業が

確定をしてから参入した事業です。 

 ですから、発電は、あくまでも河川維持用水

に準ずると。この、いわゆる管理をしていく中

で、その水を利用すると。発電のために放流す

るのではないということが明確にここに書かれ

ております。 

 貯水池には、発電のための特定貯水容量を設

けず、河川維持用水の放流水で発電する従属発

電方式と言います、いう形になってます。 

 今回、ずっと調べてみたら、約、水位は１メ

ートルぐらいまでは下げていたそうですね。特

に１５日ごろの市の方からの申し入れ等もあっ

て、放流水を急に下げたのではないかと思うん

ですが、しかし、実際、松田川の下流の渇水状

況は、８月に入ってから、すぐに起こっている

んです。 

 こういう状況を、どのようにダムは河川維持

用水として、満々とためた水を放流するシステ

ムをとってなかったのか。あの水は、ほかの目

的にはなりません。利水の目的はないんですか

ら。 

 実際、今の中筋川ダムもないわけですけれど

も、ためているだけで。 

 そういう現実の中で、実際、ダムの構造上か

ら見たら、河川維持用水の容量は、あの排水の

横にある大きな穴から５メートル下ほどまで、

河川維持用水として使用できる利水用量です。

あとは、これは１００年後には砂がたまるであ

ろう、利用しない水だ。いわゆる、できない水

だということで、早明浦ダムでも１００パーセ

ント、ゼロパーセントになったけれども、まだ

その放流できるという根拠は、そういうところ

にあるわけでございますけれども。 

 こういうことがありながら、放流をしていな

いということがありますので、私はもう少し、

今後、人為的に要請があって放流するだとかど

うじゃなくて、これだけの流量になれば、ダム

は放流しますよというシステムはあって当然だ

し、なかって不思議だと思うんです。 

 地区長さんや農業者が管理事務所に行って、

何とか排水してくれませんかといって排水する

ようなダムではないんです。 

 そのようなことを、やっぱり私は、宿毛市の

行政として、きちんとした対応をしていくこと、

これがやっぱり、今回のああいう事態を招いた

んだと思います。 

 河戸堰については、また１２月には、別の形

での質問がきちんとされると思うんですけれど

も、私は、ここにおける用水不足、これについ

ても構造だけではなくて、ダムの影響等も、私

はうちにひそんでいるものがあるというふうに

思いますけれども、このことについては、きょ

うは、当然、触れるつもりはございません。 

 そのような、非常に大きな形、課題を残した

坂本ダムの管理運営の状況ではないかと思いま

す。 

 そのような点について、実際、そういう管理

システムがあるのかないのか、その辺について

もお答えをいただければなというふうに思いま

す。 

 学校給食の取り組みについては、それぞれ理

由があることも、私はわかります。しかし、言

ったように、１カ月単位でその献立をつくると
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いうことも、当然わかります。しかし、そうい

う季節によって取れる野菜というものも、限ら

れているわけですから、そういうところに焦点

を当てて、地域で取れる、そういうお年寄りの

皆さんが一生懸命頑張ってつくっている野菜を、

それを生産者の名前も書き、こういう地域でつ

くれたという説明もしながら、子どもたちとの

触れ合いになる、そういう形で取り組んでいた

だきたい。 

 それについての対応については、いろんな形

で対応が考えられるという、納品業者等のルー

トを含めまして、そういう形が今後、検討して

いくというお答えをいただいたんですけれども、

積極的に今の取り組みについて、さらに進めた

取り組みをしていただきたいと思います。 

 答弁は、この件については求めませんが、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上、答弁を求めます。 

○議長（岡村佳忠君） この際、１０番沖本年

男君の質問に対する答弁保留のまま、１５分間

休憩いたします。 

午後 ２時５７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時１０分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １０番沖本年男君の質問に対する答弁を求め

ます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 沖本議員の再質問にお

答えいたします。 

 まず、最初に公社の債務処理ということでご

ざいますが、法的な位置づけ、これはいろいろ

な、市の弁護士とも最終的には相談しなきゃい

けないことだとは思いますが、民間で申しまし

たら、１つの会社が潰れれば、出資者が出資比

率に応じた形での債務弁償を図るというのが通

常でございます。 

 ただ、行政の団体でございますので、どうい

った形をとるのが最適であるか。そしてまた、

沖本議員が先ほどおっしゃいました３セクの債

権債務の整理についてということで、平成１５

年１２月に総務省自治財政局長通知がございま

す。それは、出資比率に応じて弁済すべきとい

うふうな形のものがございます。そういったも

のに照らし合わせた形で、この公社がもし廃止

ということになりましたら、そういったことを、

法律にのっとった形でたんたんと処理していか

なきゃいけないというふうに思っているところ

でございます。 

 それから、２点目に、貸した側に責任はない

のかというお話でございます。これは、当時の

融資の実態をよく見てということでございます

が、これ、私自身、ここで答弁ということより

も、今までの議論で、これはある程度、当時に

決着すべきことではなかったかなという判断を、

私自身思っておりまして、今、ここでの議論に

はなじまないんではないのかなというふうなこ

とでございます。 

 それから、ダムの実態でございますが、これ、

私自身も本当に、ダムの全体像というものをま

だ把握してない部分もございます。これは、自

分なりに、ぜひダムのこれからのダムを含めま

して、自分なりの勉強、再勉強をしていきたい

というふうに考えておりますし、また、山田地

域、平田地域の洪水に対しましては、非常に憂

慮をしております。沖本議員おっしゃったよう

に、けんみん病院が孤立をしておりました。

我々も、けんみん病院に、あのとき近づいては

行けませんでした。そういった関係もございま

して、何らかの、やっぱり対策を立てて、道を

嵩上げするだとか、いろんな方法が、何らかあ

ると思います。 

 これは、国道でもございますし、また県道で
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もございますし、市道もございます。そういっ

た形で、けんみん病院への連絡路の確保という

ものについては、また土木の方の技術と打ち合

わせをしてまいりたいと、このように思ってお

ります。 

 それから、坂本ダムの管理システムというこ

とでございますけれども、これ、管理システム

の有無ということでございます。これは、多分、

あるとは思います。私、ちょっと手元には持っ

ておりませんが、これにつきましては、ダムの

方とも連絡調整を、先ほど申しましたように、

連絡を、連携を強化していかなきゃいけないと

いうふうにも思ってます。 

 そのために、ダムに限らず、道路の国道事務

所であるとか、そしてまた、宿毛の土木事務所

であるとか、そういった国と県との連携強化と

いうことで、国、県、市のハードの部分の連絡

会議も設けております。 

 そういったところでも、どしどしこういった

ことについて、発言もしてまいりたいと思って

おりますので、よろしくご協力をお願いいたし

たいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） １０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君） 再質問をいたします。 

 まず、公社の問題についてですけれども、今

後の公社のなりゆきの中で、検討されているよ

うでございます。特に、「椰子」については、

もう公社は手を引くということが決まりました

けれども、そのゴルフパークとの関係もあって、

そちらには新たな指定管理者があらわれてない

ということなどもあって、そちらとの対応をし

て、一定、この公社、このまま残していく方向

もあり得るという形になっているとはお聞きし

たわけでございますけれども。 

 ただ私、先ほど言いました、貸し手の銀行の

責任について、やはり何らかの市としての見解

をすべきではないかということについては、か

つてのことで、今はなじまないのではないかと

いう答弁をいただいたんですが。 

 かつて、私は、議事録読んでいただければわ

かると思うんですが、このことについては、議

会の中で、きちんとその対応を求めてきた経緯

もございます。 

 ですから、私はやはり、これについては、時

効とかどうとか、こういうことにはないと思う

んですけれども、やはり、そういう内容につい

て、把握していくことは、私はこれは必要では

ないかと。 

 資料もあるわけでございますし、私でも、こ

ういう一定の形がわかるわけでございますから、

それは市の方できちんと整理すれば、まだまだ

あの当時の不正借り入れ、あるいはそういう瑕

疵のある融資のあり方というのが浮かび上がっ

てくるかもしれません。 

 私は、それはやはり、今だから、もう済んだ

ことだということではなくて、その債務を、場

合によったら、今後は全額、宿毛市が補償して

いかなければならない可能性すらあると。法的

根拠の中で、そういうことが想定もされている

わけでございまして、宮本議員の質問にありま

した学校教育予算等の関係でも、非常に今後の

そういう予算についての窮乏した内容が示され

ているわけでございますが、ここに来て、さら

にこのような１億円近くにもなるそのような返

済をしていくということになると、どれだけ宿

毛市民に与える影響が大きいのか、私はこのこ

とを理解をしていただきたい。 

 そして、やはり、銀行の方と、いわゆる詳し

い内容まで、私もわかりませんけれども、銀行

の貸し出し規定というのは、内部規定、当然あ

るわけでございますから、そういう形の中で、

そういう問題はなかったのか。 

 これは、いわゆる公的な形の中で、監査もで

きることでございますし、これはまだ、不明な
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ところも、きちんと対応できないところもある

と思うんですが、宿毛市として、こういうもの

はきちんと確認をしているという形で、私は銀

行の方と再度、受身になるだけではなくて、や

はり、そういう問題も、責任も貸し手の方には

あるんではないかという形の、私は対応も可能

な証拠があると、いうふうに私は思いますので、

ぜひとも対応をしていただきたいというふうに

思います。 

 ダムについての全体像がわからないという市

長の答弁もございました。まだまだ、いろんな

機能を持つダムがある。あるいは、いろんな地

域でも、多種多様なダムがつくられているんで

すけれども、日本で一番大きなダムになるとい

われてました九州の川辺川ダム、ここも結局、

３０年、４０年前から計画し、多大な予算を国

は執行してきたわけでございますけれども、こ

こに至って、事実上、これはやめざるを得ない、

そういう状況にもなっております。 

 私はそういう点で、きちんとした検証を、今

の時点で、行政としてしていただきたい、そう

いうものがない中での、そのままの計画がある

から、横瀬川ダムを推進をするということにつ

いては、私は市民のために、あるいはまた、今

後、洪水また受けるかもしれない地域住民のた

めに、私は体を張ってこれを守っていく、検証

していく、こういう立場を市長はとっていただ

きたいと思います。 

 坂本ダムの管理について、システムについて

は、今のところ、手元にないということでござ

います。いずれ、これがなかったら管理できな

いわけでございますので、早急にこれを入手し

ていただいて、ここに宿毛市がどういう形でか

かわっていけるのかということを、きちんと協

議をしていただきたいと思います。 

 特に、県や国と市との関係というのは、いつ

もこのような形で後手後手に発生をしている。 

 振り返って、協議をしていかなければならな

いという答弁は出るわけでございます。なかな

か先に進むについて、気がつくのも難しいわけ

でございますけれども、やはり、このことは、

ダムをあこに設置した当時の地権者の説明であ

ったり、あるいは、下流の人たちは、坂本ダム

の建設については、反対しても権限がないとい

うことで、全く取り上げてくれなかったんです。 

 かつて、川にダムを建設するときに、現在は

環境権とか、下流の人たち、中筋川でも流域委

員会、こういう形での地域の住民の皆さんの意

見を聞いて、ダムを建設すると、あるいは運営

していくということが一定、行われているんで

すが、坂本ダムに限っては、いわゆる、あそこ

の水利権、松田川漁協の組合に対しての漁業補

償、これがすべての合意を得る手段でありまし

て、下流の水がどれ程汚れようが、あるいはど

れ程減水しようが、そういう形でダムができる

ことによって、発生するであろうことについて、

口を挟む余地はない形で、坂本ダムは建設され

た。悪い言葉で言うとですよ、そういう経緯が

あるわけでございますので、私は、こういうと

きにこそ、役に立つダムだということを、ぜひ

ともことしの８月なんかに示していただきたか

った。 

 ところが、またここに来て、そういうものが

十分機能しなかった。これは、逆の中筋川ダム

の東部の洪水と、同じ逆のパターンですけれど

も、同じことが繰り返させている実態があるわ

けでございまして、そもそも、ダムの建設とい

うのが、地域のことではなくて、国の施策によ

る大手ゼネコンのそういう仕事をつくっていく

という大前提の、大きな、かつてのそういう政

治の流れがあったわけですけれども、そういう

ものは途絶えた中でも、まだその残物が残って

いる。そういう事業が進んでいるという実態、

これをやっぱり市長が、こうして新しく誕生し
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た中で、地域住民という立場をきちんと重視し

た対応を、ダムの今後の維持管理、そして横瀬

川ダムの建設については、検証でき、そしてそ

れを地域の皆さんの合意を得て進めていくとい

うことを、ぜひとも強めていただきたいと思い

ます。 

 若干、最初の方の質問がありますので、公社

の問題、答弁をいただきたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、沖本議員の再々

質問にお答え申し上げます。 

 貸し手側の、公社に対する貸し手側の責任と

いうものが、私自身も別に追及できればいいと

は思います。その中で、先ほど、済んだことと

いうふうには言っておりませんので。これは、

その当時議論して、決着すべき問題であるとい

うふうに、私は発言したつもりでございます。 

 これは、本当に公社が、例えば解散するとな

りましたら、これ、公社と銀行間という形に、

一応、なっておりますので、この後始末の時点

で、いろんな、法的な問題というものは、もち

ろん、これはどういった経緯でしなきゃいけな

い、もし宿毛市が負担しなきゃいけないという

ことになりましたときには、これはきちんとし

た、以前の問題からさかのぼった形で、これが

こうである事実関係を、やっぱり把握した上で

の出費というふうな形になろうかと思います。 

 これは、ただ１００パーセント公社に対して、

これは宿毛市が出資しておる公社でございます。

そのことも踏まえまして、問題をきちんと皆さ

んに説明できる形で始末をつけていかなきゃい

けないと、こんなふうには思っておるところで

ございます。 

 それから、ダム関係あります。沖本議員のお

っしゃるとおりのところもあります。これは、

国の、先ほど申しましたように、もう１回申し

上げますと、国と県と、やっぱり市と、これ、

我々の地域の中での国であり、県でありますか

ら、どういった形で、どういったことが行われ

ていることについては、宿毛市としても、把握

をきちんとしなきゃいけないというふうに思っ

ております。 

 先ほど申しました、定例的な会合もやってお

ります。そういったところでも言うべきことは

言う。そして、これから連携しなきゃいけない。

日常的にやらなきゃいけないことについては、

ぜひ、このことについても国、県にも申してい

きたいと、このように思っておりますので、ど

うぞご了解も願いたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君） ５番菊地 徹君。 

○５番（菊地 徹君） ５番、一般質問を行い

ます。 

 宿毛市の活性化について、３点にわたって質

問いたします。 

 ２００７年を境に、日本の人口は年々減少に

転じるといわれておりますが、高知県は、全国

トップクラスの過疎化の進んだ県であり、本市

でも少子高齢化が急速に進みつつあります。 

 若者が就労できる仕事が少なく、若い世代は

都会に流れ、地域社会に活力を生み出すエネル

ギーが弱くなってきております。企業誘致や、

宿毛湾港の利活用もなかなか見通しがたたない

現状を見るとき、市長は、どのようにして宿毛

市を元気都市として活性化させていくのか、お

聞きしたいと思います。 

 現在、実施している各種イベントに対して、

絶えず内容の見直しをするとともに、新しい発

想で、より充実した、魅力あるイベントを構築

する必要があると考えます。 

 そこで、提案の１つ目は、松田川河口を利用

して、宿毛湾立て干し網の行事と、松田川や伊

与野川の河口にアサリの放流を行って、昔の潮

干狩りを復活させるならば、市の内外から、家

族ぐるみや老若男女を問わず、大勢の人が本市
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を訪れることは間違いないと思います。 

 地域を活性化させるためには、人の流れ、物

の流れを活発にさせなければなりません。この

ことは、先進地の成功している地域を見れば、

よくわかるはずであります。 

 自然と歴史・文化、人情にあふれた本市を、

いかに魅力あるまちづくりをしていくか。官民

が一体となって取り組まなければならない課題

であります。市長のご見解を伺います。 

 ２つ目は、浜口庫之助の出身地である宿毛を、

広く全国にアピールするため、いわゆる浜庫を

テーマにした記念コンサートの開催を目標に、

例えば３月の観光開きに合わせ、浜庫作品の曲

の演奏や、カラオケ大会を道の駅「サニーサイ

ドパーク」の野外ステージで開催すれば、郷土

が生んだ、偉大な作曲家を宣揚することにもな

ると思います。 

 記念館など、箱物をつくるとなれば、莫大な

予算も必要になりますが、ソフト面でイベント

を継続して実施していけば、必ず、観光面でも

効果が出てくると確信いたします。 

 ２点目は、インターネットライブカメラの設

置についてであります。 

 だれもが感じていることでしょうが、本市の

観光資源を考えたとき、周辺の地域に比べ、残

念ながら、全国ブランドとして観光の目玉にな

るものがなく、宿毛は旅行者や観光客にとって、

単なる通過点にすぎなかったかもわかりません。 

 私は、これまで、宿毛湾の冬の風物詩である

「ダルマ夕日」は、日本一の壮大な自然のドラ

マであるとの思いから、「ダルマ夕日」の大型

看板の設置を初め、夕日の沈む時刻表、「ダル

マ夕日写真コンテスト」等々の実施などを提案

してまいりました。 

 これまでの取り組みが功を奏する中で、日本

の夕日百選の認定を受けるなど、全国へ向けて、

本市観光資源としての重要な地位を占めつつあ

ることは、大変喜ばしく、関係者の皆様の努力

に経緯を表したいと思います。 

 今後とも、貴重な観光資源である「ダルマ夕

日」を初め、宿毛の自然を積極的に売り出すた

めに、宿毛湾が一望できる国民宿舎「椰子」の

展望棟にインターネットライブカメラを設置す

ることにより、四季の宿毛湾の移り変わる様子

や、冬の「ダルマ夕日」の沈み行く姿がリアル

タイムで放映されることになれば、インターネ

ットを通して、全国に発信されるわけで、遠方

でなかなか宿毛に来られない人も、やがては本

物の「ダルマ夕日」に出会いたいと思う人も出

てくるはずです。 

 豪華客船の出入港風景なども放映されれば、

さらに観光面での効果が倍増されるのではない

でしょうか。 

 そして、台風来襲時の宿毛湾の状況や、近い

将来発生が心配される南海地震、津波の対策の

一環として、防災情報の上からもメリットが大

きいと考えますが、市長の見解をお伺いします。 

 ３点目は、海外の港湾都市との交流について、

お聞きします。 

 宿毛湾港の供用開始から３年がたちましたが、

これまで、豪華客船の寄港、貨物船や自衛艦、

巡視船等々の入港に限られ、重要湾港としての

利活用が余りにも少ない現状にあります。 

 幸いにも現在、念願であった防波堤工事が

着々と進められ、一次、二次の工事が完了すれ

ば、重要湾港としての機能が飛躍的に増すであ

ろうことは、疑いの余地はありません。 

 これからは、国内のみならず、国際ターミナ

ル港も視野に入れながら、宿毛湾港を発展させ

ていくには、産業、経済面にとどまらず、観光

面についても、力を入れていくべきではないか

と考えます。 

 先日、市長は中国の青島へ視察に行かれたと

聞いておりますが、青島訪問の感想を含め、海
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外、特に東南アジア、東アジアの港湾都市との

姉妹都市交流についての構想なり、お考えがあ

ればお聞かせいただきたいと思います。 

 ２番目は、ごみの収集体制についてお尋ねい

たします。 

 本市でのごみの収集体制については、平成１

４年第２回定例会での一般質問でも取り上げま

した。ごみはできるだけ減らさなければならな

いと思いますが、それでも、ごみはふえ続けて

おり、いかに生活ごみを減らし、資源ごみは再

利用、再使用していくかは、自治体にとっても、

各家庭にとっても大きな課題であります。 

 今回は、家庭ごみの収集体制について質問い

たします。 

 ごみは資源ごみと家庭ごみとに大別して、市

内を４ブロックごとに曜日を定めて収集されて

おりますが、年間を通じて、収集日が祝祭日と

重なった場合、最長７日間もごみを家庭で保管

しなければならないわけであります。 

 特に、生ごみは、暑い時期には悪臭が発生し、

衛生的にもよくありません。違法とは知りなが

らも、こうした家庭ごみを収集されない祝祭日

に、こっそりと出している例があちこちで見受

けられます。 

 ちなみに、この３年間で祝祭日が重なってい

る曜日で、一番多いのが月曜日で１６日、火曜

日８日、木曜５日、金曜日が５日で、月曜と木

曜の収集日に当たる地域は２１日、火曜と金曜

の地域は１３日となっており、祝祭日と重なっ

ている曜日で圧倒的に多いのが月曜日でありま

す。 

 月木収集日の地域では、家庭ごみの処理に困

っているのが現状であります。 

 昨年は９月の第４週に月曜と木曜が、いずれ

も祝祭日と重なりましたが、環境課、清掃公社

の特別措置により、休日収集が実現でき、大変

喜ばれましたが、現行のごみ収集体制を、再度

見直す考えはないか、お伺いし、１回目の質問

を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 菊地議員の一般質問に

お答え申し上げます。 

 最初に、観光の関係でございます。いろいろ

な人の交流をふやすということから、交流人口、

流動人口の増加策についての、本当に具体的な

よい提言をいただきましてありがとうございま

す。 

 まず、最初に、宿毛市の市民の皆様が、この

まちでいかに楽しく暮らせるかということが、

一番大切なことだというふうに、私自身は思っ

ておりまして、こういったまちであれば、必ず

よそからも訪れる人たちが、楽しく過ごせるん

ではないかと、そういうことで、具体的なご提

言も、このように、立て干し網だとか、アサリ

だとか、そういった形でいただいたわけでござ

いますし、また、浜口庫之助のコンサートであ

るとか。これ、浜口庫之助さんは、もうお亡く

なりになりましたが、実は、東京宿毛会の会長

さんから、浜口庫之助さんのＣＤというものを、

私、１個預かりまして、これ、いろんな有名な

歌手の方が歌ったり、ご自身も歌ったり、それ

から、作詞作曲やっているということで、全部

で２，０００曲ぐらいあるそうでございますね。 

 そういうことをお聞きしまして、この宿毛市

も、浜口庫之助を生かしたことをやれというふ

うなご提言もいただいておりまして、まさに菊

地議員の今のおっしゃることと同じことを、東

京の方からいただいております。 

 これを何とか生かしたいなという気持ちも、

今、あります。そういうことも申し上げておき

たいわけでございますが。 

 お隣の四万十市であるとか、土佐清水に比べ

ますと、やっぱり、確たる観光地というものに

は、どうしても乏しいわけでございまして、ま
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だまだ宿毛市にも県下唯一の離島であります沖

の島、これ行った方は、やはり柏島も全国に売

れておりますけれども、非常に、沖の島に行か

れた方は、非常にいい島であるということで。 

 というのが、離島もほとんど開発行為がたく

さんなされておりますが、あんまり開発行為な

されてないという、変な形でかもしれませんが、

非常に自然の残ったいいところだというふうな

評価を受けておるわけでございますし、また、

川の方でも、出井の甌穴だとか、そういったも

のが非常に、珍しいんですが、まだ売り切れて

いないというのが実情であろうかなというふう

に思います。 

 それから、各種イベントの開催につきまして

も、市民の皆様が、憩いであるとか、潤いとい

ったものを実感していただくといったようなこ

とで、当該イベントが市内外にちょっと、誇れ

るようなものというふうなことに持っていかな

きゃ、いろいろなイベントがございますが、や

はりその再構築についても、やっぱり考えると

ころもあるというふうに、私自身も感じており

ます。 

 それからまた、豪華客船がたまに来ていただ

きます。これは、多くの市民の皆様が、入港の

ときには歓迎をしていただき、また出港のとき

には、非常に歓送をしていただくということで、

この乗客の方々から、いろんな手紙で、宿毛湾

港に着いてよかったと。 

 もちろん、四万十川とか足摺岬へ、バスで、

ツアーで行っているわけでございますけど、宿

毛湾港の、宿毛市民の方々のおもてなしの心で

歓迎をしていただいたことに対して、非常に印

象に残っている。そっちの方が、非常残ってい

るというふうなことで、感謝の手紙もいただい

ている状況でございます。 

 やはり、この宿毛市はすばらしい自然である

とか、歴史ももちろんございます。また、市民

の方々が、やはりもてなしの心というものを、

やっぱり一番大切にしていただいております。 

 そういう当市でございますので、これから交

流人口、これからふやす。それから、流動人口

の増加をふやすという意味からも、これ以上に

増して、官民で共同体制というものをつくって、

既存イベントも、どういった形が一番いいのか、

というふうなことも、みんなで考えながら、そ

してまた、菊地議員からのご提言も賜りました

こともありまして、これを実現可能なものから

対応してまいりたいと、このように思っており

ます。 

 それから、次に、インターネットライブカメ

ラの設置ということでございます。「ダルマ夕

日」も、非常に菊地議員からもいろんなご提言

をいただいたりして、そのイベントの開催も実

現もされております。そういったことにありま

して、徐々に徐々に、その知名度、宿毛の「ダ

ルマ夕日」というものが、近頃は「ダルマ朝

日」だとかいうふうに言っておりますけれども、

これが宿毛の原点、「ダルマ夕日」は宿毛であ

るというふうなことが、皆さんがだんだんだん

だん周知しだしたというところもございます。 

 そういったものをやっぱり、売るということ

は、大切なことでございますので、このインタ

ーネットライブカメラですか、リアルタイムで

映すわけですね。そういったものがあれば、非

常にこれは、もっと多く、ホームページにそれ

をつないで、全国発信できるという、いわゆる

動画的にできるということでございますが、非

常によいご提言でございます。これは、技術的

なこともございます。また、予算的なこともご

ざいますので、そんな中での実現の可能性とい

うものを検討してまいりたいというふうに思い

ますので、よろしくまた、ご協力の方もお願い

したいと思います。 

 それから、宿毛市の活性化ということで、外
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国との交流というふうなこともございました。

残念ながら、まだ、宿毛市は外国との姉妹提携

都市だとか、国内にも、姉妹提携はございませ

ん。 

 先ほど、午前中の答弁ですか、ありましたよ

うに、小松市に議員の方々も行っていただいた

り、小松との強いつながりができつつあります。

そういった中で、人と物の交流がきちんとでき

て、頻繁にできるようになれば、また国内の姉

妹提携というものもありますし、それがまた、

外国におきましても、先ほど、菊地議員おっし

ゃいましたように、私自身も青島港へ行ってま

いりました。 

 これは、国土交通省の港湾局の技術参事官と、

海岸防災課長、それから、高知港工事事務所所

長と、それから衆議院議員の山本有二先生の方

からお話がございまして、ぜひ、宿毛湾港の売

りのためにも、宿毛市長も一緒に行けというふ

うな話がございまして、中国語、私、しゃべれ

ないわけですけれども、一緒に参ってきました。 

 青島は、行かれた方はご存じかと思います。

私は初めて行ったんですが、ドイツの、昔、租

借地だったということで、ドイツの方々が暮ら

してたような、石でつくった家が多くて、今、

北京オリンピックを控えて、古いところが徐々

に、新しい町に変わりつつあるということで、

人口が７００万とかいう大きな市でございまし

て、全然、その規模においては、宿毛市とは比

較にならないようなところでございますけれど

も、非常に、ちょっと貧富の差は激しいんです

が、別荘地であるとか、中国大陸、大きいもの

ですから、海水浴客、海に面しております。海

水浴客が１日で３０万人来ると、そういうふう

な交流人口のあるところでございます。 

 また、これから北京オリンピックのヨットか

の会場になっているそうでございまして、これ

から、また整備がどんどんどんどんなされると

いうふうなことでございます。 

 それで、宿毛市出身の方が、あちらで造船会

社を経営をしておりまして、非常に安く船がで

きるというふうな、労働力が安いというもので

すから、そういったことで、安くできる。そし

てまた、その船を日本に持ち込んで売っている

というふうなことでございます。 

 そういうような状況がございまして、青島港

へ行ってまいったわけでございますが、具体的

には、あちらの市の、日本でいえば商工会議所

の会頭さんという方とか、共産党の幹部の方と

か、そういった方々、副市長さんも出てこられ

まして、お話、懇談会をさせていただきまして、

大きな港ですけど、そういう、これは神戸とか

横浜よりも大きな港でございました。２４時間

体制で働いているところで、港が活気づいてお

りましたところでございまして、同じような貨

物は、とても宿毛湾港にはないわけでございま

すけど、山本有二先生との話の中で、例えば、

土の、土のと申しますか、岩の家が非常に多い

わけでございます。 

 木のぬくもりのある日本の家屋といったもの

を、推奨できるんじゃないかなということで、

今、間伐材であるとか、国内と申しますか、高

知県にも間伐材がいっぱいございます。そうい

ったものを、こちらの港から、宿毛から出した

らどうかという話と、それから、具体的に、私

の部屋に、今ありますが、あちらの方から、大

理石が安いということでございまして、大理石

の見本をわざわざ、石を持って帰ったわけでご

ざいますけど、これまた、市長室にありますの

で、ごらんになっていただければいいんですが、

中国からは、そういった大理石を輸入してきた

りというふうなことも、具体的に提言がござい

ました。 

 そういったことでの青島の訪問をしてきたと

いう報告をさせていただきます。 
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 いずれにしましても、先ほど、中平議員から

も、湾港の振興について、企業誘致ということ

もあり、そしてまた、それに伴うハードの防波

堤整備ということもございます。そういったも

の、完全な港にしなきゃいけないし、そして、

企業誘致もしなきゃいけない。いずれにしまし

ても、産業を興さなきゃいけない、こういうこ

とを身にしみて感じておりますし、よその港を

見たときに、非常に、いろんなガントリークレ

ーンであるとか、そういったものが、稼働率が

よく稼動しております。 

 我々の港も、企業誘致を含めて、どういった

ものが外に向かって出せるか。この港を使って、

そういうことについて、今回、いい勉強になっ

ておりますので、人と物の交流をどんどん図れ

るような努力を、私どももしてまいりたいと、

このように思っております。 

 それから、可燃ごみ等の収集でございます。

菊地議員ご指摘のように、月曜日は可燃ごみ、

祝日が、きのうもそうでした。非常に多いわけ

でございまして、月木の方は、これ、木曜日が

また祝日にでもなったら、もう１週間、２週間

来ないというふうな形になろうかと思いますの

で、これについては、週１回は必ず収集をして

いかなきゃいけないということで、市の体制も

とっておるところでございます。 

 あと、大量に発生した場合には、幡多クリー

ンセンターに持ち込んでいただくとか、そして

また、家で保管が困難な場合には、清掃公社に

おいて引き取りもいたします。これはもう、別

に有料ではございませんので、こういった体制

で対応していきたいというふうに思っておりま

す。 

 できるだけ、ごみが家庭の中に長期間ないよ

うな形のものは、今のご提言もございましたよ

うに、少し、清掃、環境課ともちょっと話をし

てみたいと思っております。 

 どういった形ができるか、まだ具体的に何曜

日と何曜日、こうしますというのはできません

が、その努力をしてまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。 

 ５番菊地 徹君。 

○５番（菊地 徹君） ５番、再質問をいたし

ます。 

 ただいまの市長の答弁で、宿毛市の活性化に

つきまして、もう一度お聞きしたいと思います。 

 交流人口、流動人口をふやすため、幾つかの

提言をさせてもらいました。そのうちの１番目

の松田川河口での観光立て干し網の実施につき

ましては、具体的なお考えがなかったわけであ

りますけど、ちょうど隣の、合併した愛南町、

旧城辺、御荘町で有名な御荘湾立て干し網が、

明治由来の伝統行事らしくて、全国的にも、大

変知られておりまして、この、毎年、聞いてみ

ますと、１万５,０００人前後の人が、ほとん

どが家族連れらしいんですね。ゴールデンウイ

ークのときに、ちょうど大潮の、干潮のときに、

また時期的にもいいわけですけれども、これを

やりまして、大変な賑わいをしておるというこ

とで、地元の漁協、御荘町漁協、それから愛南

町、御荘湾立て干し網実行委員会が主催となっ

て、官民一体となって、この行事を、非常に力

を入れて、今はもう、遠くは香川県の方からも、

これを楽しみに、このイベントに参加している

ということであります。 

 ちょうど、立地的に宿毛湾が向いているかど

うかということも、前回も同じような質問しま

して、調査をするという答弁でありましたけれ

ども、この辺についても、やはり研究、実際に

実地調査をして、可能性があるかどうかという
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ことについても、また、わかりましたら発表い

ただきたいと思います。 

 そして、この愛南町でのこの立て干しにつき

ましては、アサリが１．５トン、約１０万個、

これを放流しております。タイやハマチが２,

０００匹。アジ等々が２万匹と、これだけ大量

に漁協と連携をしまして、このイベントに、直

前に放流をしているということであります。 

 そして、いろいろ、家族のための楽しみとし

て、アサリに色をつけたものを、それをばらま

いて、持ってきた人にはハマチを１匹あげると

か、いろんな楽しみを与えながら、しかも収支

の採算がほとんど、とんとんぐらいでいけるよ

うな状況になっているということも聞いており

ますので、もちろん、ボランティアによるこの

イベントの準備等々が要りますが、それでも、

全町あげてこの行事に力を注いでいるわけでご

ざいます。 

 宿毛も、このアサリの放流についても、これ

は可能ではないかと。徐々に、そういう取り組

みをこれからやっていくべきではないか。一挙

に、大量の稚貝を購入できないかもわかりませ

んが、今、潮干狩りの時期になっても、ほとん

ど貝を採っている人がいない。とれないから行

かないわけで、せっかくの、これだけの自然が

あると言いながら、そういう実りあるものがど

んどん減ってきていると、こういう、先ほど市

長は、魅力あるまちづくり。まちであれば、お

のずから、よそからも魅力を感じて人もふえて

くる。入り込み客もふえてくると、こういうコ

ンセプト言われましたけれども、具体的に、そ

ういう一つひとつの自然環境を再生しながら、

昔は潮干狩りはもう当たり前に、みんなが自由

に、家族連れで、友達同士で行っとったはずで

あります。それを、何とかそういう、もう一度

復活ができないかということを、再度お聞きし

たいと思います。 

 それから、愛南町が非常に、今、合併も終わ

りまして、その立て干し網のその次に、同じ５

月２２日に「愛南カツオフェア２００５」とい

うことで、３,０００匹ですか、のカツオが、

市価よりもはるかに安く売られて、もう行列、

朝から行列があって、またたく間にカツオが売

り切れると。そのほかも経済効果、すごく、そ

の周辺の特産品等も売れたようでございます。 

 そのように、やはり今、大勢の人が集まって、

楽しみが得られるような場所に、人は魅力を感

じてやってくると思うんですね。 

 ただ、景色がいいという、それだけでは、な

かなか人は来ないと。やっぱり、そういうもの

も、イベントとして再構築する必要があるんじ

ゃないか、こういう意味で提案をしたわけであ

りますが、この点の答弁も求めたいと思います。 

 それから、インターネットのライブカメラの

設置につきましては、鹿児島県の輝北町、標高

５００メートルぐらいの、日本一星空のきれい

な町ということで売り出している町らしいんで

すが、ここにインターネットを接続したライブ

カメラ、２４時間ずっと、錦江湾、鹿児島の。

桜島を見下ろす、そういう立地条件のもとに、

鹿児島湾をしょっちゅう見ている。夕日が沈む

のも、ライブで、リアルタイムで配信をしてい

ると、こういうことでありまして、費用設置に

つきましても、全部で、電源のＬＡＮ工事費等

を含めましても、８０万ちょっとでできたと。

それから、維持費は、ほとんど故障がないので、

今のところゼロであります。 

 そういう、費用対効果を考えても、これはイ

ンターネットライブカメラで、全国に発信がで

きるわけであります。 

 そして、先ほど言いましたように、台風のと

きの宿毛湾港の波の状況、あるいは南海地震が

もし起こった場合に、いち早く、カメラによっ

てその湾の波の状態、それもつかむことができ
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ます。 

 そういった、いろんな防災面から観光面から、

また、流動人口をふやす意味からも、これは真

剣に考えるべきではないか、このように思いま

すが、もう一度、この点につきまして、具体的

に、予算の都合もあることはわかりますけれど

も、やはり、金がないからできないんでは、な

かなか宿毛も元気にならないと、このように思

いまして提案をしたわけであります。この点も

ご答弁を、もう一度お願いしたいと思います。 

 それから、ごみの収集につきましては、先ほ

ど、月曜日が特に祝日と重なる、これはもう、

やむを得ないことでありますけれども、非常に、

当該地区につきましては、皆さん、本当に困っ

ております。これを何とか水曜日に、この体制

的に、若干無理があるかもわかりませんが、水

曜日のときにでも、状況に応じて収集していく

とか、そのほか、クリーンセンターまで持って

行くいうのは、なかなか、実際問題として難し

いと思います。 

 生ごみを持って行く、あるいは、年配の人が

どんどんふえてきて、そういう方が持って行く

ということも、実際は困難であろうと思います。 

 この点も、周辺の自治体は土日もやっている。

これはもう、やむ得ないわけでありますけれど

も、民間委託でやっているのと、公社の体制で

ごみ収集しておりますから、その辺のことは、

一律に比較はできませんが、一般市民は、どこ

そこは日曜日もやってくれる。正月の大晦日の

日も、ごみを取りに来てくれると、こういう話

を聞いて、その都度、説明はしておりますけれ

ども、もう一工夫できないかということもお聞

きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 菊地議員の再質問にお

答えいたします。 

 愛南町の事例とかで、まちおこし、それから

交流人口の拡大ということのご提言でございま

す。 

 いいことはどんどん取り入れてはいきたいと

思いますが、なかなか、全部が全部、全部入る

というふうになりますと、市役所の体制、それ

から民間の方々も、やっぱりこれ、市役所だけ

でできる問題ではございませんので、そういっ

たことで、考えながらやっていかなきゃいけな

い。 

 それで、ことし初めての部分につきましては、

深浦の話も出ましたけれども、ことし、片島の

市場で、「とれとれ市」と申します。それから、

これには、港オアシスという事業がございまし

て、そういったことも含めまして、皆さんに楽

しんでもらおうということで始めた事業もござ

います。 

 こういったことを、漁業組合とか、農協だと

か、いろんな方々のご支援でこういうものがで

きております。こういったことも進めていかな

きゃいけない。 

 それから、自然の実りがないということでご

ざいます。自然が、ばっかりはいいけど、その

自然の実りがないということではございますけ

れども、これも午前中に中平議員の質問にもお

答えしましたように、やはり、実りがあるよう

に、藻場の形成であるとか、そういった、魚が

少なくなってきている、それから貝が少なくな

ってきているということの種を、やっぱりまか

なきゃいけないというふうなことで、こういっ

た、人工的に藻場の形成であるとか、また、今、

アサリの放流だとかいうご提言もございました。

そういったものについて、漁業者の方でも、例

えば、キリアイをまいているとか、そういった

ことにも、徐々に市民の方々、取り組んでもい

ただいておる現状でございます。できることか

ら、ぜひやってまいりたいと、このように思い
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ます。 

 それから、インターネットライブカメラとい

うことで、防災面、観光面ということでのご提

言でございます。 

 ８０万の設置費でできるからやれというご提

案でございますけれども、８０万も、非常に貴

重なお金でございまして、これができるかどう

か、ちょっと執行部、検討もしてまいりたいと

思いますし、今、リアルタイムでは、ちょうど、

災害防災面で、山田の、中筋川の方で、リアル

タイムで、我々、防災の時には、それを見てお

ります。 

 そんなものもございますし、これ、一度、内

部で検討もさせていただきたいというふうに思

います。 

 それから、ごみの収集ということでございま

すけれども、先ほど申しましたように、これ、

内部でも検討させていただきます。 

 今は、民間業者の方々が、市内でもおります

から、例えば、その民間と民間の方では、土曜

も日曜も祝日も走っておる清掃車もございます。

そういったことで、どうして清掃公社走らんの

かというふうなご指摘も聞いておりますし、こ

れについても、内部で、どうしたらごみがたま

らない形での、市民の皆さんにこたえられるか、

きちんと検証もして、検討もしてまいりたいと

いうふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） ５番菊地 徹君。 

○５番（菊地 徹君） もう１点、漏れており

ましたけれども、浜庫記念コンサート、これも

大変、東京宿毛会の会長さんも、意欲的にそう

いう話をされたいうことを聞いて、心強く思っ

たわけでありますけれども。 

 やはり、地元でことを起こしていかないとい

かんと思います。 

 小樽へ行けば、裕次郎館、もう観光コースに

なっておりまして、本当に、地元に、地元出身

のそういう文化人なり芸能人なり、もう最大に

売り出していると。観光の目玉にしとるわけで

すね。 

 だから、私は、記念館とか云々じゃなくて、

できることから、地元出身のバンド、宿毛にも

軽音楽のバンドありますし、カラオケの好きな

人もたくさんおります。 

 浜庫作曲の曲を、そういうものに、例えば限

定して、観光開きの日にやるとか、「ダルマ夕

日開き」のときに、延々とやるわけじゃなくて、

時間を区切ってやって、少しずつ、できること

から盛り上げていくと。 

 そしたら、宿毛と浜口庫之助の結びつき、そ

のほか、奥谷画伯であるとか、いろいろ、立派

な人が出ておりますが、きょうは浜庫に限って

質問させていただきました。 

 そういう人的な資源もあるわけですので、有

効に活用していくことが、やっぱり宿毛が魅力

あるまちになっていくと、このように私は信じ

ております。 

 どうか、前向きにとらえていただきまして、

立て干し網につきましても、すくも湾漁協の組

合長も、個人的に話して、大変すばらしいと。

やりましょうと、こういうような内々の話もあ

りますので、非常に希望を持てることでありま

すから、できることから、どうか進めていただ

きたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 菊地議員から、本当に

宿毛市の活性化ということを含めました、いろ

んなご提言をいただきました。 

 特に、最後に、浜庫記念コンサートというこ

とで、地元の方を生かしたということ。それか

ら、世界に誇る、宿毛市には岡本知高さんもお

りますし、今、これからどんどんどんどん世界
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に出て行っていただかなきゃいけない方でござ

います。 

 本当に、できることから、この活性化のため

にやってまいりたいと思ってます。 

 それで、１点だけつけ加えさせていただきた

いんでございますが、この議員の質問と関係な

しで申しわけございませんが、実は、豪華客船

に乗ってこられた中尾ミエさんが、宿毛が、実

は気に入っていただきました。そんな関係で、

ぜひもう一度、宿毛に行きたいということのお

話を受けまして、それでは、ぜひ、宿毛でコン

サートをやっていただきたいという申し入れを

しましたところ、快く引き受けていただきまし

た。 

 それも、何かのチャリティーコンサートとい

う形でした方が、入場料も安くなるんではない

かというふうなご提言もいただきまして、来月、

１０月２８日でございますが、これは社会福祉

センターで、中尾ミエさんのコンサートを開く

ことが決定いたしまして、ただいま、ポスター

を出したり、切符を売ったりしております。 

 これに副題がついておりまして、我々の交通

体系と非常に関係のあります土佐くろしお鉄道、

これの土佐くろしお鉄道の支援を含めたチャリ

ティーコンサートということで銘打たしていた

だいておりますので、また、議員各位におかれ

ましても、こういう場で宣伝して申しわけない

んでございますが、ぜひご協力をお願いを申し

上げて、よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） おはかりいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ４時０８分 延会 
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平成１７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第３号 

 

１ 議事日程 

    第８日（平成１７年９月２１日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１７名） 

   ２番 中 平 富 宏 君     ３番 有 田 都 子 君 

   ４番 浦 尻 和 伸 君     ５番 菊 地   徹 君 

   ６番 寺 田 公 一 君     ７番 菱 田 征 夫 君 

   ８番 宮 本 有 二 君     ９番 濵 田 陸 紀 君 

  １０番 沖 本 年 男 君    １１番 西 郷 典 生 君 

  １２番 岡 村 佳 忠 君    １３番 佐 田 忠 孝 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡村佳忠君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 １７番西村六男君。 

○１７番（西村六男君） おはようございます。

一般質問を行います。 

 昨日１日間、同僚議員が大変ご熱心に一般質

問をいたしましたけれども、お金が要る件にな

りますと、市長の、どうも答弁が鈍ってきます

ので、きょうは銭も要らん、力も要らん、とに

かく「やります」と一言言えば、市民皆さんが

喜んでいただけるような問題を提起したいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 小泉改革の一環として、４年前より地域限定

にいたしまして、規制を緩和する構造改革特区

というのが始まりました。過去に７回、その認

定作業が行われまして、全国津々浦々から千数

百件という提案がございまして、そのほとんど

が実施されておる現状でございます。 

 今から、私が言わんとすることは、これはも

う、宿毛市単独の事業でございますので、市長

の裁量で十分できるのではないかというふうに、

私なりに判断いたしますけれども、若干、補助

金をもらっておる関係上、補助金適正化法に反

してもどうかと思いまして、この行政改革特区

にかけて、ご質問並びに提案をさせていただき

たいと思います。 

 ちなみに、第６回の認定につきましては、自

治体から１００件余りの認定申請が出てきまし

た。それがすべて認定されておるわけですが、

その中に、高知市が申請いたしましたのに、元

気いきいきデイサービス事業というのが、特区

に提案されました。 

 内容はと申しますと、介護保険のデイサービ

ス施設に、現状の施設と体制のままで、今まで

には考えられなかったことでございますが、知

的障害者と障害児の受け入れをしてもいいとい

う思い切った改革がなされまして、現在、それ

に取り組んでおります。 

 そして、お隣の三原村では、どぶろく特区と

いうのが認められまして、ただし、これは用途

はイベントに限ってという注釈つきではござい

ますが、どぶろくをつくってもいいと。それに

対して、村と商工会は、地場産米の消費と、地

域経済の活性化と農業振興に寄与するというこ

とで、全面的に取り組んでおります。 

 また、第７回認定では、７４件、これもまた、

すべてが認定されましたが、特に目立つのが、

生活福祉関連の件が２１件と、大変多く福祉関

係の改革が叫ばれておりますし、他市町村が、

これに取り組んでおる姿がよく見えるわけでご

ざいます。 

 ここで、私は提案したいのは、新しくできま

した千寿園でございます。もう、市民の皆さん

もご存じのとおり、本年２月１日から入所が始

まっておりますが、もとの施設といいますと、

１，６００平米で、和田の方です。１，６００

平方メートルで、６人部屋、１２畳から１３畳

ぐらいの部屋に６人、それが１３室。そして、

同じく１２畳くらいの部屋の５人部屋が１室、

それで８０名の入所人員でやっておりまして、

本当に生活環境の悪い施設でございますが、そ

れが、一昨年、昨年と改築にかかりまして、総

事業費２０億円、敷地面積１万平方メートル、

延べ建築面積６，０００平方メートル。何と、

和田の施設の３．７倍の立派な施設ができまし

た。 

 その中には、若干、非常時の退避部分があり

ますけれども、それにしても、３倍以上の面積

のものができ上がりました。 

 しかし、それだけの面積ができましても、入
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所人員は同じ８０名で、ショートステイの方が

１０名、臨時的に入られるというだけでござい

まして、市民が受ける受益としては、全く同じ

でございます。 

 特に、この２０億円の内訳を見ますと、本来

なら、県と国から７５パーセント程度、およそ

１５億円の補助金があるところでございますが、

どんどん法律が改正されまして、今回、宿毛市

の適用になったのは、補助金が１１億８，００

０万も少ない、わずか１６パーセントの３億２，

０００万が、国と県の補助金です。 

 そして、宿毛市の税金から使われたお金が３

４パーセントの６億８，０００万。残り５０パ

ーセントの１０億円をどうするかと言いますと、

そこに入居したお年寄りから、２０年間にわた

って、家賃として１０億円をいただくと、大変、

入る方に負担のかかる施設となったわけでござ

います。 

 しかし、これは補助金適正化法の中で、設備

としては、プライバシーの確保のため、及び快

適な生活空間をつくるということで、わずか３

億２，０００万の補助金をもらうために、すべ

てを個室にしなければならないという条件がつ

きました。 

 そしたら、同じつくるのであれば、２０億円

のうち、もう３億６，０００万をもらわずに、

１６億でやれば、宿毛の皆さんの気に入ったよ

うにできて、したいように運営ができるのでは

なかったかと、今に思えば残念が残りますけれ

ども、そういう施設になったわけでございます。 

 新しい施設は、ちなみに個室が８０室、ショ

ートステイが１０室、部屋の広さは、何と１人

部屋が一番狭い部屋で９畳、その他ほとんどの

部屋が１２畳です。生活空間の快適さを守ると

はいいながら、１２畳の部屋へ行ったら、ベッ

ドがポツンと１つだけあります。ほかには整理

ダンスが１つあるかないかです。本当に寂しい

感じです。 

 そして、プライバシーを守るといいながら、

８０もの部屋がありますから、管理がなかなか

難しい。プライバシーを守るどころじゃない、

全部の部屋の廊下側のドアは開放しております。

筒抜けです。 

 それでして、入った方々からは、料金を徴収

するということになっておるわけでございます。

しかも、家が大きくなりましたので、当然、従

業員もふやさなければなりません。同じ８０名

の入所にもかかわらず、臨時職員を１１名と調

理師１名を追加して雇い入れました。 

 当然ながら、光熱費等ランニングコストもぐ

んと跳ね上がります。少ないもので１０数パー

セント、多いものでは３０数パーセントアップ

いたしますし、従業員の給与も２０パーセント

近く、人件費がアップするような状態になって

おります。 

 ところが、この介護保険法というのは、自宅

でおいでる方も、食事もするし、当然また、光

熱費等も使って、自宅の費用がかかるわけでご

ざいますので、この施設に入った方だけ、そう

いうものが要らないというのは、介護保険の考

え方からしてよくないというのが、負担の公平

性の観点から、この住居費と食費を保険給付か

ら外して、入った方からちょうだいするという

ことになったわけでございますが、ちなみにそ

の単価を申し述べますと、多少の減免措置はあ

りますけれども、食費が月に一番安い、いろい

ろな減免措置を適用した方で９，０００円、そ

して、収入が多い方は４万円の食費がかかるこ

とになります。それが食費です。 

 それに加えて、ホテルコスト、部屋代が、一

番安い方で２万４，０００円、大きい方は６万

２，０００円の部屋代を払わなければならない。

言いかえれば、千寿園にはめていただいたこと

はありがたいけれども、月に１０万円持ち出し
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がなかってはお世話になれないというふうなこ

とになったわけでございます。 

 そして、大きな広い面積ができましたので、

お元気な方が、中で散歩もできて、楽しい日々

をおくれれば、まことに結構でございますけれ

ども、入居基準も変わりました。 

 今までは、申し込んだ方が順番に入居できま

したけれども、今回は、順番がなくなりまして、

介護５の方、一番寝たきりに近い方を全部入所

させると。その方を入所させて、あいた部屋が

できましたら、今度は介護４の方を入所させる

と、いうことになりましたので、ほとんどの方

が寝たきり状態でございまして、広いスペース

は使わないというのが現状でございます。 

 それでいて、その大きな部屋に、１つにポツ

ンポツンとしか入所者がいないにもかかわらず、

１７年８月１日、ことしの８月１日現在で、入

りたいという待機者が１９人います。 

 この１９人の方を、せめて１２畳の部屋に６

人入所させていた和田のことを考えれば、１２

畳、１３畳の部屋に２人入れることは、全然、

生活環境にも影響しないから、せめてこの１９

人の待機する方だけでも入所させてあげれば、

それだけ家賃も下がるし、市としても、運営が

しやすくなるというふうに、私は考えるわけで

ございます。 

 特に、今回のこの施設は、宿毛市単独の施設

でございますし、補助金としても、わずかなも

のでございますので、私は、市長がやる気であ

れば、多分、市長裁量でやれるのではないかと

思いますが、ぜひとも、この新しい千寿園を有

効に活用し、市民の皆様にもほめていただき、

入っていただく方にも、にぎやかで楽しい生活

をしていただくために、ぜひとも運用方法を、

ここでご一考していただいたらと、そういう思

いで提案をさせていただきます。 

 １回目を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。

西村議員の一般質問にお答えいたします。 

 市長の裁量でできるというふうなことをおっ

しゃられましたが、なかなかそうはいかないと

ころがありますので、恐れ入りますが、るる、

ちょっと説明をさせていただきたいと思います。 

 千寿園のできたいきさつは、ちょっと、私自

身はまだ新米なもんでわかりませんが、西村議

員の方は、十分、ご存じということで、いろい

ろなことを今、ご披露していただきました。本

当にありがとうございます。 

 まず、千寿園におけます管理運営の現状を申

し上げたいと思います。 

 西村議員もおっしゃっていただきましたが、

ダブルかもしれませんが。 

 国が推進します小規模生産生活単位型、これ

ユニット型というふうに呼ばれておりますが、

これの新施設といたしまして、２月１日から新

しい千寿園がスタートいたしました。 

 ユニット型施設にしたことに伴いまして、伴

いましてと言うより、施設にしたことによりま

して、１つ目は、個性とプライバシーの確保が

できると。それから、交流スペースを設けるこ

とによります相互交流の推進でございます。そ

れから、個々の生活空間ができることによりま

す、それぞれの個々人のストレスの緩和という

こと。それから、家族関係が充実する。それか

ら、もう１つは、感染防止等の居住環境が大き

く改善されているというところでございます。 

 コスト面でございますが、西村議員も先ほど

おっしゃいましたように、非常に、ちょっと割

高になっております。従来施設とは異なりまし

て、介護報酬単価に含まれておりました居住費

が除外されたために、実費徴収となりまして、

個人負担が増加することとなりました。 

 それから、居住環境をユニット型ということ
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にしましたことで、介護職員等の増加というの

は、これが１１名増と、前施設よりもですね、

こういうことが必要となっております。 

 こんなことから、管理運営に関して申し上げ

ますと、居住費の設定によって、低所得者には

負担が重くなっております。それから、これま

での利用者像が変化しまして、きているという

ことでございます。 

 西村議員もおっしゃいますように、当初の目

的の１つであるプライバシー保護ということに

関しましては、利用者の尊厳を重視したケアを

実施するという観点から、大変重要なことであ

るというふうには思っておるわけでございます

が、いろいろと、今現在は、個人のプライバシ

ーといっても、個室におって、ドアを締め切っ

ているという状況ではございませんで、ドアも

開放しているというところがございます。これ、

プライバシーとちょっと矛盾するんじゃないか

というふうなこともあろうかと思いますが、寂

しさというふうなことが、お年寄りでございま

すので、というものがありますので、そこを、

例えば広いスペースのところは２人部屋にすれ

ばいいじゃないかというふうな考えがあります

けど、当初の整備計画の段階でも、そのような

意見とか、考え方があったようには聞いており

ます。 

 最終的には、最も有利な補助金を受ける、あ

るいはそうしないと補助金交付が受けられない

ということから、国が推進する全室個室による

ユニット方式を採用したというのが、新しい千

寿園というふうに聞いておりまして、このよう

な経過の中で、いろんな縛りがある中で、１つ

の例を申し上げますと、指定介護老人福祉施設

の人員整備及び運営に関する基準というものが

ございまして、居室の定員は１名とするという

ふうな決めがございます。ただし、これを２名

とするということがうたわれておりまして、こ

の２名とするのはいいんですが、居室の面積が

１３．２平方メートル以上というふうになって

おります。２人とした場合には、２１．３平方

メートルというふうな定めがございます。その

関係で、現在の居室の面積が、標準で１６．３

５平方メートル、２名とした場合には２１．３

平方メートルというふうに定めがございます。 

 最も広い居室が２０．１６平方メートルであ

りますことから、この基準による居室の面積要

件を満たさなくなるというふうなことで、これ

を違反しますと、必然的にこの補助要件に違反

するということでございますので、補助金返還

というふうになってくるということでございま

す。 

 それから、施設介護サービスにおける定員の

関係を含めました高知県高齢者保健福祉計画と

か、市町村計画の中で、市町村間の調整とか、

定員増による負担の問題といったことをクリア

しなきゃいけないというふうな課題が多く存在

するわけでございます。 

 議員のご提言については、真摯に受けとめな

きゃいけない、規制緩和という観点に立って、

市民ニーズにこたえて、今おっしゃいました１

９名の方を、待機の方をぜひ入れろというご提

言でございますが、こういうふうなしばりがあ

る。市長が決めれば済むことだということには、

なかなか、今、なっておらないのが実情でござ

いますので、何か、今のご提言でございます、

何か方法はないか、これから検討もしてまいり

たいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） １７番西村六男君。 

○１７番（西村六男君） 今、市長から答弁い

ただきましたが、今、市長の言われましたこと

は、十分、私はわかって言っとるんです。２１

平米なければいけませんよと、２人部屋は。い

うことは、既にもう決まっておるけれども、そ
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れを構造改革特区で、宿毛は立派なが建てた。

それでまだ、１９人待機しておる人がいますか

ら、１３平米で、そこへ２人入れてもいいです

よと、いう特区の許可をもろたらどうかという

のが、私の趣旨なんです。 

 法律どおりやれいうがやったら、何ちゃこん

なこと言うことはないんです。 

 しかも、１３平米、１人当たり１３平米とい

うのは、元気な方が入って、中で動きまわって、

隣の部屋とも交流して、やれる方を基準にした

面積であって、介護４、５の方で、ベッドで朝

から晩まで寝たきりの方をポツンと１つおいて、

それを基準にした面積ではないがですから。 

 今の千寿園の状態を見ていただいたらおわか

りのように、半数以上の方が寝たきりなんです

よ。コミュニティー室とか共同部屋とか、たく

さんとってますけど、そういう部屋は全然使っ

てないんですから。 

 とにかく、あれだけの費用をつくってやった

ものを、規律にしばられて、あいたままでおく

よりは、知恵を使って努力をして、１９人の入

りたい方を入れてやろうと。その努力をしても

らいたい。それがために特区をやったらどうか

と。 

 お隣の三原、高知市なんかは、本当に考えら

れないことですよ。デイサービス施設に、現状

のまま、人も施設も何ちゃ続かんでもいいよと。

それに知的障害者と、知的障害児を入れても構

わないという、それだけ緩やかな許可をもらっ

たがですから、あの広い部屋へ寝たきりの方を

２つ入れるがを、許可くれんいうことは、私は

ないと思います。 

 きのう、市長は学校の天井のことを、宮本議

員の熱心な一般質問にお答えしておりました。

学校の天井、わずか２０センチ下げるだけで、

建築費が１．５パーセント下がったということ

を言っております。さすが、市長はよく勉強し

ておるがと思いましたが、実は、あれは埼玉県

の草加市から提案されたことです。 

 埼玉県の草加市は、東京の近郊市でございま

して、昭和３５年から４０年ほどに物すごい発

展いたしまして、小中学校を、タケノコができ

るように、どんどんどんどん建てました。 

 ところが今、ちょうどそれが建てかえ時期に

なりまして、３メートルの天井は余りにももっ

たいないと。２メートル５０にさせてくれんか

ということを言いましたら、文部科学省が、絶

対３メートルじゃないといかん、許可をくれな

い。 

 それで、普通でしたら、あきらめるところを、

草加市は、草加市内にある学習塾を、全部天井

の高さを調べた。そして、生徒たちに、何メー

トルの天井が一番勉強しやすいかと聞いて回っ

たら、２メートル４０から２メートル５０ぐら

いが、照明もいいし、冷暖房もきくし、一番い

いということになった。 

 その数字を文部省へ突きつけたら、文部省も

しぶしぶ、おたくだけ、中とって２メートル７

０程度を認めましょうということになったのが、

きのうの市長の答弁につながっておるわけです。 

 ところが、文部科学省の方が、なお追跡調査

いたしましたら、これはもう、草加市の言われ

るとおりだということになりまして、通達を出

しました。その出した通達が、天井高さは何メ

ートルとも決めないと。施設をつくる市町村の

裁量に任せるということになってます。 

 ということは、一般住宅の天井の高さが２メ

ートル４０と決められておりますので、２メー

トル４０以上であれば、もう建てる市町村が好

きなだけの天井の高さでしていいですよと、い

うことに、文部科学省がなりまして、近々、国

土交通省の方でも、建築基準法が変わるように

なるわけです。 

 やる気になればできるがです。ただ、法律で
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決められておるとか何とか、そんなことを私は

聞きよるがやない。この現実を踏まえて、ぜひ

取り組んでいただきたい。 

 いかざっても、もともと、せめて改革特区へ

申請だけでもしていただきたい、その思いはい

かがでしょうか。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 西村議員の再質問にお

答えします。 

 ただいま、ちょっと現状、きちんと両方で把

握したということでございます。 

 構造改革特区という制度になじむかどうかも、

私自身、まだ、このきょうの質問が初めてでご

ざいますので、この部分が、構造改革特区申請

になじむかどうか、これもやっぱり勉強しなき

ゃいけませんし、今おっしゃったような、規制

緩和という形で、これ、厚生労働省ですか、そ

ういったところに話も聞きに行ってみると、い

うことはやってみたいと思います。 

 ただ、今の現状というものは、補助金の変化

につながるということでございますので、その

努力というものは、やっぱり、今おっしゃった、

西村議員がおっしゃったものについては、何か

方法ないかということで、構造改革特区という、

これもまず、結構、１年間ぐらいな時間がかか

ります。そういったものがございますので、何

か方法ないか。直ちにということは、なかなか

ならないと思いますので、直ちに、勝手にやり

ますと補助金返還という形につながりますので、

この部分が、今、議員がおっしゃったような、

その２１．３平方メートルと２０．１６平方メ

ートルですか、そういった問題があるのはあり

ますけれども、この部分を何とかならないかと

いうことの働きかけというのは、中央省庁にも

働きかけというのはできると思いますので、そ

の部分については、これから努力をしてまいり

たいと思います。 

 市内には、千寿園の待機待ち以外にも、いろ

いろ、やはり少子高齢化で非常に体の不自由な

方、介護を要する方々が、まだまだたくさんお

られます。それに関して、入所施設もまだまだ

少ないのが現状でございます。こういうことも、

認識はしております。できるだけ、こういった

待機という形が少なくなるような努力というも

のを、これからしてまいりたいと思いますので、

またいいお知恵もありましたら、ぜひお伺いし

て、中央省庁にものを言っていかなきゃいけな

いところでありましたら、それもまた、私自身

も自分から出かけていって、努力をしてまいり

たいと思っております。 

○議長（岡村佳忠君） １７番西村六男君。 

○１７番（西村六男君） 市長に、やや前向き

の答弁をいただきましたが、市長ね、現地の、

千寿園の園長のところへは、うちの人はまだ入

れんか。うちのおじいちゃんはまだ入れんか。

おばあちゃんはまだ入れんか。入らせてもらう

には、どんな条件が要るがだとか、随分、ニー

ズが高くて、現場では、その対応も大変だと思

います。 

 そういうこともかんがみて、ぜひとも、英断

を持って、少なくともあいたところのないよう

に、待機者はつくらないという考え方で取り組

んでいただきますように、重ねてお願い申し上

げまして、私の提案を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） ３番有田都子君。 

○３番（有田都子君） おはようございます。

３番、一般質問をいたします。 

 広島、長崎、沖縄、そして日本各地で戦争と

いう名のもとに、一人ひとりの尊い命が天に召

された８月、鎮魂の月、魂を安らかにと祈るそ

の祈りの月８月が、まさに終わろうとしている

とき、バクダッドで、そしてアメリカで、また

多くの命が、その灯火を無念のうちに消してし

まいました。 
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 人は皆、戦争絶対許すまじ、その思いが心の

奥に、どこかに根を下ろしている、私はそう信

じています。 

 しかし、今の世の余りに人の、そして自然の

命を軽んじる様相を目にするとき、遠き道筋の

かなたに何かとてつもない人類の不幸がかすか

に見えるような、そんな思いが私の心をよぎる

ことも事実です。 

 大人よ、温かき心の血を持った大人たれ。親

よ、子を守る愛ある親たれ。叫びが口から漏れ

る思いです。 

 人は何を柱として生きるか、私は、それは礼、

つまり礼儀であると答えたい。己以外のあらゆ

る存在に対して、礼儀に支えられた言葉、行い

を尽くしていくことこそ、人と生まれてきた意

味を見出すと思っています。 

 今、一人ひとりがしっかりと立ちどまり、思

いやりとは何か、優しさとは何か、支え合うと

いうことは何かを、おのが心に問いかけなけれ

ばならないのではと、そのことが、日々心に押

し寄せています。 

 前段長くなりましたが、質問に入ります。 

 なお、環境問題の質問に入る前に、後になり

ましたが、今回の台風１４号にて被災されまし

た方々へ、心よりお見舞い申し上げます。 

 まず、環境問題２点の質問のうち、１点目、

市庁舎の温暖化対策について、お聞きいたしま

す。 

 この質問は、昨年１２月にも出させていただ

きましたが、９カ月という時を経た今回の議会

において、検証というべき厳しい意図ではあり

ませんが、取り組みの経過等をお伝えいただき

たい思いにて、再度出させていただきました。 

 今、新聞、テレビ等々で、海水温度上昇、溶

ける氷河、地球の生態系の破壊の深刻さなど、

地球温暖化によるであろう異常気象についての

報道が数を増しております。 

 地球規模の問題については、地方にいる我々

には現実味の薄いことなのかもしれません。し

かし、昨年に続き、ことしの夏の焼けつくよう

な暑さ。昨年の台風数に比較して雨のない日々。

突然の洪水等を身近に体験して、この宿毛でも

最近の地球はおかしくなったのでは。温暖化の

せい、との言葉が少しずつ聞かれるようになり

ました。 

 ことしの２月１６日、地球温暖化防止を目指

す京都議定書が効力を発しました。これにより、

日本も議定書で決められた炭酸ガス等の温室効

果ガスの排出量削減の数値目標の達成に向かっ

て、国をあげて努力する国際的責任が生じたの

です。 

 エネルギー消費と地球環境の関係を、しっか

り理解しながら、日々の暮らしを考えなくては

いけない時代を迎えたわけです。 

 多数の人員を要する市庁舎にても、この課題

に取り組むことが求められていると思います。 

 １２月の質問の折、ＩＳＯ１４００１の認証

取得は、経費的にも今は無理であるが、温暖化

対策として、今、できることから一歩一歩やっ

ていく。また、環境問題というものは、各課共

通の課題であるので、合同会議をもち、問題を

出し合い、温室効果ガス削減のため、努力して

いきたい旨のお答えをいただきました。 

 この期間で、すぐ右左と答えの出せるテーマ

ではないかとは思いますが、非常に重要なこの

問題に対して、この間、どのように対処されて

こられたか、お伝えできる範囲お教えください。 

 環境問題の２点目、軒前清掃運動についてお

尋ねいたします。 

 宿毛市一斉清掃、愛館作業、各校の清掃活動、

不法投棄禁止や犬のふん処理についての看板、

町や地域の環境美化のために、沿道や公園に花

を植え、捨てられた缶やごみを拾う多くの尊い

ボランティアの方々、さまざまな善意ある、環
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境を美しくという努力が報われていく場所もふ

えてきたことも事実であると思います。 

 しかし、あいも変わらず、空き缶や食べ残し、

たばこの吸殻等々のポイ捨てが威張り顔をして

いる道路、公園、公共施設近隣の姿に心さびし

い思いを抱く人も少なくないはずです。 

 以前、飛騨高山への行政視察の折、町の至る

ところにちり一つない、草の伸びのない、ただ

観光地だからという言葉で片づけられない美し

さに胸打たれ、その地のある方に、どうしてこ

れほどまでに町を美しく保てるのかをお聞きし

たものです。 

 すると、その方は、それは、飛騨には清掃の

文化と言いますか、お掃除の文化がずっと昔か

ら生き生きて、守り継がれているんですよと、

静かにお答えくださいました。そう、日本には

道を掃き、草を引き、打ち水をして道行く人々

に心地よさをという多くの人の姿があったはず

です。今でもその姿を目にすることも、決して

ないとは申しませんが、薄れゆく我が家の前の

道路は、私が守っていくという人々の心の奥底

にある日本の心に呼びかけていく。全世帯の

人々が考えていく運動を起こしてはと思ったの

です。 

 ポイ捨て条例を決め、罰則を云々する前に、

１つの環境美化への道筋としての選択肢として、

提案させていただきたいのです。 

 環境ＮＰＯという形が整っていれば、そこを

中心に考えていくべきことかもしれませんが、

いまだ整っていない当市としては、市民のさま

ざまな情報量を持つ市がリードをとっていただ

き、今後、市民とともに検討していただけたら

と思い、お考えをお聞きいたします。 

 次に、各種催しごとへの職員参加について、

市長へお尋ねいたします。 

 市や教育委員会主催のイベントと一口に言っ

ても、スポーツ面、文化面等と多岐にわたって

おり、その数の多さも驚きに値するくらいある

わけですが、今回の質問は、講演会、音楽会、

演劇、舞踊の会等、市展など、市民の作品展等

の文化面という、少し狭い範囲に焦点を当てた

ものであると受けとめていただきたいと思いま

す。 

 市が種々のイベントを計画し、実行に移す基

本の目的は、イベントを通じて、市民に学びや

安らぎ、幸福感を味わってほしいということで

あるはずです。とするならば、市民一人ひとり

の幸せのために、何をなすべきかという任務を

背負った、市長初め職員の方々、もちろん我々

議員も含めて、イベントの開催を決定し、実行

に移した場合、可能な限り参加していく。市民

へイベントの周知徹底を図り、誘っていく姿勢

を持つことは重要なはずです。 

 ただ、出席ということへ不必要な威圧や強制

が働いてはいけない。住民サービスという任を

持つ職員はまた、大切な市民の一人ひとりでも

あるからです。 

 しかし、講演会ひとつを取り上げても、その

人集めに懸命の努力をしている地区や、各種団

体の会員の姿があることも、また知ってほしい

のです。市民も職員も、自発的に、多数、各種

イベントに参加し、学ぶ、研修する、安らぐ、

楽しむというイベントの充実感を共有すること

がどんどんふえていくこと、それはある意味、

理想的すぎるかもしれません。 

 しかしながら、市内外からの出演者、発表者

に対する礼儀からも、宿毛市の文化的水準高揚

のためからも、また、イベントの場は、職員、

教職員の方々と市民の方々との触れ合いの場と

なるという意味を持つ点からも、職員の中から、

多忙の中にも時間をつくり、できる限り参加し

ようという意識が高まり、参加する数が今以上、

ふえ続けてほしいと願っております。 

 市長の思いをお聞かせください。 
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 続きまして、子ども議会、小学校の部につい

て、市長へ質問いたします。 

 一般質問をお受けとめいただいて、平成１３

年１１月２０日、前山下市長のもと、市内全中

学校の代表により、この議場にて子ども議会が、

平成１５年２月２４日、行政と各種女性団体代

表者との意見交換会がもたれ、平成１７年２月

２１日には、現中西市長のもと、同じく女性団

体との会がもたれました。 

 いずれもなごやかな中に、充実した、意義あ

る会としての時を刻むことができましたこと、

感謝いたしております。 

 しかしながら、この間、小学生との間にこの

ような会がもたれておりません。この議場にて、

小学生による一般質問的な議会を持つというこ

とは、少々、難があるように思いますし、その

形のあり方については、検討しなければならな

いとは考えますが、できるだけ早い時期、小学

生の心を受けとめるべき行政との、何らかの会

をお持ちいただけないものかと提案いたします。 

 例えば、小鳥のさえずりの聞こえる自然林の

中で、海を見ながらの状況の中で、市長、教育

長を囲んで語り合う、また、ともにゲームに興

じるという触れ合いの中で、小学生の思いを聞

いていく等々、その方策については、今、ここ

で結論づけることはいたしませんが、ぜひとも、

この点について、市長より前向きのお考えをい

ただきたいと思います。 

 また、年間のカリキュラムを立てられる学校

側としましての思いもあろうかと思われますの

で、教育長よりもお考えをお聞かせいただけた

らと思います。 

 次に、防災頭巾所持について、教育長にお聞

きいたします。 

 昭和２１年１２月２１日の南海大地震の恐怖

を、５９年経た今でも鮮明に覚えていると告げ

る婦人、その恐怖は知り得なくても、近々に起

こった阪神・淡路大震災の恐るべき様相の報道

は、私たちの目に、心に地震の恐ろしさを焼き

つけました。 

 いつ起こるかもわからない地震に向けて備え

ることの重要性への認識は、国民、県民、市民

に広がっていると考えます。 

 今、ここで質問に出させていただく防災頭巾

を、児童、生徒たちにということは、ささやか

すぎることと思われるやもしれません。しかし、

子どもたちへの災害に対する心構えの啓発、ま

た、大人が子どもを守ろうという温かさの形

等々、頭巾の中に意味を見出せることも大きい

のではないでしょうか。 

 ２年前、高知市の一ツ橋小学校の防災頭巾へ

の取り組みが、高知新聞で紹介されたのをきっ

かけに、震災用の防災頭巾をつくる動きが、県

下の学校に広がっています。ちなみに、東京都

では、全小・中学校に防災頭巾が備えられてい

るとのことです。 

 近くでは、幡多の佐賀小で、学級ごとに呼び

かけて作成しております。表布地は防炎素材が

望ましいかもしれませんが、必ずしもお金はか

けずとも、家にある古い布などを利用し、作成

についても、地域の高齢者にお習いし、保護者

とともに作成するという形をとれば、地域の世

代間触れ合いにもつながると考えます。 

 教育委員会として、この方向性について、ど

うお考えになるかお聞きいたします。 

 １回目最後の質問。生徒指導総合連携推進事

業について、お聞きいたします。 

 現在、日本各地において、児童、生徒に種々

の問題行動が増加し、また、虐待という許され

ざる行為等が激増し、憂うべき状況に陥ってい

ること等々を受けて、その予防や解決、児童生

徒の健全育成に取り組むために、平成１２年度

から各都道府県に、それぞれ１市町村を指定し、

実施されている文部科学省管轄の生徒指導総合
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連携推進事業が、平成１６年、１７年の２年間、

宿毛市全域を対象として実施されております。 

 昨年の一般質問にて、朝食抜き児童生徒対策

についてお聞きした折に、教育長より、この事

業の活用に触れていただきました。 

 幼児から高校生までの子育てのために、教育

にかかわる教職員、保健士、教育相談員、スポ

ーツ指導者、民生児童委員、警察署等々、１０

指に余る分野の方々によるこの会議、そのネッ

トワークの広さを思うとき、この事業は必ずや

大きな意義を生んできたのではと思われます。 

 教育的事業の効果というものは、即断できる

ものではないことはよく承知しておりますが、

現段階において、その活動の姿、また明るい兆

しがどのような面にあらわれてきたものか、

種々の問題解決のために、いかなる努力の歩み

をされてきたものか等、要約的におとらえいた

だいてお答えください。 

 また、この事業を２年間で終えることなく、

今後も持続していただきたいと思われますが、

その点についても、教育長の今のお気持ちをお

聞きしたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 市長。 

○市長（中西清二君） 有田都子議員の一般質

問にお答えいたします。 

 まず、第１点目でございますが、環境問題で

市庁舎の関係の温暖化対策についてということ

でございます。昨年の１２月議会において、一

応の説明はさせていただいておりますが、先ほ

どの有田議員のお話の中にもありましたように、

本年２月に京都議定書が発効されまして、地球

温暖化対策の推進に関する法律も、ことし６月

に改正されまして、都道府県とか市町村の事務

事業に関する実行計画を策定するように規定さ

れております。 

 これまでの取り組みとしましては、１つは、

クールビズによります、朝３０分間の冷暖房稼

働時間を短縮ということでしております。それ

から、不用なコピー用紙等の裏面利用であると

か、そういったもの。それから、昼食時、これ

は昼休み時間でございますが、これは窓口はち

ょっと消すわけにいきませんが、ほかの不用な

電灯を消しておるということ。それから、こと

しは、きょうもこういう格好でございますけど、

議員の皆様にもご協力をいただいております夏

のエコスタイルなどの取り組み、そういったこ

とを実施しております。 

 数値で、これを今すぐ、こうやってどれだけ

のものがどうなったということを、数値であら

わすことはできませんが、一定の成果というも

のは出てるんじゃないか。 

 都会と比べまして、田舎の方は環境問題に関

しては、非常に個々人の意識というものが、ま

だまだ低いんではなかろうか。 

 というのは、どうしても、一体的に、我々の

環境が悪くなっているという部分が、ちょっと

意識的には余りない。自然環境が非常に豊富な

ものですから、そこの辺の意識というものがや

っぱり、ちょっと、まだまだ都会と比べまして

低いのかなということを、私自身は感じておる

わけでございます。 

 と言いながらも、やはりこれは地球全体の問

題でございますので、皆さんが本当に大切な問

題として取り組んでいかないと、大変なことに

なります。ということを、これ、一般市民の

方々に、ぜひご理解をいただいて、本当に身近

なものから地球環境の問題を、本当に取り組ん

でいただきたい。 

 これ、我々市の方と、行政としてはこういっ

たものについて、市民の皆様方にそれぞれがき

ちんとした啓蒙をしていかなきゃいけない、そ

ういう責任があるんじゃないかなということは

思っております。 
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 このことに関しましても、またいろいろな団

体を通じまして、また広報を通じまして、この

環境問題の大切さについて、広報もしてまいり

たいと、このように思っております。 

 それから、提案ございました軒先の清掃でご

ざいますか、これ、町をきれいにするというこ

とは、当然皆さんが美化運動で持っていただき

たいし、ある程度、持っていただいているんじ

ゃないかなとは思いますが、まず、いろいろな

清掃を、３月の排水路の清掃であるとか、６月

の環境月間、７月の海の日、それから８月の道

路愛護月間とか、台風１４号の後始末のときも、

皆さん、地域の方々がいろいろ出ていただいて、

本当に汗水流して、後片づけに苦労をしていた

だいております。 

 きょうも実は、朝、この市役所の裏の溝の清

掃、泥さらいですか、そういうことを本当にや

っていただきまして、感謝を申し上げていると

ころでございまして、この件に関しましては、

この場を借りまして、市民の皆様方にもお礼を

申し上げたいと思っております。 

 １つの例としての軒先の清掃、打ち水という

ことが出ております。 

 また、国土交通省の方でも、道路に水をまく

ということで、少しは暑い、道路からの反射熱

を少しでも減らそうというふうな効果もあると

いうことで、非常に美化に限らず、その温暖化

防止も含めて、非常にこういうことも大切なこ

とじゃないかと。 

 これ、やはり田舎と申しますか、都会でも、

どこでもこれ、日本国中そうでございますけど、

そういったよい習慣というものが、今、少しず

つ薄れてきております。だから、このよい習慣

を恥ずかしがらずに、皆さんが実施していく、

それから、自分のところの清掃は、朝ずっとや

っていくと、こういう方が、今でも多々あるわ

けでございますけど、ただ、私も堤防の清掃な

んかに行きますと、非常に堤防の草むら、いわ

ゆる草が生えているところにはごみのポイ捨て、

これは車から恐らく投げているんだと思います。

空き缶であるとか、弁当の、本当に食べかすを

捨てておったり、そういったものがたくさん見

受けられました。 

 やはり、これも市民の方々でなく、また、通

る人かもしれませんが、これ、市民の方々皆さ

ん、我々みんながここの町はきれいにするんだ

という意識というものを、きちんと持つという

ことが、皆さんがポイ捨てにしないようなもの

につながるんじゃないか。 

 きれいなところに捨てますと、どうしても、

人はそんなところにごみを捨てたがりません。

なんで堤防敷の草むらに多いかといったら、草

ぼうぼうでございますから、そういったところ

にはわからないから捨てていくと、これは人間

の悪しき慣習かもしれませんが、そういったこ

とがございます。 

 市民一人ひとりの意識の高揚と実践というも

のを、我々もまた、広報もしていかなきゃいけ

ないし、お願いもしていきたいと、このように

も思っております。 

 それから、各種催しごとへの市職員の参加で

ございます。有田議員が、先ほど、るる申され

たこと、そのとおりだと思います。 

 市の職員の参加につきましては、余り強制も

できませんが、呼びかけもしておるということ

でございまして、我々、庁内でも各所属長を通

じまして、せっかくの催し物があるときには、

できるだけ業務に支障がない限りは、参加する。 

 それから、昼間やりますと、どうしても業務

というものがございますので、これ、離れるわ

けにいかないという。それから、夜なんかも、

それぞれの個人の事情はあるにせよ、やはり市

民として、参加をしていただきたいということ

で、各団体、そして市の主催、そういうものが
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たくさんあるわけでございますので、これにつ

いては、できるだけ参加していこうという呼び

かけをしております。 

 月１回の補佐会議があります。そしてまた、

毎週、庁議というのがございます。そういう席

でも、催し物につきましては、これ、市の主催、

ほかの団体の主催いかんにかかわらず、そうい

った予定行事を公表しまして、皆さんが一人で

も多く参加していただくということが大切なん

で、職員にも呼びかけておる、今、そういうこ

ともやっております。 

 これ、せっかくいい文化講演会とかあったと

しても、観客の方が少なかったら、講師の方に

も失礼にも当たりますし、非常に皆さんの参加

を、ぜひ呼びかけたいし、また、市民の方もご

協力も願いたい。 

 これ、市の職員に限らず、皆さんに参加をい

ただきたいというふうに、私自身も思っており

ます。 

 この点は、先ほど、有田議員のおっしゃった

ことと全く違ったことではございません。 

 それから、あと、いろんな催し物がございま

す。今回、私どもではボランティア、いろんな

やっぱり、見る方ばっかり、聞く方ばっかりじ

ゃなくて、参加するという、お世話役をすると

いうふうなことで、ボランティアの登録という

ものを、これからしていきたいと思っておりま

す。 

 これは、一般市民の方に限らず、これは市役

所の職員もボランティア登録というものをして

もらいたい。これから、この登録の仕方も、イ

ベントに参加、それから、例えば小学生とか中

学生のいろんなクラブ活動ですか、いろんなス

ポーツ活動をされているところで、大人が教え

てますよね。そういった方々で、ボランティア

で指導できる方、そういったこととか、災害の

ボランティアであるとか、いろんなボランティ

アの形があると思います。そういったものに対

して、区分を分けて登録していただいて、お手

伝い願える方を、その都度、その登録された方

に、まずもって協力願いをすると、いうふうな

ことを今、やろうとしております。 

 そういった形で、見る・聞く、それから参加

するということで、市民の方、そして市役所の

職員も、そういった形で参加をしていきたいと、

このように思っているわけでございます。 

 それから、子ども議会でございます。これ、

市長ということと、あと、教育長もということ

でございますが、教育長と、実はこの話につい

て話しておりまして、代表して答えさせていた

だきたいと思いますが。 

 子ども議会というご提案でございますが、こ

れも一定、子どもたちと大人との関係と申しま

すか、いろんなことを話し合いするということ

は、非常に有効なことだと思います。 

 私自身も、実は、ここに来る前、朝は子ども

たちによく会うんです。ごみ捨てのときも、よ

く、早い子たちに会うんですが、自分からおは

ようと言って、声はかけて、非常に、いつも会

う子たちとも仲良くなって、今、おんちゃんち

ゅうていう話で、よく話をさせていただいてい

るんですが。 

 子ども議会に限らず、我々、市の代表者と子

どもたちと触れ合う機会というものも、一定、

あっていいんじゃないかなと。選挙権があると

かないとかじゃなくて、子どもたちが先生以外

のこういった行政の者と話し合って触れ合うと

いう機会も、私自身はあっていいんじゃないか

なというふうに思いますし、また、小学校、中

学校、いろんな催し物があろうかと思います。

そういったときに、子どもたちと直接、話し合

える機会があれば、そういったところにも参加

はしていきたいと。 

 今までも、こうやって参加してくださいとい
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う要請があれば、できるだけ行くようにはして

おりますが、こういった形でご提案をいただい

たということは、非常に大切なことだと思いま

すので、できるだけ小学校、中学校、また高校

生にも、本当は触れ合いというふうには思って

いるわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） ３番、有田議員のご

質問にお答えをしたいと思います。 

 １つ目の、子ども議会についてでございます

けれども、これは、先ほど市長がお答えしまし

たが、私とお話の中で、代表してということを

言われておりますので、よろしいでしょうか。 

 なお、私も同じ考え方でございますが、なお、

中学校の子ども議会のときには、私がちょうど

宿毛中学校の校長をしておりまして、私も傍聴

席で、この様子を見て、また取り組みを見まし

て、大変いい、子どもたちには財産になったな

と、こういうふうな思いでおりました。 

 そういうことで、小学校、ちょっと年齢的、

発達段階の面から考えてどうかなと。この会議

場に、中学校と同じような形でというのはどう

かなという思いもありますが、いずれにしまし

ても、市長、あるいは行政のトップの方々と子

どもたちが、自分たちの生活に対する思いや願

い、そういったことについて話し合う場を持つ

ということは大事なことだろうと、こういうふ

うに思いますので、まず小学校現場の先生方の

ご意見も聞きながら、進めていきたいなと、こ

ういうふうに考えております。 

 それから、２番目の防災頭巾の所持について

でございますけれども、宿毛市の小・中学校で

は、将来、想定されます南海大地震に対して、

危機管理マニュアルを作成をしております。こ

れは、地震災害だけでなく、不審者に対する危

機管理の問題とか、それから、火災とか、そう

いったことについて、あらゆる安全管理の面で

の危機管理、これをマニュアルをつくりまして、

実際、訓練もしておると、こういうところでご

ざいますが、そういうところで、各学校、懸命

に取り組んでおります。 

 この地震を初め、この自然災害、いつ襲って

くるかわからないので、常日ごろ、そういった

訓練が、防災意識を高めるため、あるいは訓練

を実際に取り組んでおるわけですけれども、こ

の防災頭巾を身の回りに置くことは、いざとい

うときの安全確保、そういう面とともに、防災

意識ですね、これを向上さすといいますか、高

揚さすと言いますか、そういう面で大変、役の

立つと言いますか、そういったことだろうと、

こういうふうに考えております。 

 議員さんも言われましたように、高知県内で

は一ツ橋小学校が最初に手がけまして、そして、

幡多管内では、佐賀の小学校が取り組んだとい

うことで、私自身もお話を聞きました。 

 婦人会とかＰＴＡの保護者の力を借りて、取

り組んできたということをお聞きしまして、大

変、その防災意識を育むと言いますか、そうい

う面で、非常に役に立ったような気がすると、

校長さんからもお話を聞いたわけです。 

 それで、私自身も、教育委員会にもこの件も

検討いたしました。 

 実際問題、この災害時に、防災頭巾以上に、

今、持っておるヘルメットですね、これが非常

に有効ではないか。頭を保護するというような、

身体を保護するという面では、非常に防災頭巾

よりいいのではないかなということもあります

けれども、そばに置いて、常に置いておける。

それから、意識の高揚、子どもはもちろんのこ

とですけれども、家庭、地域、そういった面で

の意識の高揚という面で、非常に役に立つので

はないかと、こういうふうにも考えますので、

今後、やはり学校現場のそういう取り組みもあ
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りますので、学校現場の先生方に、あるいは校

長会等に、このことを出して、検討もしていき

たいと、こういうふうに考えております。 

 それから、生徒指導総合連携推進事業の取り

組みの実績、あるいは、来年以降の取り組みに

ついてということで、お答えをしたいと思いま

す。 

 この事業は、平成１６年及び１７年度の２カ

年の事業として、国の委託を受けて実施してお

ります。 

 この事業の目的としましては、有田議員さん

も言われたように、子どもたちの基本的な生活

習慣の確立を初め、地域社会における児童、生

徒の問題行動の予防や、健全育成を図ることと

なっております。 

 このため、民生児童委員や少年スポーツ指導

者を初め、各種団体の方々にご協力をいただい

て、宿毛市生徒指導総合連携推進会議を立ち上

げ、委員４５名で事業目的を達成するための協

議や活動を行っておるところでございます。 

 平成１６年度の取り組みといたしましては、

民間企業の宿毛商銀を初め、市内全小・中学校

における、毎月第３月曜日のあいさつ・声かけ

運動の実施、宿毛警察署と連携をして、非行防

止教室などを行っております。 

 平成１７年度は、宿毛ライオンズクラブより

あいさつ・声かけ運動用として、桃太郎旗の寄

贈を受け、保育園、幼稚園を初め、市内すべて

の郵便局、ＪＡ高知はた農協宿毛支所、出張所

に配布、協力をお願いして運動の輪が広がって

おります。 

 また、市内の土佐くろしお鉄道高架下や、国

道５６号線の橋脚などに点在をいたします落書

きを、３１カ所、補導センターの職員が調べた

ところであるわけですけれども、この落書きを、

関係団体の方々や、児童生徒及び教職員が連携

して、消す取り組みを展開をいたしました。 

 それから、市内販売店、小売店と連携をし、

子どもたちが店への出入りの状況などの実態調

査を行って、この調査をもとに、生徒指導、あ

るいはいろんな基本的な生活習慣の確立とか、

そういった面で生かしておるところでございま

す。 

 また、その教職員に対する定期的な小・中学

校、高等学校の生徒指導担当者と関係機関との

合同会の実施や、不登校指導者担当合同会など

を行って、教員の資質指導力の向上、あるいは

会員のそういった面の向上に努めておるところ

でございます。 

 また、一般の方々も対象といたしました県警

サポートセンターや、若草園などで活躍をされ

ている専門家の方を講師に招いて、実態学習講

演会の開催なども行っております。 

 このように、さまざまな取り組みを行う中で、

大人と子どもたちのコミュニケーションが図ら

れ、距離感が少しずつではありますが、縮まっ

ていると、このように考えております。 

 この落書き消し活動においても、地域の環境

をよくすることにより、安全、安心なまちづく

りが行えることを、子どもたちに理解さすこと

ができると、このように考えております。 

 また、危機管理的な面では、養育に問題があ

り、緊急を要する事案に対して、学校、警察、

児童相談所などと連携をして、即応することが

できました。 

 このような事業効果が少しずつではあります

が、あらわれておりまして、私自身も大変喜ん

でおるところでございます。 

 そこで、来年以降についても、この取り組み

を継続し、事業は一応、２カ年で終わるわけで

すけれども、来年以降、この取り組みを生かし

ていきたい、発展をさせていきたい、このよう

に考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（岡村佳忠君） ３番有田都子君。 

○３番（有田都子君） ６点にわたります質問

に対して、本当に温かい、前向きなお答えいた

だきまして、本来ならここでありがとうござい

ますと退席のところでございますけれども、何

点かの再質問をさせていただきます。 

 １点目の地球温暖化対策について、確かにも

ろもろの取り組みをしていただいていること、

事実このクールビズについても、本当によき取

り組みだと思うんですけれども、認識させてい

ただきました。 

 啓発活動につきましても、広報の７月ですか、

７月号の裏面に、温暖化って何っていうような

質問形態、それから、今できることっていうふ

うな形で、広報に載せていただきましたし、そ

れから、県の方からも、国の環境省からも、そ

れなりの、一人ひとりができることという、そ

ういうチラシも、市民の中に配布されておりま

す。 

 そういう啓発活動もされてきている。 

 ただ、もろもろ、電気の節約、もろもろのこ

とをされているということをお聞きしましたが、

各課で、課同士の合同的な会議とか連携とか、

そういうものは持たれていて、それが定期的に、

これからも持たれていくというような形を、あ

るものなのかどうなのか。 

 別に私は、ＩＳＯ１４００１ではという形で

はありませんし、数字的にこうなって、こうな

って、こうなったというような細かいところま

での把握はない。その取り組みの一生懸命さと

いうものが、日々増加していけばいいとは思う

んですけれども、常に各課の合同のそういう環

境問題についての会はもっていただきたいこと

と、それから、こういう広報活動も、市長がこ

れからもたびたび、こういうことは伝えて、市

民の皆さんに知っていただきたい。宿毛は割と

美しい自然の中ですし、そういう意識が少ない

からとありましたが、定期的に、世界の状況、

地球の状況というものを、むやみやたらな恐れ

を抱かす報道はいけませんけれども、そういう

世界的な状況、例えば南極の氷がとけているん

だとか、オゾンホールが非常に大きくなってい

るんですよという、サンゴ礁の生態が変わって

いるんですよと、もろもろの状況も織り込みな

がら、恐れを余り抱かせないような内容にての

啓発活動は、おいて、何回か、ずっと続けてい

ただきたいと思います。意識向上のために続け

ていただきたいと思います。 

 それから、特に、いろいろ紙の裏面を使うと

か、電気を消すとか、そういうことは取り組ん

でいただいてますが、私、２点ばかり、その市

庁舎の取り組みに加えて、目を注いでいただき

たい点は、駐車しているときや、それから長時

間車をとめておりますときにエンジンを切る。

アイドリングストップですね。 

 それと、それから、買い物マイバック、買い

物袋持参という、その２点を、もちろん公用車

の多いことですし、それから通勤者の多い市庁

舎のことですから、公用車の場合でしたら、ガ

ソリンの消費の削減につながりますし、そうい

うことももちろんされているとは思いますが、

その目の注ぎを強くしていただきたいというこ

とを、再質問としてお願いしたいと思います。 

 それから、２点目の軒前清掃については、市

長もおっしゃっていただきましたように、これ

はこの家同士の批判のしあいっこになってしま

っては、これは何の意味もありません。あの家、

この家、そういう比較とか競争とか、そういう

ふうな意図で、私は出したのではなくて、市長

もおっしゃいましたように、美しいとこには、

ポイ捨てや犬のふんや、そういうことを捨てに

くくなるモラルの意識づけ、意識を築いてもら

う。そのための、私も１つのこういう方法。ボ

ランティアの輪がどんどん広がってくださるこ
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とは、本当に求めることですし、そういう意識

の１つの方法として、出させていただいたこと

であって、家族とには、１軒には子どもたちも

みんな家族の構成がおります。だれかが気づけ

ば、そして塵を拾い、街路樹の草を引く、もろ

もろそういった意識が高まっていって、本当に

美しい町にしていくという意識の向上のための

１つの方策として、出させていただいたので、

市長のご答弁の要旨と、本当に私もありがたく

受けとめさせていただいたんですけれども、そ

ういったことを、これからも市長もよりリード

をとっていただいて、全体的に下ろしていただ

き、各団体、商店、もろもろの形で、またお願

いの形をとっていっていただけたらなと。 

 あくまでも競争したり、非難のしあいっこに

なるような意図ではないことは、お考えいただ

きたいと思いますし、また、先ほど言いました

ボランティアの登録のことでございます。非常

にうれしく拝聴させていただきました。 

 私も今回、ボランティアの件もださせていた

だきたいと思っていたんですけれども、今回、

あれですが、本当にそういう登録制というか、

例えば、花の植える、そういう植樹に詳しい方

とか、また、もろもろの、今言ったようなプロ

的なまでにも技術を持っている方もたくさんお

られますし、そういう登録、そして本当にボラ

ンティアの団体の認識ですか、集約ですか、そ

ういった意味で、本当にこのボランティアの登

録ということはありがたいことだと。ぜひ、よ

ろしくお願いいたします。 

 この点については、何かあればですが、特別

に求めません。 

 それから、催しごとのことも、先にも述べさ

せていただきましたように、本当に各種イベン

トのとき、市の職員が土日返上で汗をながして

いることもよく存じております。 

 それから、もろもろの催しごとに積極的に参

加している職員の方も存じております。それか

ら、時間から時間のお勤めで、土日、夜間が本

当に大事だという、心に寄り添う気持ちも、私

も持っております。 

 しかし、やはり今言いましたように、宿毛市

の価値を高める、本当に価値、本当に文化的価

値、そしてお客様に対するおもてなしの心とか、

講師へのもろもろ、それから自分の研修の場に

なるんですね。そういったことから、できるだ

け広げていただきたい、そのご努力を、そして

また、一人ひとりが気づいていただきたい。 

 ただチケットを買うでとまるではなくて、足

を運んでいく、そういうふうなところまで、強

制ではないんですが、意識を高めていく日々の

ご努力、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、子ども議会でございますけれども、

子ども議会は、ことしは９月に、こうして出さ

せていただいたということは、年間のカリキュ

ラムを立つ上で、非常に遅きに失した感がござ

いまして、ことしは無理とは思いますが、来年、

できる限り早い時期に、そういう場を、とても

子どもたちの心が、うれしいなと思えるような、

何かいいアイデアをお考えいただいて、そうい

う子ども、議会という名前で呼ばせていただき

ますけれども、そういう形をとっていただきた

い。 

 その時期的なものがお心にあるならば、少し、

大体のこと、教育長、お聞きいたします。 

 それから、防災頭巾ですが、確かにヘルメッ

ト、それは常に数、中学生の場合はほとんどお

持ちになられていると思いますし、教室の隅に、

これ防災頭巾も常にかけておくわけですね。 

 ですから、ヘルメットも確かにあれではあり

ますが、私はちょっと、ヘルメットの場合、あ

ってはならないことですが、何かのふざけのと

きに、ちょっと角がとがって危険かなという思

いもしたんですが。また、教育的見地からする
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と、そういうこと、ヘルメットを遊びの材料と

か、ふざけの材料に使ってはいけないとするの

も、また教育的視野でありますから、それは、

そこまでは考えなくていいと思いますが、中学

生はヘルメットを、さしあたり当面はしても、

小学生だとか、低学年とか、そういうことは防

災頭巾の意味が多いと思いますが、ただ、ここ

で言わせていただきたいのは、防災頭巾が１ク

ラスの中に、例えば数名であってはいけないと

いうことです。 

 これは、子ども心の、これもないにこしたこ

とはないんですが、からかいの材料になっては

いけない。ですから、もし、これからご検討を

いただく中でも、例えば少人数の学校から始め

る。また、１年生から始める、クラスから始め

る、そういうふうな１つの単位で考えていただ

かなければ、持ってきたい人は持ってきなさい

では、少し、ちょっと教育的な視点が不安に感

じるところもありますので、そういった視点で

ご討議願いたいと思います。 

 その点について、何かあればお願いいたしま

す。 

 それから、宿毛市生徒指導連携推進事業でご

ざいますが、もろもろの効果。あいさつ運動は、

私も自分の柱にあいさつ、声かけを大切にして

おるわけですけれども、本当にもろもろの取り

組みによって、それだけのやはり、温かい兆し

が出てきていると、強く認識しているというお

答えをいただきましたが、この事業が、予算的

に補助、国の補助によって２年間されて、その

後は市の単独となれば、市の補助も、市のお金

でやっていかなければならなくなります。 

 今、予算執行、市長への質問ではございませ

んので、即答はできないとは思いますけれども、

今一度、この事業を本当に続けていこうという

お気持ちがあるかどうかの、もう一度、決意み

たいなものをお伝えいただきたいと思います。 

 そういうことで、それと、この中に、私は特

に２つのことを織り込んでいただきたい。 

 １つは、子どもの居場所です。夜回り先生の

水谷先生という方のこと、いろいろ皆さんご存

じだと思いますが、今、子どもは帰っても１人、

夜も１人、そして、割と打ち明けていけれると

ころもないというようなとこで、私は以前、法

務局を、そういう皆の駆け込みの場所という言

葉は好きではないんですが、皆さんが、年代を

超えた、寄り合える場所にという思いも持って、

質問にと思ったんですが、いずれ出させていた

だくつもりですが。 

 その場所はともかくとして、その居場所のこ

と、居場所づくり、それと、それからいじめで

すね、いじめによって心の受けた後をフォロー

するよりも、少しでも早く子どもたちの中で、

私たちは何かの縁でクラスが一緒に、そういう

同級生となったということは、すごい大切なこ

とだと思いますし、とにかくいじめをという問

題、その２つを特に、この連携推進事業の中で

目を注いでほしいと。 

 何かあれば、そういうことをお願いします。 

 これはやっぱり、時間をかけて、教育はもち

ろん、この推進事業だけで教育はされるもので

もなく、生活指導がされるものでもありません。

地域、家庭、学校、もろもろが合わさって、子

どもの心育て、大切なことに向かっていくわけ

ですが、こういうせっかくの多くの人が手を握

って頑張ろうという、この推進事業、これはぜ

ひとも続けていただきたいと思うものでありま

すし、その中に、やはり今の２つは、特に目を

注いでいただきたいと思うものであります。 

 以上、再質問といたします。お答えできるこ

とがございましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（岡村佳忠君） この際、３番有田都子

君の質問に対する答弁保留のまま、昼食のため
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午後１時３０分まで休憩いたします。 

午前１１時２４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時３４分 再開 

○副議長（菱田征夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ３番有田都子君の質問に対する答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 有田議員の再質問にお

答えいたします。 

 地球温暖化防止という観点での、いろいろな

ご提言もあります。我々、先ほど申しましたよ

うに、総合的な会議というのは、毎週、一応、

庁議というものを開催しておりまして、そこで、

各課のいろんなことにつきましては、話し合い、

意見の交換というものをしているわけでござい

ますが、特に、定期的に地球温暖化防止に関す

るこういう会議というものを、やはり、きちん

と、この庁議の場を活用するのか、それともま

た、これは別に、定期的な情報交換、それから

対策というものを考えていくのか、これはこれ

から庁議の席でも、きちんとした話し合いをし

てまいりたいと思っております。 

 そういうことで、先ほどのご質問というか、

お話の中にありましたけれども、アイドリング

であるとか、マイバッグ運動であるとか、そう

いったものにつきましても、いろいろ、個々の

ものがいろいろ重なり合わないと、これが効果

が上げられないということでもございますし、

まず、庁内含めまして、温暖化防止のための、

一つひとつの積み重ねというものをやっていき

たいと、こんなに思っておりますので。 

 また、いろいろないい情報とかございました

ら、また教えてもいただきたいなというふうに

思います。 

 それから、何を一人ひとりが実施すべきかと

いうことですね。自分がやっていかなきゃいけ

ないこと。 

 私、よく思ってますのが、市役所の前の駐車

場で、車がエンジンをふかしたまま、ずっとと

まっている状況がございます。 

 これ、恐らくこの暑い中で、手続を待ってい

る間に、車の中暑くなるからじゃないかなとは

思っておりますけれども、こういったアイドリ

ング関係も、少しは皆様方にご理解もお願いし

たいなということも思っているわけでございま

す。 

 それから、子ども議会とか、あと防災頭巾関

係につきましては、また教育長に方からも説明

をさせていただきたいと思いますが、先ほど申

しましたように、子ども議会、ことしはちょっ

と、時期的なものがありまして、できるかどう

かわかりませんが、また、庁内でも時期的なも

のも話し合ってもまいりたいなと、こんなに思

っております。 

○副議長（菱田征夫君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） ３番、有田議員の再

質問にお答えをいたします。 

 子ども議会についての計画でございますけれ

ども、本年度は、年間計画、今、学校は非常に

きめ細かな、稠密した計画を立てて取り組んで

おりますので、今年度は無理だと、このように

思いますので、来年度以降の中で、次の校長会

に、先生方に投げかけて、そういう取り組みを、

計画をしていただきたいと、こういう話を持っ

ていきたいと、このように考えております。 

 それから、防災頭巾の取り組みでございます

けれども、先ほど言いましたように、校長先生

方に投げかけて、取り組んでもらうようにと、

こういうことでございますけれども。 

 その中で、頭巾、今の子どもはヘルメット１

つでも、髪が崩れるとか、いろんな形でなかな

かかぶらないと。身を守る、そういう物に対し
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ての意識も非常に弱い面があろうかと思います

が、まず形、格好が優先している面がございま

すので、そういった取り組みもせんといかんと

思っておりますが、なお、頭巾という形になり

ますと、中学校なんか、ほとんど今、現時点で

考えるのになかなか無理な面があろうかな。 

 小学校当たりが、この取り組みをするとした

ら、妥当ではないかなと、そういうふうに思っ

ておりますし、これも、行政が一方的に、上か

らということではなくて、校長先生方や学校に

投げかけて、十分、そういう意図を検討してい

ただいて、取り組んでいくようにしたいと、こ

のように考えております。 

 それから、生徒指導推進連携事業の件で、居

場所づくりですかね、この点はもう、教育研究

所と学校教育課が常に校長会通して、不登校の

子ども、あるいは生活上問題を起こした子ども

とか、そういう子の学校での居場所、教育研究

所には、ひとつ適応教室と形でありますけれど

も、居場所づくりというの、ぜひ何とか確保し

てほしいと、こういう形で取り組んでおります

ので、これをなお一層、継続して取り組んでい

きたいと思います。 

 それから、来年度の以降の取り組みですけれ

ども、これは、２年間の９０万、１００万近い

ような金が要るということで、２年間過ぎまし

たら、国の方からお金は下りませんので、いろ

んな事業をするには金が伴います。そういうこ

とで、市長にも理解をしていただいて、せっか

くつくり上げた組織、そして、まだまだいじめ、

不登校、問題行動等は解消しきってないという

ところで、積極果敢に取り組んでいく必要があ

りますので、ぜひそういう形で取り組んでいき

たいと、こういうふうに考えております。よろ

しくお願いします。 

○副議長（菱田征夫君） ３番有田都子君。 

○３番（有田都子君） 再質問に対してのお答

え、ありがとうございました。 

 １００年前に比べて、現在、１２倍もの二酸

化炭素が出てきておるという、おるらしくて、

温暖化をとめるには、現在の３分の１ぐらいま

で減らしていく必要があるという、学者の説で

ございますけれども、本当に子や孫のためにも、

ストップ温暖化を進めていかなければならない、

温暖化防止に向かっていかなければならないと

いう対策に心を砕かなければならないというと

きにきている、これはもう、本当に待ったなし

の状態だと思っております。 

 それで、各庁議などがあるために、環境問題

に限っての各課の合同会議などは、特別もたれ

るか、もたれないかということは、今後のお話

の中にあるということですけれども、ＩＳＯの

取得ということまではいかないにしても、取り

組むということの裏には、ある程度の、今はす

ぐに出なくても、数字的な経過、良好に向かっ

ていくという、数字的なものも、いずれはやは

り把握していっていただきたいという思いもあ

りますので、ぜひとも、この温暖化に向けての

会議というものは、お考えいただきたいと思い

ます。 

 それから、もう、教育長のお答えに対しての

再々質問はいたしませんが、１点、私は、ちょ

っと再質問に忘れておりました件は、以前、先

ほどの第１回の質問でも申させていただきまし

たように、非常に朝、朝食をとらずに、おなか

のすいたままで学校に行く、朝食抜きの児童生

徒対策について、そのことについての質問のと

きに、この生徒生活指導総合連携のこの事業で、

そのことに対して、学習し、そして皆さんに、

このことに対しての改善に対して、頑張ってい

きたいというようなお答えをいただいておりま

したので、今、この問題を出した以上、そのこ

とをそのまま消してしまうことはできませんの

で、その１点について、お答えいただきたいと
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思います。 

 それだけでございますけれども。それを再々

質問といたします。 

○副議長（菱田征夫君） 教育長。 

○教育長（嶋 統一君） ３番、有田議員の再

質問にお答えをいたします。 

 朝食抜きの取り組みの件でございますけれど

も、この事業には、基本的な生活習慣の確立と、

そういう中で、いろんな問題行動が起こるとい

うとで、取り組みを展開しておりますので、各

学校ですね、朝食の状況いいますか、そういう

ものを調査して、それを集計して、そしてまた、

各学校でそれを、家庭を通して、あるいはこの

子どもに、ここの子どもにどういうふうな対応、

取り組みをしていいのかということを話し合い

で、結論みたいなものを出しまして、取り組み

を展開しておると。 

 そういうものを総合、この推進事業の中で、

連携推進事業の中で、取り組んで、大きなテー

マとして取り組んでおりますので、ご報告をさ

せていただきたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君） ３番有田都子君。 

○３番（有田都子君） 先ほど、再々質問でお

答えいただきましたように、この事業について

のかたいお覚悟というものもお伺いできました

し、ぜひとも、２年間の過ぎた後も、お続けい

ただきたいと思います。 

 以上で質問を終わりますが、１つだけ言葉を

添えさせていただいて終わりにさせていただき

たいと思います。 

 ノーベル平和賞の受賞者であり、ケニアから

広がった植樹運動、グリーンベルト運動の指導

者、ワンガリー・マータイ博士の言葉に、「未

来は未来にあるのではない。今、このときから

しか未来は生まれないのです。将来、何かを成

し遂げたいなら、今やらなければならないので

す。」という言葉があることを知りました。 

 老若男女、宿毛市民すべての笑顔のために、

環境問題にも教育問題にも、福祉の問題にも、

そしてさまざまな課題に対しても、今、きのう

より力強い、よい一歩を踏み出していきたいも

のです。 

 一般質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君） １６番中川 貢君。 

○１６番（中川 貢君） １６番、中川です。

ただいまから、一般質問を行います。 

 通告に基づいて、順次、質問をいたしますの

で、適切なご答弁をお願いしたいと思います。 

 まず、最初に、１点目でございますが、戸籍

情報の職務上請求書不正利用事件につきまして、

市長にお伺いをいたします。 

 ことし６月、宿毛市情報公開条例に基づきま

して、公文書の開示請求を行い、２００３年１

０月に兵庫県の行政書士が、行政書士会の統一

職務上請求用紙による戸籍謄本を、戸籍当事者

本人の知らないところで、職権によって入手し

ていた事実が判明をいたしました。 

 この行政書士は、興信所と結託をいたしまし

て、個人の重要な戸籍情報を職権で入手し、そ

して興信所を通じて横流ししていたことが、本

人の提出した不正入手の請求リストから明らか

にされております。 

 今回の宿毛市の請求事例も、このリストに合

致していることが判明したわけであります。 

 この事件の経過について、若干、説明をして

おきたいと思います。 

 昨年１２月、兵庫県内で興信所と神戸市の行

政書士が、戸籍謄本を不正に入手していた事件

が発覚をいたしました。兵庫県の行政書士会が

調査いたしましたところ、１通２，５００円か

ら３，０００円で、重要な個人情報である戸籍

情報が売買されていたことや、職務上請求書の

主要目的欄には、添付書類と記載し、提出先に

は依頼人と記載しただけで、行政窓口は簡単に
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その戸籍謄本、抄本を提供していたということ

が明らかになっています。 

 ことしの４月２９日に、この行政書士から提

出されたリストによりますと、６つの興信所か

らの依頼で、２００１年３月から２００４年４

月までの３年間で６５３件、これは佐賀県を除

きまして、全国４６都道府県に及んでおります。 

 この戸籍情報を不正請求していたことが判明

したわけであります。この行政書士は、６月７

日に、兵庫県から業務禁止処分を受けましたけ

れども、処分の前に、既にみずから廃業をいた

しております。 

 そのほか、さらに宝塚市の行政書士の補助者

３人が、同様の行政書士会の統一職務上請求用

紙を利用いたしまして、戸籍情報を不正請求し

ていたことも明らかになりました。 

 この事件では、知人の依頼で１件当たり１万

円の報酬を得て、不正請求していたことや、２

００２年１月から、２年１０カ月の間に、戸籍

謄本など、７５５件を請求して、その大半が不

正に使用されていたことがわかっております。 

 この事件では、京都府の女性が、不正利用し

た職務上請求書によって身元調査が行われ、縁

談が破談になったといたしまして、この行政書

士を現在、提訴しているようであります。 

 このほかにも、６月２１日には、東京都台東

区の行政書士が、相続書類作成のためと虚偽の

申請を行い、戸籍謄本や住民票を不正入手した

として、８カ月の業務停止処分を受け、また、

７月２７日には、名古屋市でも同様の事件で、

元行政書士が科料処分を受けております。 

 これらの興信所による身元調査に不正使用さ

れた事件のほか、住民票を不正に入手して、詐

欺などの犯罪に悪用する事件が、全国で多発し

ております。今回の戸籍情報の職務上請求は、

行政書士のほか、司法書士、土地家屋調査士、

税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、

弁護士の８業種が職権で認められております。 

 この職務上請求書を統一請求用紙に基づく請

求権を行使した場合は、基本的に、市町村の窓

口におきましては、不当な目的を証明する物証

がない限り、拒むことができないのが現状であ

ります。 

 これから質問の本題に入りますが、実は、こ

の兵庫県で発覚いたしました行政書士が、佐賀

県を除く全国で不正な職務上請求を行ったこと

を、行政書士本人と行政書士会が認めたことか

ら、宿毛市ではどうであったのかということを

確認をしたいために、６月１日付で、私は宿毛

市情報公開条例に基づきまして、公文書の情報

公開請求を行いました。 

 その結果、冒頭で触れましたように、６月１

４日付で公開された公文書によりまして、この

神戸市の行政書士による職務上請求書が１通存

在することが判明したわけであります。 

 既に、この行政書士は廃業しておりますけれ

ども、兵庫県、総務省、日本行政書士会連合会

などの調査で、職務上請求書の使用目的と提出

先欄に虚偽の記載をしていたことが明らかとな

っております。 

 もちろん、行政書士本人もそれを認めており

ます。こうした事態を受けて、総務省は、こと

し４月６日、各都道府県住民基本台帳担当部長

あてに、統一請求用紙の取り扱いに関する通達

を出しまして、統一請求用紙の記載が適切に記

載されているかを審査し、慎重に対応すること

を求めたほか、資格のある８業種の連合会に対

しても、同じ４月２６日付で５項目にわたる統

一請求用紙の適正な使用管理についての依頼を

行っております。 

 さらに、法務省は現在、原則公開になってお

ります戸籍簿を、原則非公開にすることを柱と

した戸籍法の改正に向けて動き出しております。 

 この秋には、法制審議会に図り、来年の通常
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国会への改正案を提出するという運びに計画さ

れておるようでございます。 

 このほか、総務省におきましても、住民基本

台帳の閲覧制度を見直す検討会を発足させてお

ります。 

 全国の自治体でも、条例で住民基本台帳の閲

覧を制限するところが増加しているようであり

ます。今回、問題になりました神戸市の行政書

士が、職務上請求用紙で請求した自治体の中で

は、ほとんどの市町村窓口では簡単に、戸籍謄

本などの交付をしております。もちろん、宿毛

市もそういうことになっております。 

 しかし、篠山市と神戸市の長田区役所につき

ましては、これをきっぱりと拒否をしておるよ

うであります。宿毛市においても、不正目的で

職務上請求が行われたことが判明した以上、宿

毛市行政として、戸籍法、住民基本台帳法、個

人情報の保護に関する法律や、宿毛市個人情報

保護条例、これは７条の２項にも指摘されてお

りますけれども、宿毛市情報公開条例、人権尊

重の社会づくり条例等々の法制度に照らしまし

て、本人の知らないところで、自分の重要な戸

籍情報が売買されるという由々しき事態に対し

まして、迅速かつ適切な行政対応を行うべきだ

と考えます。 

 宿毛市行政としての見解と、再発防止のため

の施策や、抜本的な法整備、具体的には、戸籍

法の抜本改正や人権侵害の救済に関する法律の

早期制定などの必要性につきまして、行政とし

て、これからの取り組みにつきまして、お聞き

をいたします。 

 次に、情報格差の解消と、情報化戦略につい

て、市長にお伺いをいたします。 

 １点目といたしまして、２０１１年７月の地

上波デジタル化への対応について、お伺いをい

たします。 

 総務省が公表した資料によりますと、高知県

内の地上波デジタル放送が、高知局として開始

されるのは２００６年１１月からということに

なっておるようであります。 

 その後、県下４カ所の中継局を順次整備し、

２０１１年には、それぞれ放送が開始されるも

のと考えられております。 

 ４カ所の中継局の中で、高知県西部地域では、

宿毛と中村の２局のみとなっておりまして、既

に宿毛サテライト局の地上波放送、各局のデジ

タルチャンネルの割当も決まっておりますけれ

ども、各局の具体的な整備時期でありますとか、

放送開始時期につきましては、今のところ、ま

だ、明らかにされておりません。 

 総務省の情報通信審議会は、ことし４月２９

日、「地上波デジタル放送利活用のあり方と、

普及に向けて行政の果たす役割 ２０１１年全

面移行ミッションの確実な実現に向けて」と題

しまして、第２次中間答申を発表しております。 

 この中で、これからの２０１１年地上デジタ

ル放送に向けた地方自治体の取り組みの方向も

示され、デジタル放送を生かしたサービスの普

及のためには、先導役としての公共分野におけ

る利活用の推進が重要だということで、公共分

野における利活用の推進と、そして通信、放送

の融合の積極活用による円滑なデジタル全面移

行の実現などを上げております。 

 具体的に言いますと、公共分野における利活

用の促進では、災害情報に関する情報提供など

を可能にする携帯端末向けサービス、高度なデ

ータ放送などの実証実験を、２００６年度まで

を目途に行い、その成果を地方公共団体などに

公表して周知し、国は先導的な地方公共団体を

支援していくということであります。 

 また、２０１１年、地上波放送の完全デジタ

ル化への移行を確実なものにするための送信環

境の整備といたしましては、中継局整備の全体

像の明確化をあげ、放送事業者に対しまして、
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２０１０年までに国民に送信環境を整備するこ

となどを求めております。 

 一方、受信する側の環境整備につきましては、

通信・放送の融合を有効な方策の１つとして位

置づけまして、既存の光ケーブル通信網を利用

した伝送路の融合によって、地上波デジタル放

送を普及することをあげております。 

 そして、先導的な自治体には、国が支援して

いくということを提唱をしております。 

 幸い、宿毛市におきましては、県下の自治体

の中でも、積極的に情報化に取り組んだ成果と

いたしまして、既に国の補助事業で宿毛市も出

資し、設立いたしました第３セクター、ここで

はもう、ＳＷＡＮテレビと呼ばせていただきま

すが、ＳＷＡＮテレビのケーブルテレビ網を整

備いたしまして、通信インフラの整備されたエ

リア内では、地上波デジタル放送に対応できる

環境は、とりあえず整いつつはあります。 

 高知県情報基盤化の平成１３年のテレビ難視

聴地域実態調査発表資料を見てみますと、宿毛

市内のテレビ難視聴地域は３２地区、２，４４

７世帯、６，２１３人となっております。その

うち、共聴施設が２４カ所、１，９５１世帯。

この共聴施設につきましては、現在、１１地区、

約４７２世帯が団体でケーブルテレビに加入を

しております。 

 そういうふうな状況でございますが、宿毛市

の説明によりますと、第３セクターＳＷＡＮテ

レビで整備したケーブル幹線網でサービス可能

なエリアは、市内の約９５パーセントまで整備

されたというふうにおっしゃっております。 

 しかし、この９５パーセントという数字は、

サービスが可能なエリアとしての、最大の予測

値でありまして、現状では、このうち、市内世

帯数の約４５パーセント、４，５００世帯が幹

線の延長が必要でありましたり、家庭に取り込

む端子が未設置であるなど、未整備であるため

に、インフラ整備をしなければデジタル放送を

視聴できなくなる家庭が相当数出てくるのでは

ないかと推測されております。 

 当然、現在の共聴施設を含めまして、ケーブ

ルテレビのサービスを全く受けることが不可能

な５パーセント、約５００世帯につきましては、

難視聴地域のまま残されてしまうことになりま

す。 

 ＳＷＡＮテレビは、当初、１０カ年計画で４，

０００タップ、これ、端子の数のようでござい

ますけれども、約３，７００世帯の加入を目指

して事業計画を立て、そして放送事業者の認可

を受けております。 

 しかし、現在、３年目の第３セクターで経営

する株式会社の企業努力だけでは、とても当初

計画にはなかった２０１１年のデジタル化問題

に対して、完全には対処できそうにはありませ

ん。これらの情報インフラ整備が困難と思われ

る市内の４５パーセントにのぼる世帯と、ケー

ブルテレビのサービスの不可能な５パーセント

の集落の受信環境の整備をどうするのかが、今

後の大きな問題となってきております。 

 そもそも、地上波放送完全デジタル化による

この受信問題が発生いたしましたのは、市町村

や地方のケーブルテレビ事業者が原因ではござ

いませんで、電波利用の許認可権を持つ政府決

定が発端になっております。 

 情報インフラの格差を解消していく方法につ

いては、国、県、宿毛市、放送事業者、そして

受信者が連携して送受信環境を整備するべきだ

と考えます。 

 当初、国の有利な事業を導入して、ケーブル

通信網整備を決定した時点で、こういった問題

は想定していたはずでありまして、早急に有利

な補助事業などを導入して、計画的に整備を進

めなければ、２０１１年には、市内で現在の地

上波テレビ放送を全く視聴できない事態が生ま
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れます。 

 高知県が提唱している２０１１年７月に、地

上波テレビが見えなくなる家が１軒もないため

に、という目標でございますけれども、宿毛市

としては、この目標の実現に向けて、何をする

のか。市民の生活や、災害時などの緊急情報入

手の手段として、いまや重要なメディアであり

ますテレビジョンが役に立たなくなる事態をい

かに回避するのか、この今後の計画を示してい

ただきたいというふうに思います。 

 また、２０１１年に地上波デジタル放送が開

始され、アナログ放送が終了することによりま

して、行政としての対応を迫られることは必至

だと思います。 

 住民に対して、２０１１年デジタル化対策に

ついて、事前に余裕を持って、広報等で周知し

ていくことはもちろん、現在、公共放送を受信

している受益者たる住民からの相談を受けつけ

たり、放送事業者と連携する、そのための行政

の窓口も当然必要になるかと思います。 

 庁内のその対応する行政の窓口は、一体どこ

になるのかを示していただきたいと思います。 

 ２点目に、情報インフラ、情報サービスの拠

点化戦略について、お伺いをいたします。 

 国は、昨年１２月、２０１０年までに都市部

とそれ以外の地域の情報格差をなくすことを柱

とする情報技術施策の中期ビジョン、「Ｕ－Ｊ

ａｐａｎ政策」の工程表を発表しております。 

 この政策は、２０１０年までに国民の１００

パーセントが高速、または超高速回線を利用す

ることを、利用可能とすることを目標にしてお

りまして、都市部と地方の情報格差解消に、本

格的に取り組むことを打ち出しております。 

 高知県におきましても、１０年前の１９９５

年、平成７年ですが、高知県地域情報化計画構

想を打ち出しまして、１９９７年に同実施計画、

２００１年に高知情報化戦略２００１を策定し、

その後、２００３年に高知情報化戦略２００５

を、具体的に、今現在、進めておるところであ

ります。 

 ことしは、その最終年度といたしまして、２

００６年から２０１０年までの５年間の新たな

高知県における情報化戦略の策定が求められて

います。 

 高知県の情報化戦略につきましては、高知県

が立ち上げた高知県情報生活維新協議会２００

４年度第３回運営委員会において、一人ひとり

の生活、企業や地域のあり方の変革を、情報化

推進の基本理念とし、高知県民の視点に立った

生活に密着した、わかりやすい情報化戦略案を

策定することを決定しまして、その後、１７回

の審議を重ね、ことし５月、高知県民の情報化

戦略を策定いたしまして、県にこれを提案をし

ております。 

 この中で、教育分野、災害対策、情報格差の

解消、産業振興、福祉医療支援などの分野にお

ける県内の情報化の有効性を提言をしておりま

す。 

 これまで、都市と地方の情報格差の解消が叫

ばれてきましたけれども、これからは、地方に

おける情報格差の解消と、効率的な行政サービ

スを住民に広く提供していくことが求められる

のではないかと考えます。 

 そのためにも、高知県の進めようとしており

ます総合行政ネットワークへの積極的参加と、

市内の少数点在集落への情報インフラの整備を、

行政、民間放送事業者、関係住民が共同で推進

するプロジェクトに取り組むことが、宿毛市の

これからの情報化戦略に必要であると考えます。 

 市長は、四国西南部での情報サービス発信の

拠点都市づくりによって、産業の活性化であり

ますとか、生活文化、医療福祉サービス、防災

対策などを充実させ、安全で住みよいまちづく

りを推進していくビジョンや、戦略を打ち出す
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つもりはないか、お伺いをいたします。 

 ３点目に、携帯メールを利用いたしました緊

急情報伝達システムの導入について、お伺いを

いたします。 

 先だって、襲来しました台風１４号は、宿毛

市内を初め、県内外に大きな傷跡を残しまして、

甚大な被害をもたらしました。 

 被災された皆様方に、心からのお見舞いを申

し上げたいと思います。 

 さて、春野町の東小学校で、今回の台風災害

の非常通信手段として、通信メールが大きな効

果をあげていた記事を、９月８日付高知新聞で

拝見をいたしました。 

 以前にも、この携帯電話のメール機能を活用

した緊急情報伝達システムの導入を、一般質問

で提案をいたしましたけれども、残念ながら、

その後、執行部から具体的な検討内容の結果に

ついてのお話を、いまだにいただいておりませ

ん。 

 今回の東小学校の取り組みは、災害や犯罪か

ら児童を守ろうという理由で導入したもので、

普段、緊急時に連絡がとりにくい仕事事情や、

不審者情報の早急な伝達の要望が出てきたとい

う事情が、背景にありました。 

 今回のケースでは、保護者の持つ携帯のメー

ルアドレスを、校内のパソコンにあらかじめ登

録いたしまして、下校時間の繰上伝達を、パソ

コンから携帯メールへ一斉に発信したものであ

ります。 

 保護者からの評判も上々だったようでありま

して、さらに二重、三重の連絡方法と併用して

活用すれば、さらに信頼性が高まるとも報じら

れております。 

 また、昨年の新潟中越地震では、被災地区中

心に通信回線の故障や、通話規制によりまして、

電話がつながりにくい状況でありましたが、携

帯メールは、比較的良好に通信ができたという

報告も上がっております。 

 ＮＨＫでは、被災直後から携帯メールで使用

できるウエブサーバーを立ち上げまして、携帯

メールによる情報交換で、効果的に現地対策を

進めたと言っております。 

 既にご承知のとおり、災害情報は、行政機関

が集中して管理しておりますけれども、現在の

情報収集能力や、情報伝達能力にはおのずと限

界がありまして、災害情報を全住民がリアルタ

イムで共有するということは、現状ではまず不

可能であります。 

 しかし、宿毛市には、既にケーブルテレビ網

による情報インフラの整備が一定、進捗し、市

内でＡＤＳＬを含めて、ブロードバンドに接続

可能なエリアは９３．４パーセントに上ってい

るというふうに言われております。 

 各家庭におきましても、情報端末のパソコン

が急速に普及しつつあります。さらに、携帯電

話に至っては、あっと言う間に、ほとんどの家

庭で、だれかが１機は持っているくらい、普及

しております。 

 ５年前までは、考えられないくらいに、情報

化が一気に進みまして、行政、学校、企業、個

人など、あらゆる領域でパソコンが活用され、

ブロードバンドの普及に伴い、ホームページの

開設も飛躍的に拡大してきておる状況にありま

す。 

 こうした情報インフラを活用して、緊急時の

災害情報などを双方向で収集、配信できるシス

テムを構築することは、それほど困難なことで

はないように思います。 

 要は、必要性があるかどうかをどう認識し、

積極的に取り組む意思があるかどうかではない

でしょうか。 

 例えば、行政の災害対策本部にサーバー、コ

ンピューターを置きまして、個人情報は一切登

録せずに、希望者にメールアドレスのみを登録
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していただき、緊急情報をいつでも、一斉に発

信、そして受信できるようにすればいいのでは

ないでしょうか。 

 また、登録した住民からの配信によりまして、

市役所で把握できない局地的な災害情報や、緊

急情報を受信もできます。つまり、緊急時に双

方向の情報交換が可能になるわけであります。 

 もちろん、セキュリティーにつきましては、

十分検討し、個人情報の保護や、目的外使用に

ついては、厳しく対応することはいうまでもご

ざいません。 

 それらの問題点やリスクを考慮いたしまして

も、必要なサービスではないかと思います。 

 また、最近、注目を浴びております情報伝達

手段がございます。ことし発生した関東や東北

での地震で、気象庁が設置したナウキャスト地

震計受信機に、緊急地震情報の初期微動のＰ波

をとらえていたことが報告されました。 

 主要動のＳ波が到達する前に、少しでも早く

避難することも可能になることが実証されたと

いうことであります。現在は、実証実験の最中

でございますけれども、近い将来、これらの情

報サービスを利活用できる時代も到来するもの

と考えます。 

 この地震計は、これまで、順次設置されてお

りまして、２００６年３月までに、全国２００

カ所に設置が完了する予定であります。 

 以上、この携帯メール等を活用いたしました

緊急時災害情報伝達システムの導入につきまし

て、市長の考え方をお聞きをいたします。 

 最後に、行政チャンネルと宿毛市のホームペ

ージの充実につきまして、簡単にお聞きをいた

します。 

 ケーブルテレビが宿毛市に誕生いたしまして

３年が経過しましたが、宿毛市の行政チャンネ

ルは、議会中継とその録画放送以外は、全く評

判がよくありません。ほとんどの時間は、お知

らせを文字放送のみで行っております。住民に

必要な行政情報につきましては、無声音、無声

画面ではなくて、音声も入れるなり、そして通

常画面での中継映像、編集映像、具体的には、

これは防災対策の番組であったり、宿毛市の案

内であったり、宿毛市の広報のテレビ版と申し

ますか、行政チャンネル版といった、そういっ

た編集映像も含めた放送を、もっと住民に身近

な行政チャンネルとして、充実していくべきで

はないかと考えます。 

 また、宿毛市のホームページにつきましても、

以前より見づらくなったとか、わかりにくくな

ったというお話を聞きます。 

 訪問者がホームページをのぞいて、すぐに知

りたい情報にアクセスできる工夫が必要であり

ますし、内容も充実させ、更新もしっかり行う

ことが不可欠であります。 

 他市町村のホームページと比較すると、非常

に内容が薄いと感じます。インターネットは、

いまや情報収集の最高のツールであり、ホーム

ページのエントランスともいえるトップページ

につきましては、その自治体の顔として見られ

ております。 

 宿毛市のイメージアップも、イメージダウン

も、そこで決まるかもしれないほど影響力が大

きいと感じます。 

 以上、宿毛市の行政力の物差しとして重要な

意味を持つ行政チャンネルと、ホームページの

お世話につきまして、もっと本気になってする

べきだと考えますが、市長のお考えをお伺いし

て、１回目の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）） 市長。 

○市長（中西清二君） 中川議員の一般質問に

お答えを申し上げます。 

 最初のご質問でございますが、戸籍情報の不

正、職務上請求書の不正利用事件というのが起

こったということで、これに対応するにはどう
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すればいいのかと。積極的に行政として取り組

めということのようでございます。 

 事件の経過については、いろいろ中川議員の

方からたくさんお聞きしまして、十分、把握を

しておるつもりでございます。 

 今回の事件をきっかけにしまして、行政書士

連合会とか、全国社会保険労務士連合会、これ

はみずから、職務上請求書の様式を変更しまし

て、請求の際には、使用目的であるとか、提出

先に加えて依頼者名を明確にしていく。それか

ら、不正使用の再発防止を図ることとされてお

ります。これはもう、承知をしておりますが、

ただ、私ども市役所としましては、今、戸籍法

なりに決められた形での、例えば、先ほども中

川議員がおっしゃいました行政書士を含む８業

種でございますね、こういったことには、請求

事由を明記しなくてもいいというふうな、法律

上のものがございます。 

 請求するものについては、これは、不正使用

で、不正目的で請求するんだということは、絶

対言わないとは思います。請求されても、私ど

もは性善説といいますか、そういった形で、だ

れだれがどういうものを請求したかということ

をもって、法律に基づいて、発行しているとい

う状況でございまして、結果的に、こういった

ものが不正に使用されたということでございま

す。 

 不正に使用されたものについては、これは、

ほかの、これ聞いておりますところによります

と、行政書士はその県の方から罰則を受けたと

いうことも聞いております。 

 申請段階において、これを防止するというの

が、非常に私どものところでは、できるのかで

きないのか、非常に難しいんじゃないかなとい

うふうには思っております。 

 先ほどの神戸の長田区の話とか聞きまして、

こういうことがないようにということは、非常

に我々としてもやらなきゃいけないことでござ

いますけど、今後は、総務省の方でも、ちょっ

と新聞記事とか読みましたら、住基法の閲覧と

かいうものについても、公益調査に限定してい

くと。悪いことに使用されるのは、防止をしな

きゃいけないということで、戸籍法の改正とか、

いろんな動きが今、出てきております。 

 我々も、いちばん窓口を預かっている市でご

ざいます。市町村でございますので、やはり、

法律に基づいた形のものは、これは守らなきゃ

いけないんでございますけれども、これが悪意

に使用されるということについては、法律でも

って、まず防止をできるような形をとっていた

だかなきゃいけない。 

 結果的に、悪用された場合に、お前のところ、

宿毛市に、例えば窓口にも責任があるじゃない

かというふうな言われ方をされましても、これ、

非常に防止するのが難しいというのが実情でご

ざいますので、これはご理解願いたいと思うわ

けでございます。 

 それから、次に、情報格差の解消と、その情

報化戦略についてでございます。 

 ２０１１年の７月に、地上波アナログが終了

しまして、デジタル放送が開始されるというこ

とでございます。 

 中川議員の情報もたくさんいただきました。

我々としても、このアナログが終了ということ

で、今あるテレビが見えなくなるとかいうこと

については、非常に憂慮しなきゃいけないこと

でございますし、憂慮もして、この宿毛市地域

の全地域が、この地上波デジタル化ということ

に対して、対応できなきゃいけないということ

で、できるだけのことをしたい。 

 それの１つの手段と申しますか、として、先

ほど申されました西南地域ネットワーク株式会

社、いわゆるＳＷＡＮテレビでございます。こ

れを利用しての、このデジタル化対応をすると
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いうことでございます。 

 中川議員のおっしゃる、いわゆるＳＷＡＮテ

レビでも、全体を把握できないじゃないかと。

５パーセントはいまだにＳＷＡＮのテレビ網に

入っていない。それから、また、市内において

も、４０数パーセントにつきましては、まだ対

応ができないということでございます。 

 これは、裏腹に、ＳＷＡＮテレビの経営状況

にもかぶってくるわけでございまして、宿毛市

全地域が、このＳＷＡＮテレビに加入していた

だけるならば、このデジタル化についても、対

応できるというとでございますが、まだ、５パ

ーセントの地域に、どういった形で入り込んで

いくか。ケーブルをどうやって敷いていくかと

いうことを、先行的な投資をしていくかとか、

まだ、はっきりした形ができておりませんこと

は、まことに申しわけないことでございますが、

このケーブルテレビのエリア拡張とか、それか

ら、国や県の難視聴対策事業の動向を見ながら、

我々、対策を検討していかなきゃいけないんじ

ゃないかなと、こういうふうに思っております。 

 それから、これに対応する周知というものも

図っていかなきゃいけない。これは、先ほど申

しましたＳＷＡＮテレビへの加入ということも、

非常に我々、大切なことということで、毎月の

広報にも、どうしてＳＷＡＮテレビに入ってい

ただきたいかということも含めた形での広報し

ていくということで対応しておるわけですが、

なかなか、まだお金の問題であるとか、そうい

う問題がありますので、全員が入っていただけ

てないのが実情でございます。 

 できるだけ、こういったものにつきましても、

中川議員、先ほどおっしゃられたことにつきま

しても、広報の中に入れ込みまして、加入促進

を図ってまいりたいというふうに思っているわ

けでございます。 

 それから、デジタル放送に関する窓口でござ

いますが、テレビ難視聴対策事業とか、ケーブ

ルテレビ事業の担当しております、現在では企

画広報課の方で、窓口として行わせようという

うに思っておりますので、ご了解願いたいと思

います。 

 それから、情報インフラとか、情報サービス

の拠点化の戦略でございます。四国西南部での

情報サービス発信の拠点づくりということでご

ざいますが、総合行政ネットワークにつきまし

ては、平成１５年４月より接続をしているとこ

ろでございまして、このネットワークを活用し

ました国、県への申請業務と、有効的に活用で

きるように進めているところでございまして、

四国西南部での情報サービス発信の拠点づくり

につきましては、ケーブルテレビ網を有効に活

用しまして、放送事業者、住民との協働により

まして、安全で住みよいまちづくりを推進して

いきたいと、そのように考えておるわけでござ

います。 

 具体的な形で、いろいろ情報インフラの関係、

情報サービスの拠点化ということにつきまして

は、いろんな、これはやっぱり専門家の意見等

も聞いて、間違いのないようにやっていかなき

ゃいけないというふうに思っておりますので、

いろいろ、またいいご意見なりを、お知恵なり

をお貸し願えればありがたいと思います。 

 それから、携帯メールを利用した緊急情報伝

達システムの導入でございます。 

 これ、世間におくれないようにしたいなとい

うふうに思っております。 

 この間、９月の１日、防災の日ですか、これ、

ドコモの方が試験的に、あれは１週間か１カ月

か、ちょっと私、失念しましたが、携帯メール

を利用して、緊急災害情報といいますか、安否

情報と申しますか、そういったものを受けつけ

ると、そういうふうなことが、ドコモの方でや

られたようでございます。 
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 こういった形で、災害の緊急情報伝達システ

ムというのが、非常に必要なことだというふう

に、私自身も思っております。 

 ぜひ、こういった形のものを、早く取り入れ

なきゃいけないというふうに、腹の中からは思

っているわけでございますが、まだ完全に進ん

でいないというのが実情でございまして、お叱

りを受けるかもしれませんが、これからもモバ

イル機器を活用した情報の提供が、全国的な展

開をすると思われます。 

 宿毛市においても、やはりこれにおくれをと

らないような形で、何とか対応をしてまいりた

いというふうに思っておりますので、ご理解を

願いたいと思います。 

 それから、行政チャンネルと宿毛市のホーム

ページの充実でございます。 

 行政チャンネルにつきましては、私も中川議

員と、実は一緒でございまして、行政チャンネ

ルの議会の中継は、このようにさしていただい

ているわけでございますけど、行政からの発信

のものは、行政チャンネル見ても、音声も何も

ない画像だけということで推移をしております。 

 これ、ＳＷＡＮテレビとも打ち合わせしたり

しまして、何とか音声を入れるとか、ほかの映

像とかもというとでお話をしているところでご

ざいますけれども、またここに上がって、お金

のことを言うといって怒られると思いますけれ

ども、これもまた、予算が非常にかかるような

ことでございまして、できるだけ、行政チャン

ネルの充実というのは、本当に、本気になって

考えておるわけでございますけど、ぜひこうい

った形でやりたい、ああいった形でやりたいと

思うのにつきましては、私ども庁内、そしてま

たＳＷＡＮテレビも入れて、話し合いも数回も

っているところでございます。 

 ぜひ、こういった形の、反対に質問が出ない

ような形で、これを充実をしたいという気持ち

はすごくありまして、ぜひ、何とかやっていき

たいというふうな気持ちは、本気に思っており

ます。 

 それから、ホームページでございます。おっ

しゃるとおりの、ホームページは宿毛にとって

の、今、情報がこんなにたくさんのところでは

顔となります。以前よりよくなったとおっしゃ

ってくださる方もいるし、また、この程度じゃ

だめだと、いろんな評価があろうかと思います。 

 人によって、それぞれ評価があると思います

けど、やはり、我々宿毛市の情報発信というこ

とでは、非常に大切なホームページでございま

すので、自己満足をしてはいけないということ

で、よそのホームページも見たり、いいところ

は取り入れて、いろいろな改善、リニューアル

を図ってまいりたいと思っております。 

 また、いろいろなご意見もお叱りもいただけ

れば、ホームページの充実につながろうかと思

いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○副議長（菱田征夫君） １６番中川 貢君。 

○１６番（中川 貢君） 再質問を行いたいと

思います。 

 １点目の、戸籍情報職務上請求書不正利用事

件についてでございますが、私がお伺いをした

いのは、宿毛市として、どういう対応をするの

かということに尽きるわけです。 

 国の動きは、先ほど、こちらから質問で紹介

したとおりでありまして、一定の動きがありま

す。 

 問題なのは、宿毛市として、この事件をどう

受けとめるかということであります。 

 というのが、制度上では、確かにきちっとし

た目的外使用が明確にない限り、断ることがで

きない内容になっています。 

 法で定められた８業種については、提出しな

ければならないということになっておりますが、

その上で、目的外に使用した場合には、それは
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認められないという、私は見解を持っておりま

すので、その目的外使用が明らかになった以上、

宿毛市として、看過しておっていいのか、いう

ことなのであります。 

 具体的に、この宿毛市の個人情報保護条例の

中の７条の２項、先ほど言いましたけれども、

実施機関の任務といたしまして、外部提供する

場合は、必要があると認めるときは、その適切

な取り扱いについて、必要な措置を講ずること

を求めなければならないという１項があります。 

 それから、先ほど言いましたように、４月２

６日付で国の方から各都道府県の所管の部長に

対しての通達の中でも、そうした取り扱いに対

する厳正な対応を求めてきておるところであり

ます。 

 それは、最初の申請時点での対応であります、

それは。しかし、その申請時点できちっとした

把握ができないということでも、しっかり、厳

正に対応しなさいという通達でありますので、

明らかに不正利用されたいうことの内容が把握

された以上は、それなりの対応を、請求者に対

してすべきではないか。 

 例えば、県を通して照会するなり、こういっ

た問題がありましたが、事実ですか。特定でき

るかどうかはわかりませんけれども、そういっ

た対応も、宿毛市としてやるべきでないか。 

 私は、はっきり言って、宿毛市はその職務上

請求書によって、その行政書士にだまされて、

公文書、戸籍情報を提供したということになる

わけでありまして、それに対して、憤りも感じ

ていただきたいわけであります。 

 その点の意見、そして、県、国に対しての対

応、その職務上請求書を使って不正を働いた、

そういった機関なり、そしてその本人なりに対

しての一定の対応はできないのかどうか、それ

をお答えください。 

 それから、地上波デジタルの関係でございま

す。 

 先ほど、市長がご答弁されたわけですが、現

在、ＳＷＡＮのケーブルテレビ網があります。

先ほど言いましたように、３，７００世帯を目

標にしていて、２，０００幾らか、ちょっと今、

手元で説明できませんけれども、それにまだ届

いていませんが、それは１０年間の目標でやら

れた計画というふうに聞いております。 

 現在、そういった計画で進んでおりますけれ

ども、全く、４，０００タップいうものしか、

本来、計画にはないわけですね。それを、どう

も私、調査しましたら、１，０００タップをＳ

ＷＡＮ独自の企業努力でつけたということのよ

うであります。その５，０００タップ、５，０

００世帯になるがですが、その５，０００のタ

ップを利用していただくための勧誘として、加

入していただくということは、現在、一生懸命

努力してやっていただかにゃならんことだと思

いますが、残りの半数、４，５００、それから

５００の、５パーセントの全く視聴できないケ

ーブルテレビも届かないところ、いうところに

ついては、加入してくれればいいわけですけれ

ども、加入する以前の幹線が通ってない、タッ

プがついてないいうところ、施設整備をしなく

ちゃならんいうことになるわけですね。 

 ところが、それをＳＷＡＮで聞きましたら、

それを企業努力でやることは、ちょっと今のと

ころできませんと。赤字になって、経営破たん

するようなことはできませんというような、何

かそういう企業としての限界を感じているよう

なことも、拝聴しました。 

 その部分につきまして、県、国、そして市町

村、放送事業者、そしてまた受益者、県の補助

事業なんかも、例えば、テレビ難視聴対策とし

て、県のこの情報基盤化の事業としてあるよう

ですが、ケーブルテレビの受益者負担の、いろ

いろな、ＮＨＫテレビ難視聴解消事業とかいう
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ようなものもあるようですので、いろんな有利

な補助事業を、住民と放送事業者と、そして行

政とが一体となって、そういった難視聴地域解

消に向けた準備をしていかないといかんのでは

ないか。 

 というのは、２０１１年度間際になって、何

かしようと思っても、日本全国、その２０１１

年に向けて、物すごい事業が集中してくる可能

性があるわけですね。したがって、計画的に、

迅速に、早めに準備をしていく、対応していく

いうことが、住民に対しても、啓発なり、そう

いった情報を提供していかなくちゃならんこと

だと思うわけです。そのための行政の受け皿と

して、相談の窓口として、きちっとした対応も

していただきたいということなわけです。 

 あと、窓口については、企画広報課でやって

いだたけるということでありますが、情報化の

拠点の問題と、今言ったケーブルテレビの整備

の問題と、密接に絡んでくるかなというふうに

も思いますが、そういった意味で、宿毛市とそ

の関係する機関、事業者との連携で、そういっ

た情報化の拠点化に向けてのプロジェクトみた

いな形のものも、考えて、例えば情報発信して

いくためのいろんな整備をしていかにゃならん。 

 先ほど、専門家の意見も聞いて、モバイルの

関係で、拠点化の問題で、市長はおっしゃった

んだと思いますが、専門家の意見も聞いてやる

ということであれば、なおさらそうした基盤整

備、それから、よく言う情報の内容、コンテン

ツを充実させていくいうことも含めて、どうい

ったサービスをしていくのか。 

 だから、行政チャンネルも含めて、かかわっ

てくる課題だと思うわけです。そういうトータ

ル、総合的な観点から、この情報化戦略も、宿

毛市としてちょっと考えていくべきではないか

なというふうに思います。 

 ちょっと、大雑把でわかりにくいかもしれま

せんけれども、その情報格差の是正とあわせて、

そういった情報の拠点化、発信の拠点として、

宿毛市がこの地域で確固たる地位を築いていく、

そういったリーダーシップを発揮する。情報関

係は、宿毛市にお任せというくらいな感じで、

宿毛市を引っ張っていくいうことが、この地域

の中で、１つの生き残りとしての方策の１つで

はないかなというふうにも思います。 

 そういう部分で、この情報化の拠点について

も、積極的に、専門家の意見ということであり

ますから、プロジェクトを立ち上げるんだった

ら立ち上げるような方向で取り組んでいくべき

ではなかろうかというふうに思います。 

 何か、目標を高いところへ持って、いい話を

しても、具体的に取り組む内容が伴わないと何

もなりませんので、ぜひ、具体的に取り組んで

いくご答弁をいただきたい。あったらいいなと

かいうことではなくて、できんのやったらでき

ん、やるんであれば、こうしてやりますという

ことを言っていただきたいと思います。 

 携帯メールを利用した、情報伝達システムの

導入につきまして、再質問でお答え願いたいわ

けですが、この携帯メールを利用して、かなり

進んだ地域ではやっておるわけですね。他の市

町村でも、もう既に導入してやっているところ

もあります。 

 ここで、先ほど、東小学校の取り組みの話を

ご紹介したのは、実際に有効であるということ

が実証された１つの事例であるというふうに思

います。 

 携帯電話、みんな持っていますし、かなりの

方が持っておられると思います。したがって、

そういった登録を、メールのアドレスの登録を

していただく。それに対して、サーバー、ここ

で構えて役所から、防災担当の方から、まとめ

てそういう発信をしていくいうことも、そんな

に難しいことではないし、お金がそんなにかか
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ることでもないと思うわけですが、そのことに

ついて、以前も検討するというお話を聞いてま

して、きょうは答えが聞けると思っておりまし

たけど、全くそういう前向きの話はありません

ので、もう一度、もし検討するんであれば、い

つごろ答えを出すとかいうくらいはご答弁をい

ただきたいというふうに思います。 

 それでは、２回目の質問を、再質問を終わり

ます。 

○副議長（菱田征夫君） 市長。 

○市長（中西清二君） 中川議員の再質問にお

答えいたします。 

 先ほどの戸籍住民票の管理の関係でございま

す。目的外使用が明らかになった場合の対応と

いうことでございます。 

 結果的に、だまされた形の宿毛市はどうする

のかということでございます。このことについ

て、先ほどの答弁の中に入っていなかったもの

ですから、答えさせていただきます。 

 今回の問題におきましては、先ほどもチラリ

と触れましたが、行政書士の資格を与えた３名

の所管する各都道府県知事によりまして、何名

か廃業勧告の行政処分が行われたと、このよう

に伺っております。 

 ただ、戸籍法に基づきまして交付をした本市

としましては、このように興信所に依頼をして、

個人情報を入手するといった手法につきまして

は、非常な憤りを感じずにおれないということ

で、いずれにしましても、法の整備が急務とい

うことになろうかと思います。 

 総務省、法務省とも、個人情報の観点から、

法の改正の動きもあると伺っております。早い

時期に法が改正されるものと思っておりますが、

だまされたと言って怒るばかりではなんともな

らないわけでございますけれども、これからの

ことで、厳正な審査を、総務省からの４月２６

日の通達で来ております。 

 行政書士連合会等からも、請求書の様式を変

更されておりますので、こういった形での、今

までの書式にのっとっただけでなくて、厳正な

審査を行っていきたいと、このように思ってお

ります。 

 それから、地上波デジタルで、ＳＷＡＮの関

係で４，５００、それから難視聴の５００とい

う５，０００の地域、世帯ですね。これは、ケ

ーブルを通っていないところでございますが、

エリア外につきましては、エリアの拡張を、先

ほどもちょっと触れましたけど、国や県の難視

聴対策等の箇所と連携をとりまして、対策を検

討していかなきゃいけない。 

 これは、中川議員のご指摘のように、２０１

１年になってこれやったんじゃ、何ともなりま

せんので、これからやらなきゃいけないという

ことでございます。 

 すぐに対策を考えなきゃいけないわけでござ

いますが、そしてまた、情報サービスの関係と

も、これまたかかわってくると思います。携帯

メールともかかわってくるものでございます。

プロジェクトなり、情報サービスの関係のプロ

ジェクトを、これからきちんと立ち上げた形で、

専門家の意見を聞きながら、早いうちの手を打

っていきたい。どういった形になるか、私自身

も専門家ではございませんので、専門家のご意

見をきちんと聞いた上で、これらの問題に対応

もしていきたいというふうに思っておりますし、

また、携帯メールの関係でございます。前向き

の検討でなくて、やれということでもございま

すし、やらなきゃいけないというふうに思って

おりますので、すぐに取り組んでまいりたいと

いうふうに思います。 

○副議長（菱田征夫君） １６番中川 貢君。 

○１６番（中川 貢君） どうもありがとうご

ざいました。 

 １点目の戸籍情報の関係で、不正利用事件が
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あったわけですが、市長として、ぜひ、今後、

こういうことの起こらないように、きちっとし

た対応を、行政として、していただきたいとい

うふうに思います。 

 県、国に対しても、機会あるたびに、そうい

った個人情報がきちっと保護できる法体系の整

備についても、ぜひ、市長の立場で、積極的な

対応をしていただきたいというふうに思います。 

 そして、デジタル関係の２０１１年の７月に

起こる完全デジタル化によるアナログ廃止。廃

止というか、終了という事態を踏まえて、適切

な準備をしていただくということも、先ほど、

目標として、やっていこうという決意をお聞き

いたしましたので、それを期待をして、ぜひ実

現をしていただくようにお願いをしたいと思い

ます。 

 １点だけ、ちょっと加えてお願いをしておき

たいわけですが。答弁は要りません。 

 ＳＷＡＮテレビも含めて、この受益者との連

携を重要に私は考えておりますので、宿毛市と

して、全体のコーディネートをしていく、お世

話していく、そういう責任はあるというふうに

思います。困った事態が起こらないように、周

到な、ぜひ準備をして、対応をお願いをしたい

と思います。 

 細々ありますけれども、ぜひ、具体的に取り

組みを今後進めていくということで、よろしく

お願いします。 

 以上で終わります。 

○副議長（菱田征夫君） これにて、一般質問

を終結いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後 ２時５１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時０５分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 おはかりいたします。 

 ただいま、市長から、「議案第３７号及び議

案第３８号」の２議案が提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、議題といたし

たいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 異議なしと認めます。 

 よって、この際、「議案第３７号及び議案第

３８号」の２議案を日程に追加し、一括議題と

することに決しました。 

 「議案第３７号及び議案第３８号」の２議案

を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 大変お疲れのところを、

追加ご提案申し上げました議案につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。 

 「議案第３７号及び議案第３８号」は、平成

１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補

正予算、並びに宿毛市立特別養護老人ホームの

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例でございます。 

 介護保険法の一部を改正する法律が、平成１

７年６月２２日に成立したことに伴い、これま

で介護報酬から給付されていた食費及び居住費

について、本年１０月から特別養護老人ホーム、

老人保健施設及び介護療養型医療施設において

は、給付の対象から除外されることになりまし

たので、関連予算の追加と、条例の一部を改正

するものでございます。 

 以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。よろしくご審議の上、適切なご決

定を賜りたいと思います。 

 提案理由の説明を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 
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 以上で本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時０８分 散会 
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平成１７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第４号 

 

１ 議事日程 

    第９日（平成１７年９月２２日 木曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第３８号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第３８号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１７名） 

   ２番 中 平 富 宏 君     ３番 有 田 都 子 君 

   ４番 浦 尻 和 伸 君     ５番 菊 地   徹 君 

   ６番 寺 田 公 一 君     ７番 菱 田 征 夫 君 

   ８番 宮 本 有 二 君     ９番 濵 田 陸 紀 君 

  １０番 沖 本 年 男 君    １１番 西 郷 典 生 君 

  １２番 岡 村 佳 忠 君    １３番 佐 田 忠 孝 君 

  １４番 田 中 徳 武 君    １５番 山 本 幸 雄 君 

  １６番 中 川   貢 君    １７番 西 村 六 男 君 

  １８番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員（ １名） 

   １番 浅 木   敏 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        福 田 延 治 君 

   次    長 
   兼 庶 務 係 長       

小 野 正 二 君 

   議 事 係 長        岩 本 昌 彦 君 

   調 査 係 長        乾     均 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市    長  中 西 清 二 君 

   助    役  西 野 秋 美 君 

   収 入 役  中 上 晋 助 君 

   企画広報課長  小 松 宣 男 君 
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   総 務 課 長        岡 本 公 文 君 

   市 民 課 長  松 岡 繁 喜 君 

   税 務 課 長  松 田 雅 俊 君 

   会 計 課 長  夕 部 政 明 君 

   保健介護課長  西 本 寿 彦 君 

   環 境 課 長        谷 本 秀 世 君 

   人権推進課長 美濃部   勇 君 

   農 林 課 長        小 島 正 樹 君 

   水 産 課 長  間   和 海 君 

   商工観光課長  谷 本   実 君 

   土 木 課 長        茨 木   隆 君 

   都市建設課長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  岡 添 吉 見 君 

   水 道 課 長 兼       

   下 水 道 課 長       
江 口 日出男 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        嶋   統 一 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
西 尾   諭 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

高 木 一 成 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
近 藤 勝 喜 君 

   千 寿 園 長        尾 崎 重 幸 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡村佳忠君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第３８号ま

で」の３８議案を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 ６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君） おはようございます。 

 ６番、質疑を行います。 

 私の聞きますのは、議案第１５号「一般会計

補正予算」と、議案第３２号の２議案でござい

ます。 

 まず、議案第１５号の方から、順次聞いてい

きたいと思います。 

 まず、１５号別冊、ページ２６ページ、５款

１項３目の農業振興費の１１節の需用費の１７

万円を減額して、報償費・旅費のところで、地

産地消促進事業報償費ということになっており

ますが、これの変更理由と内容について、お示

しを願いたいと思います。 

 続きまして、同じ農業振興費の次の負担金補

助金及び交付金というところの中山間地域等直

接支払交付金というので４１３万８，０００円

を補正をしておりますが、これの内容と、どこ

の、地域がわかっておれば地域、どこの地域に

交付したのかもお示し願いたいと思います。 

 続きまして、同じ農業費の農地費で、１３節

の弓場ため池地質調査等委託料ということで４

００万が計上されていますが、これの内容をお

示し願いたいと思います。 

 続きまして、２７ページ、５款２項３目の１

２節役務費の共生林整備事業手数料ということ

で、９１５万４，０００円が計上されています

が、この公有林、どこの公有林を共生林として

整備するのかをお示し願いたいと思います。 

 続きまして、２９ページ、６款１項５目の１

３節オニヒトデ等駆除委託料ということで、３

０万８，０００円が補正されておりますが、オ

ニヒトデ、これはサンゴの食害という部分だと

思うんですが、宿毛市ではどこの地域で、どれ

くらいの効果があったのかということをお示し

願いたいと思います。 

 続きまして３０ページ、土木費、７款２項４

目の１５節の工事請負費を、１億３７万７，０

００円を減額補正し、１９節のところでアロケ

ーションの負担金ということでなってますが、

この事業内容をお示し願いたいと思います。 

 続きまして３３ページ、７款４項１目の２２

節市営住宅明渡し等請求訴訟費ということで、

８０万が組まれてますが、市営住宅の明渡し訴

訟ということですので、内容をお示し願いたい

と思います。 

 同じページの７款５項１目１５節工事請負費、

がけくずれ住家防災対策工事費ということで６

２０万７，０００円が補正されております。こ

れは、どこの地域を工事しようとするものなの

か。箇所が何カ所かあれば、またその箇所数も

お示し願いたいと思います。 

 続きまして３４ページ、７款７項１目１５節

の松田川親水公園整備工事費ということで、１，

１００万が計上されております。この松田川親

水公園については、今、歩道が整備されただけ

で、あと、ほとんどの整備がされてませんが、

この１，１００万でどのような整備がなされて

いくのかをお示し願いたいと思います。 

 次に、３５ページ、９款２項２目教育振興費

の１８節備品購入費の高知県山の学校支援事業

備品購入費を、６万５，０００円を減額して、

１１節の需用費を同額増額しておりますが、こ

れの、どういう理由で増減があったのかをご説

明願いたいと思います。 
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 次に、３６ページ、９款４項１目社会教育総

務費のところで、中尾ミエチャリティーコンサ

ートということで、各節で出されてますが、先

日、市長もチャリティーでくろしお鉄道の支援

を目的としてやるというような説明がありまし

たが、この教育総務費ということでここに上が

っていますが、事業内容と、ここでやることの

意味を、予算支出する意味を説明願いたいと思

います。 

 同じく、１３節の文化講演会委託料というと

ころの１００万を減額してますが、この意味も

あわせてご説明願いたいと思います。 

 それで、最後、１５号では最後になりますが、

３９ページ、１０款２項２目の過年度土木施設

災害復旧費ということで、１５節で工事費１，

６８５万７，０００円が出されておりますが、

これの事業内容をご説明願いたいと思います。

あわせて、これは予算としては出ておりません

が、先だってありました台風１４号での件数及

び被害額がわかっておれば、ご説明願えればと

思います。 

 最後に、議案第３２号であります。 

 ３２号、宿毛市公園条例の一部を改正する条

例でありますが、都市公園条例の一部を改正す

る条例でありますが、条例の内容としては、シ

ャワー室の利用料の設定になっていると思うん

ですが、総合運動公園内にあるトレーニング室

が、昨今の健康ブームといいますか、いうとこ

ろで利用が非常に多いと聞いております。その

中で、特に市外からの利用者が、利用料が安い

ということで多数来ているという話も聞いてお

りますが、市内外の利用者の割合などがわかれ

ば、ご説明を願いたいと思います。それによっ

て、再質疑をしたいと思います。 

 よろしくお願いします。以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 農林課長。 

○農林課長（小島正樹君） 農林課長、寺田議

員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１５号別冊、ページ２６ページ。款項

目の５・１・３の中で、１１節の１７万円の減

額を説明、内容ということでしたが、ここの目

の全体が地産地消事業推進事業の事業費になっ

ておりまして、まず、８節で８万円の補正をお

願いします。 

 この内容につきましては、今回の議案の中で、

企画費の中で減額しております地域づくりアド

バイザー事業の中で、その中で地産地消推進事

業として特産品の開発と、パイナップル等の栽

培についての講演会をその中で予定をしており

ましたが、今回、その事業が採択にならなかっ

た関係で、今回、地産地消推進事業の中での扱

いいいますか、対応をしたいと考えております。 

 特産品ということですので、パイナップル等

の栽培についての講演会を予定しておりますが、

先生につきましては、琉球大学の先生を予定し

ております。 

 １１節の１７万円の減額につきましては、１

００万の全体の中での予算調整としての減額で

す。 

 それから、２点目の、同じく１９節４１３万

８，０００円の中山間地域等直接支払交付金の

内容ですが、まず、対象地域ということであり

ましたが、対象地域は８集落を対象にしまして、

山北で４集落、それから山奈で天神、西竹石、

芳奈、それから平田で黒川、合計８集落を予定

しております。 

 一応、合計で、対象面積約４０ヘクタールで、

集落協定を結びまして、集落で水路、農道の管

理をするとともに、この事業の目的であります

耕作放棄の防止、景観の向上、環境保全等多面

的機能の向上を図っていきたいと考えておりま

す。 

 交付金の額につきましては、急傾斜が２集落

あります。それから、緩傾斜が、緩い傾斜のと
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ころですが、６集落ありまして、内容によって

反当、１０アール当たり２万１，０００円から

６，４００円が単価となっております。 

 この事業につきましては、本年度から５年間、

継続して事業をすることが必要となります。 

 財源につきましては、国５０、県が２５、市

が２５パーセントで、市費分につきましては、

特別交付税で財源措置があります。 

 同じく、款項目５・１・５の１３委託料、弓

場のため池地質調査等委託料４００万円の内容

ですが、現地調査によりまして、危険箇所が判

明し、県営事業で事業はお願いする予定ですが、

本年度、市単独事業で地質調査と事業計画書の

作成が必要ですので、その業務を委託するため

の予算であります。 

 この事業につきましては、県営事業としまし

て、平成１８年度に事業採択のための法手続き

をして、平成１９年度に詳細設計いいますか、

作成をしまして、平成２０年度に本体工事を実

施する計画であります。 

 全体の事業費につきましては、詳細設計書が

できないとはっきりしませんが、約１億円を予

定をしております。その宿毛市の負担金は、そ

の中の１０パーセントであります。 

 それと、最後に、２７ページの款項目５・

２・３、公有林整備事業費の中で、共生林整備

事業手数料とあります。９１５万４，０００円

の内容ですが、これは、荒瀬山の事業なんです

が、生活環境保全林であります荒瀬山なんです

が、ヒノキの面積１７．３ヘクタールの間伐、

それから広葉樹が２７．７７ヘクタールの除伐、

計４５．１５ヘクタールを整備をしまして、自

然との触れ合いや環境保全など、森林と人との

共生林としての整備を図ってまいります。 

 今後は、市民の皆様にピーアールして、でき

るだけ荒瀬山の方に行っていただくようにピー

アールをしていきたいと考えております。 

 今回の荒瀬山のこの事業を、公有林整備事業

として実施をしたいと考えますのは、荒瀬山は

一般的に造林の区分で、共生林としての区分に

なっておりまして、一般の間伐事業いいますか、

緊急間伐総合支援事業は対象になりませんので、

今回、財源的には、国５０パーセント、県２０

パーセント、市３０パーセント。３０パーセン

トには公有林整備事業債、起債を充当しており

ます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本 実君） 商工観光課長、

おはようございます。６番議員の質疑にお答え

をいたします。 

 ご質問の箇所につきましては、議案第１５号

別冊、２９ページ、観光費の中の１３節、オニ

ヒトデ等駆除委託料３０万８，０００円の増額

補正等についてお尋ねをいたしました。 

 この駆除エリアについて、まずお答えを申し

上げます。 

 駆除エリアにつきましては、足摺・宇和海国

立公園内に位置いたします当市沖の島の周辺海

域でございまして、具体的には、水島、姫島、

三ノ瀬、ムロバエ、この周辺海域を対象とした

駆除対策を実施いたすものでございます。 

 これまでの事業を通じて、その効果はいかに

あったかというご質問でございます。実際のと

ころ、取っても取ってもふえ続けるというよう

な状況にはございますけれども、１回の捕獲量

が約３００キロ程度。関係者の皆さんの評価と

いたしましては、効果絶大あるという評価はい

ただいております。 

 なお、今回の補正予算、当初に樹立はできま

せんでした。その理由といたしましては、昭和

４７年から平成１５年度までは、国の補助事業

を導入する中で、当該駆除対策を実施してきた

経緯がございますが、財政等の関係がありまし
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て、平成１６年度からは、県単事業に移り変わ

っておりますが、ところがいきません、県もな

かなか財政困難ということで、今年度、当初の

予算構築時におきましては、県補助金が打ち切

られた状況にございますけれども、私ども宿毛

市といたしましては、県下唯一の離島の振興対

策の一環として、当該予算の構築は絶対必要で

あるという思いを持ちまして、以後、積極的に

県側に訴えた結果、担当課、従来は環境保全課

でございましたけれども、今回の補助元は県の

循環型社会推進課の予算を獲得することができ

ましたので、今議会に補正計上を申し上げてい

るものでございますので、何とぞよろしくお願

いします。 

○議長（岡村佳忠君） 土木課長。 

○土木課長（茨木 隆君） 土木課長、６番寺

田議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、初めに３０ページ、土木費、７款２項

４目地方道整備事業費土木費の中の１５節の１

億３７万７，０００円の減額と、それから１９

節負担金の８，２２８万２，０００円の件です

が、先に１９節のご説明した方が、１５節と関

連してますので、１９節より説明させていただ

きます。 

 まず、この負担金は、県が事業主体となって、

今、施行している二ノ宮の合併施行となってい

る文珠橋の架けかえ工事に伴う市としての事業

費負担金８，２２８万２，０００円です。 

 当初予算では、この事業費を工事請負費事務

費の同金額を計上していましたが、県へ負担金

として支出しますので、各節間の減額調整を行

い、負担金として計上してます。 

 １５節ながですが、本年度、国庫補助対象事

業費２億円を国に対して要望して、７路線、こ

の二ノ宮文珠橋も含めて７路線整備する計画で

立てていましたが、国の割当が１億７，０００

万で確定し、国庫補助対象費が３，０００万減

額となりました。それに伴う工事費２，８９５

万円と、今、先ほど説明しました文珠橋へいく、

工事費としては７，６６８万円が県へ負担金と

して支出しますので、合わせて１億５６３万４，

０００円が１５節の全部の減額予算となるがで

すけんど、１３節の委託費を、委託をかける計

画を持ってましたが、もう担当課で測量して、

少しでも延長を延ばすということで、工事費に

も振りかえてますので、その１３節から持って

きた工事費に５２５万７，０００円を差し引い

た残りが１億３７万７，０００円のトータルを

減額するものです。 

 それから、３３ページの７款５項１目、住家

防災対策事業ですが、これの１５節ですが、集

中豪雨等により、民家の裏山などがこげた防災

対策工事の工事費ですが、当初予算で１，５２

２万６，０００円計上して、現在、県より４件

の割当を受けて、防災工事をもう既に実施して

います。今後の台風時や追加割当に対応するた

めに、今回、工事費６０２万７，０００円を補

正するものです。 

 箇所から、あれはまだ一応、決めてはおりま

せん。今後、予測されたときに、すぐ対応でき

るように予算確保をしておくものです。 

 ３件ぐらいはできりゃせんろかという見込み

ではおります。 

 それから、３４ページの７款７項１目、河川

等の環境整備事業費の１５節の１，１００万、

親水公園の工事費ですが、親水公園は今度、親

水公園の入り口となる宿毛大橋付近に県の所有

地がありました。そこにトイレを設置計画を立

てており、その土地が借れるか借れんか。また、

規模はどればあのもんが入るかというのを調査

する中で進めていましたが、ちょうど県と設置

に伴う土地使用の協議が整いましたので、その

建築及び外構工事費として１，１００万円を計

上したものでございます。 
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 トイレの規模は、真丁の梓公園に設置してい

るトイレがそのままの形の、すっぽりきれいに

入りますので、規模としてはあればの規模のも

のをしようとしています。設置する計画でおり

ます。 

 男子が１つ、女子が１つ、それから身障者が

１つという形になります。 

 それから、３９ページの１０款２項２目過年

度土木災害復旧費の中の１５節ながですけんど、

１，６８５万７，０００円の増額の補正ですが、

これ、昨年度、台風災害で被災した箇所が６３

カ所ありまして、１６年度事業費、それから繰

越明許費と、それから１７年度の現予算、過年

度災害復旧費の予算をもって対応してますが、

現在までに６０件を復旧するための割当事業費

を受けて、市道母島古屋野線道路災害復旧工事

の２件を残して、５８件の復旧が、工事はもう

すべて完了しております。 

 今回、補正した分は、残り３件を発注するた

めの工事費１，６８５万７，０００円を補正す

るものです。復旧箇所としましては、市道大島

南線の道路災害復旧工事、あそこ３カ所あった

んですけんど、ちょうど１カ所、真ん中の工区、

２工区が残ってますので、それと河川災２件を、

残ってますので発注する予定です。 

 この予算は、現在、完了箇所の精算、事業費

の調整を行ってますので、先に精算したときに、

お金が余ればそちらで対応しますので、若干、

これについては変更が生じる予算になろうかと

は思います。 

 それから、最後に、さきの台風１４号の公共

土木債として起債している箇所は、河川災害、

現時点の集約で河川災害で１９カ所の５，９６

０万、道路災で１４カ所の９，１５０万円、合

計で３３カ所の１億５，１１０万程度となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君） 都市建設課長、

６番寺田議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１５号別冊、平成１７年度宿毛市一般

会計補正予算、ページ３３ページ。２２節の市

営住宅明渡し等請求訴訟費の内容について、お

答えをいたします。 

 市営住宅２戸の入居者につきまして、家賃の

督促を再三しておりましたが、現在、家賃を滞

納しまして、手続なしの状態で家財道具を置い

たまま、１名の方は県外に転出し、１名の方は

転出して住所不明の状況になっておりますので、

今回、滞納家賃の支払請求と、住宅明渡しの請

求訴訟を、現在、起こしている状況でございま

す。 

 判決が確定しますと、住宅の明渡しの判決の

場合に、判決に応じないときに、執行官による

強制執行となりますので、その場合に裁判所へ

強制執行費用として、予納金を２戸当たり１０

０万円納めるようになりますので、当初予算に

２０万円を計上しておりましたので、今回、８

０万円を計上するものであります。 

 これからも、長期滞納者等については、厳し

い対応をしていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第３２号、宿毛市都市公園

条例の一部を改正する条例につきまして、シャ

ワー室の利用がふえたということで、その利用

状況を聞きたいという質問でございます。 

 今回の条例につきましては、トレーニング室

が１６年度に、トレーニングルームの機器を、

リハビリから筋肉トレーニングまで対応できる

機器を充実したことによって、非常に利用者が

ふえている状況でございまして、シャワーの利

用もふえたということで、今回、条例としまし

ては、シャワー利用につきまして、１回当たり

１００円ということで設定しております。 
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 ご質問の利用状況でございますが、平成７年

度の４月から８月までの間の５カ月間で、利用

者が２，８７９名おります。そのうち、市内の

方が２，３４９人、市外の方が５３０人という

ことで、市内の方の利用率が８１．６パーセン

トという状況になっております。 

 以上です。 

 済みません、平成１７年の４月から８月まで

の利用状況です。どうも済みません。 

○議長（岡村佳忠君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾 諭君） 教

育次長兼学校教育課長、６番、寺田議員の質疑

にお答えをいたします。 

 議案第１５号別冊の３５ページでございます。

教育費の小学校費、教育振興費の備品購入費と

需用費、高知県山の学校支援事業備品購入費の

６万５，０００円の備品の減額と、１１節の需

用費６万５，０００円の増額の内容についてで

ございますが、この事業は、県の１０分の１０

の補助事業でございまして、当初、備品８万円、

当初予算で計上させていただいておりました。

その後、県と調整する中で、補助事業になじま

ないということで、実はその備品８万の中にチ

ェーンソーなんかもはめておりましたが、それ

が補助事業になじまないいうことで、その分を

１１節の方へ振りかえて、有効に活用していこ

うと、こういう予定をしておりますので、よろ

しくお願いします。 

 以上です。 

○議長（岡村佳忠君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君） 生涯学習課長、６番、寺田議員の質

疑にお答えをいたします。 

 議案第１５号別冊、平成１７年度宿毛市一般

会計補正予算（第５号）ですけれども、ページ

３６ページ、９款教育費、社会教育費の１目社

会教育総務費の中の中尾ミエチャリティーコン

サートの事業内容と予算支出の意味。そして、

１００万円の減額の意味ということでございま

すけれども、これは、昨日、市長も菊地議員さ

んの一般質問にもお答えいたしましたように、

ことし６月１日ににっぽん丸、豪華客船にっぽ

ん丸が入港いたしました。 

 その時に、中尾ミエさんが、催し物のゲスト

として乗船をされておりました。その後、結局、

これを機会にもって、非常に宿毛との交流が深

まった関係で、宿毛でのチャリティーコンサー

トが実現したわけでございます。 

 今回のコンサートにつきましては、宿毛市は

もちろんでございますけれども、土佐くろしお

鉄道、中村宿毛線運営協議会等々、各種団体と

連携して、必ずや成功に向けて取り組むという

ことによって、中尾ミエさんから、土佐くろし

お鉄道に貴重なチャリティーとして、寄附も行

われるということはもちろんでございますけれ

ども、今後、中尾ミエさんとの一層の人的なつ

ながりといいましょうか、そういうことを深め

ることによって、宿毛のピーアールもしていた

だきたい。そして、宿毛の活性化にもつなげて

いきたいということを目的として、実施をする

コンサートでございます。 

 コンサートの開催につきましては、１０月２

８日、宿毛市総合社会福祉センターで行われま

す。 

 ぜひとも、各種、きのうの一般質問ではござ

いませんでしたけれども、各種催し物の参加に

つきまして、市民の皆さんはもちろんのこと、

議員の皆様方におかれましても、一層のご理解

とご支援をいただきたいというふうに思ってお

ります。 

 チケットの販売につきましては、私ども文教

センター、あるいは企画広報課、商工観光課の
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中で販売をいたしております。 

 指定席につきましては、４，０００円で、自

由席が３，５００円でございます。できるだけ

早く、購入をしていただいたら、私どももうれ

しい限りでございます。 

 それで、１００万円の減額につきましては、

そういったことでもって、これまで著名人をお

呼びいたしまして、お話の講演会を実施してお

りましたけれども、その分を取りやめたことに

よっての減額でございます。 

 なお、これに関します節につきましては、８

節の報償費の２０万円から、使用料及び賃借料

の１５万５，０００円までが該当するものでご

ざいます。 

 中でも、８節の報償費の２０万円につきまし

ては、中尾ミエのチャリティーコンサートに友

情出演として木原光知子さんが参加していただ

きます。このための報償経費でございます。 

 あと、その委託料につきましては、コンサー

トを主催していただきます企業に対して２５４

万円、そして文化講演会、これまで、当初予算

計上しておりました１００万円を減額し、その

差し引きを１５４万円計上させていただいてお

るものでございます。 

 トータルでは、３０６万７，０００円を計上

し、歳入では３０２万円計上いたしております

けれども、全席売れての歳入計上でございます。

ぜひとも、これにつきましては、実現できるよ

うに格段のご配慮をよろしくお願い申し上げま

して、説明とさせていただきます。 

○議長（岡村佳忠君） ６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君） 再質疑を行います。 

 大方のところは、説明の内容がわかりました

ので、数点、再質疑をさせていただきたいと思

います。 

 まず、２７ページの公有林の共生林整備事業

ですが、荒瀬山、公園化されているところだと

思ってますが、歩道がかなり、最初は整備され

てたと思いますが、この事業の中に、歩道整備

も入っているのか、もしそこら当たりがわかれ

ば説明をお願いしたいと思います。 

 次に、今、最後に説明していただきました中

尾ミエのチャリティーコンサートですが、収入、

支出が、チャリティーということでやっても、

支出の方が多いように聞こえたんですが、どの

部分でくろ鉄の方にチャリティーとして浄財を

寄附するのかがちょっとわからなかったので、

その部分がわかれば説明をお願いしたいと思い

ます。 

 それと、３２号のトレーニング室ですが、利

用の８０パーセントが市内、８０パーセント強

が市内ということのようですが、私の聞いてい

るところでは、市外からどんどん、ほかの、市

外のトレーニングの利用料よりも安いというこ

とで、ふえてきているというふうに聞いており

ました。 

 できれば、この利用料設定を変更するときに、

市内、市外で多少なりとも差をつけて、市民が

より使いやすくするというか、した方がいいん

じゃないかと思っていますが、その点について、

そういう構想があるのかないのか。また、検討

はしたことがないのかをご説明していただきた

いと思います。 

○議長（岡村佳忠君） 農林課長。 

○農林課長（小島正樹君） 農林課長、寺田議

員の質疑にお答えいたします。 

 荒瀬山につきましては、荒瀬山公園とか、一

般的には言うたりしますが、正式には公園では

なくて、あくまでも生活環境保全林であります。 

 ご質問の歩道等の整備ということですが、今

回、この事業で歩道等の整備も可能なわけです

けれども、予算的な面もありまして、今回の中

では歩道の整備は入っておりません。 

 なお、歩道につきましては、当初予算で下刈
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り等の予算も入ってますので、もう既に歩道に

ついての下刈り等は終わっております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君） 生涯学習課長、６番議員の再質疑に

お答えをいたします。 

 中尾ミエチャリティーコンサートのチャリテ

ィーの支出についてでございますけれども、こ

れにつきましては、委託料２５４万円計上いた

しておりまして、その委託料の中から、チャリ

ティーとして土佐くろしお鉄道株式会社の方に

ご寄附をいただくということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君） 都市建設課長、

６番、寺田議員の再質疑にお答えいたします。 

 今回の公園条例の改正の中で、シャワー室、

近隣市町村の１００円と合わせた中で１００円

にしておりまして、今回の、今の現在の利用率

も、８１．６パーセントが市内の方、大方の方

が市内ということで、１００円については、今

の１００円で市外、市内含めて何とかするんじ

ゃないかと。 

 トレーニング室は、１回１００円と、非常に

民間と比べたら安い状況でありますので、その

当たり、これから非常に安いから、いっぱいで

使いたい人が使えんという状況になれば、また

料金の改定も、うちが施設こさえてますけれど

も、実際、管理が生涯学習課ですので、そのあ

たりの状況になれば、また生涯学習課と協議し

ながら、進めていきたいと考えております。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１号及び議案第１５号から議案第２４

号まで並びに議案第３７号」の１２議案につい

ては、会議規則第３７条第２項の規定により、

委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第１号及び議案第１５号から議

案第２４号まで並びに議案第３７号」の１２議

案については、委員会の付託を省略することに

決しました。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第２５号から議案第３６号まで及び議案

第３８号」の１３議案は、お手元に配付してあ

ります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委

員会に付託をいたします。 

 おはかりいたします。 

 議案等審査のため、９月２６日は休会いたし

たいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 異議なしと認めます。 

 よって、９月２６日は休会することに決しま

した。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ９月２３日から９月２６日までの４日間休会

し、９月２７日午前１０時より再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１０時４８分 散会 

 



 

－ 113 － 

議 案 付 託 表 

                             平成１７年第３回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

総 務 

常任委員会 

（ ３件） 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

議案第２７号 

 

宿毛市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定

について 

宿毛市振興計画審議会条例の一部を改正する条例について 

こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約につい

て 

教 育 民 生      

常任委員会 

（ ４件） 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

 

議案第３０号 

 

議案第３８号 

 

宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の一部を改正

する条例について 

宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例につ

いて 

宿毛市和田体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

宿毛市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について 

産 業 建 設      

常任委員会 

（ ６件） 

議案第２６号 

 

議案第３１号 

議案第３２号 

議案第３４号 

議案第３５号 

議案第３６号 

すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例の

制定について 

宿毛市公園条例の一部を改正する条例について 

宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 

字の区域及び名称の変更並びに字の廃止について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 
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平成１７年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１４日（平成１７年９月２７日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第３８号まで 

      （議案第１号及び議案第１５号から議案第２４号まで並びに議案第３７号、討 

      表論、決） 

      （議案第２５号から議案第３６号まで及び議案第３８号、委員長報告、質疑、討 

      論、表決） 

      （議案第２号から議案第１４号まで、特別委員会設置、付託） 

   第２ 陳情第３４号外２件 

   第３ 委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第３８号まで 

   日程第２ 陳情第３４号外２件 

   日程第３ 委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１７名） 

   ２番 中 平 富 宏 君     ３番 有 田 都 子 君 

   ４番 浦 尻 和 伸 君     ５番 菊 地   徹 君 

   ６番 寺 田 公 一 君     ７番 菱 田 征 夫 君 

   ８番 宮 本 有 二 君     ９番 濵 田 陸 紀 君 

  １０番 沖 本 年 男 君    １１番 西 郷 典 生 君 

  １２番 岡 村 佳 忠 君    １３番 佐 田 忠 孝 君 

  １４番 田 中 徳 武 君    １５番 山 本 幸 雄 君 

  １６番 中 川   貢 君    １７番 西 村 六 男 君 

  １８番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員（ １名） 

   １番 浅 木   敏 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        福 田 延 治 君 
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   次    長 
   兼 庶 務 係 長       

小 野 正 二 君 

   議 事 係 長        岩 本 昌 彦 君 

   調 査 係 長        乾     均 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市    長  中 西 清 二 君 

   助    役  西 野 秋 美 君 

   収 入 役  中 上 晋 助 君 

   企画広報課長  小 松 宣 男 君 

   総 務 課 長        岡 本 公 文 君 

   市 民 課 長  松 岡 繁 喜 君 

   税 務 課 長  松 田 雅 俊 君 

   会 計 課 長  夕 部 政 明 君 

   保健介護課長  西 本 寿 彦 君 

   環 境 課 長        谷 本 秀 世 君 

   人権推進課長 美濃部   勇 君 

   農 林 課 長        小 島 正 樹 君 

   水 産 課 長  間   和 海 君 

   商工観光課長  谷 本   実 君 

   土 木 課 長        茨 木   隆 君 

   都市建設課長  豊 島 裕 一 君 

   福祉事務所長  岡 添 吉 見 君 

   水 道 課 長 兼       

   下 水 道 課 長       
江 口 日出男 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        嶋   統 一 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
西 尾   諭 君 

   生 涯 学 習 

   課 長 補 佐 
土 居 利 充 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
近 藤 勝 喜 君 

   千 寿 園 長        尾 崎 重 幸 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（岡村佳忠君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第３８号ま

で」の３８議案を一括議題といたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時０１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時３２分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 これより「議案第１号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「議案第１号」は、これを承認することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号をこれを承認することに

決しました。 

 これより、「議案第１５号から議案第２４号

まで及び議案第３７号」の１１議案について、

討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第１５号から議案第２４号

まで及び議案第３７号」の１１議案を一括採決

いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡村佳忠君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１５号から議案第２４号まで

及び議案第３７号」の１１議案は、原案のとお

り可決されました。 

 これより「議案第２５号から議案第３６号ま

で及び議案第３８号」の１３議案について、委

員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長。 

○総務常任委員長（田中徳武君） 総務常任委

員長。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２

５号、第２７号、第３３号の３議案でございま

す。 

 議案第２５号は、宿毛市人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の制定についてでござ

います。 

 地方公共団体における職員給与、あるいは職

員数、勤務条件等の公表につきましては、これ

までも昭和５６年の自治事務次官通知に基づき

まして、市民の皆様には、９月広報を通じ、実

施してまいりました。 

 今回、地方公務員法が改正されたことに伴い

まして、本市の条例で定め、広報及びインター

ネットにより公表することとなったため、条例

を制定しようとするものでございます。 

 議案第２７号につきましては、宿毛市振興計

画審議会条例の一部を改正する条例についてで

ございます。 

 審議会の委員のうち、市議会の議員及び市の

職員を除くとともに、委員の数を２３人から１

８人に減員しようとするものでございます。 

 議案第３３号、こうち人づくり広域連合規約

の一部の改正をする規約についてでございます。 

 中村市と西土佐村が平成１７年４月１０日に

合併し、四万十市となり、池川町、仁淀村及び

吾川村が平成１７年８月１日に合併し、仁淀川
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町になったことに伴いまして、規約の一部を改

正する必要が生じましたので、地方自治法第２

９１条の３第１項の規定によりまして、議会の

議決を求めようとするものでございます。 

 上記３議案とも、いずれも慎重に審査いたし

ました結果、原案を適当と認め、可決すべきも

のと決しました。 

 以上で、本委員会に付議されました議案につ

いての報告といたします。 

○議長（岡村佳忠君） 教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（沖本年男君） 教育民

生常任委員長。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２

８号から議案第３０号まで及び議案第３８号の

４件であります。 

 まず、議案第２８号、宿毛市立学校体育施設

の使用料に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、ご報告いたします。 

 本条例は、宿毛市立学校体育施設を、一般の

方々が使用する際の使用料等を定めたものであ

りますが、弘瀬小学校と母島小学校、及び弘瀬

中学校と母島中学校の統合に伴い、施設の名称

に変更があったほか、田ノ浦小学校運動場を一

般利用の対象から除外することとなったため、

条例の一部を改正しようとするものでございま

す。 

 本件につきまして、担当課から詳しい説明を

受ける中で、慎重に審査した結果、原案を適当

であると認め、全会一致をもって可決すべきも

のと決しました。 

 続きまして、議案第２９号、宿毛市スポーツ

振興審議会条例の一部を改正する条例について、

ご報告いたします。 

 本件は、宿毛市スポーツ審議会委員のうち、

これまで行政関係代表から委員を選任していた

ものを、ＰＴＡ関係者から選任することに改め

るとともに、委員の構成から議会関係代表を削

除しようとするものでございます。 

 本件につきまして、担当課からの詳しい説明

を受ける中で慎重に審査した結果、原案を適当

であると認め、全会一致をもって可決すべきも

のと決しました。 

 続きまして、議案第３０号、宿毛市和田体育

館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について、ご報告いたします。 

 当施設ができた当初は、１階の一部をトレー

ニングルームとして利用し、使用料を徴収して

おりましたが、現在は備品等の保管室として利

用していることから、条例中体育館の使用料を

定めた別表の中から、トレーニングルームの項

を削除しようとするものであります。 

 本件につきましても、慎重に審査した結果、

原案を適当であると認め、全会一致をもって可

決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第３８号、宿毛市立特別養

護老人ホームの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について、ご報告いたします。 

 本件は、１０月１日から介護保険法が一部改

正されることに伴い、入所者の居住費、短期入

所者の滞在費の負担区分をこれまでの３段階か

ら４段階に分け、それぞれ負担金の額を改正す

ることや、食費が介護サービスの対象から除外

されるため、これまでの介護サービスの１割を

負担するという形ではなく、全額を自己負担金

として徴収しようとするものであります。 

 審議の過程で、入所者の自己負担金がふえる

ことを危惧する意見が出されましたが、現状で

は、最高額を負担する入居者は１名のみであり、

大半の入居者については、むしろ減額になると

の実情をも考慮した結果、原案を適当であると

認め、全会一致をもって可決すべきものと決し

ました。 

 以上で、本委員会に付託された議案４件につ

いての報告を終わります。 
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○議長（岡村佳忠君） 産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（浦尻和伸君） 産業建

設常任委員長。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２

６号、議案第３１号、議案第３２号並びに議案

第３４号から議案第３６号までの６議案であり

ます。 

 議案第２６号、すくもサニーサイドパークの

設置及び管理に関する条例の制定について。 

 本件は、平成１５年９月に地方自治法の一部

を改正する法律が施行され、それまで公共団体

や公共的団体に限定されていた公の施設の管理

委託について、民間企業を含む法人、その他の

団体に行わせることができる指定管理者制度が

導入されたことにより、すくもサニーサイドパ

ークの管理委託に民間参入を可能とし、民間ノ

ウハウや活力の導入を図り、さらなるサービス

や利便性の向上を期し、経費の節減を図ろうと

するものであります。 

 慎重に審査をした結果、原案を適当であると

認め、可決すべきものと決しました。 

 議案第３１号、宿毛市公園条例の一部を改正

する条例について。 

 本件は、議案第２６号において、すくもサニ

ーサイドパークに指定管理者の導入を可能とす

るため、新たにすくもサニーサイドパークの設

置及び管理に関する条例を制定することに伴い、

宿毛市公園条例からすくもサニーサイドパーク

の規定箇所を削除するものであります。 

 慎重に審査をした結果、原案を適当と認め、

可決すべきものと決しました。 

 議案第３２号、宿毛市都市公園条例の一部を

改正する条例について。 

 本件は、宿毛市総合運動公園の施設のうち、

これまで使用頻度が少なく、使用料を見合わせ

ていた体育館及び陸上競技場のシャワー施設に

ついて、使用料を徴収するため、条例の一部を

改正しようとするものであります。 

 慎重に審査をした結果、原案を適当と認め、

可決すべきものと決しました。 

 議案第３４号、字の区域及び名称の変更並び

に字の廃止について。 

 本件は、宿毛市錦の一部、通称「四季の丘」

の住居表示を実施するに当たり、字の区域及び

名称の変更並びに字の廃止をする必要があり、

地方自治法第２６０条第１項の規定により、議

会の議決を求めるものであります。 

 慎重に審査をした結果、原案を適当と認め、

可決すべきものと決しました。 

 議案第３５号、議案第３６号、市道路線の認

定について。 

 本件２議案は、高砂地区内の道路を新たに市

道として認定しようとするものであります。こ

の路線は、宅地造成等により、住宅の定住化が

進み、集落化した団地内にあり、既に公衆用道

路として宿毛市に帰属されております。 

 適切な維持管理をする上で、道路法の道路と

して認定するものであります。 

 担当課の説明を受け、慎重に審査した結果、

原案を適当と認め、可決すべきものと決しまし

た。 

 以上で、本委員会に付託されました議案につ

いての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第２５号から議案第３６号ま

で及び議案第３８号」の１３議案について、討

論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第２５号から議案第３６号ま

で及び議案第３８号」の１３議案について、一

括採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（岡村佳忠君） 全員起立であります。 

 よって「議案第２５号から議案第３６号まで

及び議案第３８号」の１３議案は原案のとおり

可決されました。 

 おはかりいたします。 

 議案「第２号から議案第１４号まで」の１３

議案については、すべて決算認定にかかる議案

でありますので、この際、８人の委員をもって

構成する「決算特別委員会」を設置し、これに

付託のうえ、閉会中の継続審査とすることにい

たしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案については、８人の委員をもっ

て構成する「決算特別委員会」を設置し、これ

に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決

しました。 

 おはかりいたします。 

 ただいま設置されました「決算特別委員会」

の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、中平富宏君、寺田公一君、

宮本有二君、濵田陸紀君、沖本年男君、佐田忠

孝君、田中徳武君、中川 貢君、以上８人を指

名いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました８人の諸

君を「決算特別委員会」の委員に選任すること

に決しました。 

 続いて、「決算特別委員会」の委員長及び副

委員長の互選をお願いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１１時５０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時５１分 再開 

○議長（岡村佳忠君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 休憩中に「決算特別委員会」の委員長及び副

委員長が選任されましたので、この際、事務局

長から報告いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（福田延治君） 事務局長。 

 「決算特別委員会」の委員長及び副委員長を

報告いたします。 

 委員長、田中徳武君。副委員長、寺田公一

君。 

 以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君） 日程第２「陳情第３４

号及び陳情第３６号並びに陳情第３７号」の３

件を一括議題といたします。 

 「陳情第３４号及び陳情第３６号並びに陳情

第３７号」の３件については、各常任委員長か

ら、会議規則第１０４条の規定により、お手元

に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の

継続審査の申し出があります。 

 おはかりいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中
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の継続審査に付することに決しました。 

 日程第３「委員会調査について」を議題とい

たします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 おはかりいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 以上で、今期定例会の日程は、すべて議了い

たしました。 

 閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 閉会に当たりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る９月１４日に開会いたしました今期定例

会は、本日までの１４日間、議員の皆様方にお

かれましては、連日ご熱心にご審議をいただき

まして、ご提案申し上げました３８議案のうち、

決算認定議案を除きまして、いずれも原案のと

おりご決定をいただきまして、まことにありが

とうございます。 

 今会期中に、一般質問や質疑等を通じまして

お寄せいただきました数々の貴重なご意見やご

提言につきましては、今後、さらに検討をいた

しながら、市政の執行に反映させてまいりたい

と考えております。 

 ここで、議会中の、少し喜ばしい点を２つほ

ど報告をさせていただきたいわけでございます。 

 １つは、皆様もう既にご存じのとおりでござ

います。本市出身の豊ノ島関が、十両で見事１

４勝１敗で優勝されまして、本日、当市に凱旋

をするということでございます。非常にこの豊

ノ島関の優勝につきましては、宿毛市の皆さん

にも元気を与えてくれる出来事だろうというふ

うに思っております。 

 もう１点でございますが、これはきょう通知

がございまして、宿毛線の３月に事故が起きま

した宿毛駅の復旧でございます。この見通しが

きちんと立ちまして、１０月３１日に駅舎の竣

工がなります。そして、１１月１日の始発から、

宿毛駅から従前どおりの復旧がなされるという

ことの、土佐くろしお鉄道からの通知が、本日

まいりました。 

 長い間、皆様方には、市民の皆様方にはご不

便をおかけいたしましたが、１１月１日から全

面復旧ということをご報告をさせていただきま

す。 

 議員の皆様方におかれましては、今後とも、

またより一層のご指導、ご協力を賜りますよう

お願いを申し上げますとともに、また健康にも

ご留意されまして、さらにご活躍をされますこ

とをご祈念を申し上げまして、閉会のあいさつ

といたします。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君） 以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

 これにて、平成１７年第３回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１１時５５分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛 市 議 会 議 長                  岡 村 佳 忠 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  菱 田 征 夫 

 

 

                          議 員   宮 本 有 二 

 

 

                          議 員   濵 田 陸 紀 
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                                平成１７年９月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                          総務常任委員長 田 中 徳 武 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２５号 
宿毛市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の制定について 
原案可決 適 当 

議案第２７号 
宿毛市振興計画審議会条例の一部を改正する条例に

ついて 
原案可決 適 当 

議案第３３号 
こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約

について 
原案可決 適 当 
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                                平成１７年９月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                        教育民生常任委員長 沖 本 年 男  

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２８号 
宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の一部

を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第２９号 
宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条

例について 
原案可決 適 当 

議案第３０号 
宿毛市和田体育館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第３８号 
宿毛市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 
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                                平成１７年９月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                        産業建設常任委員長 浦 尻 和 伸 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号 件          名 審査結果 理 由 

議案第２６号 
すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する

条例の制定について 
原案可決 適 当 

議案第３１号 宿毛市公園条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第３２号 宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第３４号 字の区域及び名称の変更並びに字の廃止について 原案可決 適 当 

議案第３５号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 

議案第３６号 市道路線の認定について 原案可決 適 当 
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                                平成１７年９月２２日 

 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                              教育民生常任委員長 沖 本 年 男  

 

閉会中の継続審査申出書 

 

   本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議

規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

 １ 事 件 

 受 理 番 号 事     件     名  

陳情第３６号 宿毛市立野球場夜間照明施設の設置について 

 
陳情第３７号 

義務教育費国庫負担制度を堅持し教育の機会均等を求める意見書の提出に

ついて 
 

 

 ２ 理 由 今後なお審査を要するため 
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                                平成１７年９月２２日 

 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                                産業建設常任委員長 浦 尻 和 伸 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

   本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議

規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

 １ 事 件 

 受 理 番 号 事     件     名  

陳情第３４号 排水ポンプ機の取替えについて 

 

 ２ 理 由 今後なお審査を要するため 



 

－ 128 － 

                                平成１７年９月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                          総務常任委員長 田 中 徳 武  

 

               閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

     （２） 行政機構の状況について 

     （３） 財政の運営状況について 

     （４） 公有財産の管理状況について 

     （５） 市税等の徴収体制について 

     （６） 地域防災計画について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                平成１７年９月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                        教育民生常任委員長 沖 本 年 男 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 教育問題について 

      （２） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （３） 下水道事業の運営管理状況について 

      （４） 老人対策の状況について 

      （５） 保育施設の管理状況について 

      （６） 介護保険制度について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                平成１７年９月２２日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                        産業建設常任委員長 浦 尻 和 伸 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 市営住宅の管理状況について 

      （６） 都市計画事業の推進状況について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                平成１７年９月２７日 

 宿毛市議会議長 岡 村 佳 忠 殿 

 

                          議会運営委員長 西 村 六 男 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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              一  般  質  問  通  告  表 

                           平成１７年第３回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
 ２番 

 中平富宏君 

１ 防災について（市長） 

（１）自主防災組織について 

（２）防災無線（津波警報）について 

 

２ 宿毛湾港について（市長） 

（１）防波堤を利用し生態系を生み出す港づくりについて 

（２）企業誘致について 

 ２ 
 ８番 

 宮本有二君 

１ 篠山小・中学校改築計画について 

                （市長、教育長、関係課長） 

 ３ 
１０番 

 沖本年男君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）宿毛市観光開発公社の運営について 

（２）山田川の堤防補強について 

（３）坂本ダムの下流の渇水期における対応について 

 

２ 教育行政について（市長、教育長） 

（１）学校給食への地元産食材の活用について 

 ４ 
 ５番 

 菊地 徹君 

１ 宿毛市の活性化について（市長） 

（１）交流人口、流動人口を増やす方策について 

（２）インターネットライブカメラの設置について 

（３）海外の港湾都市との交流について 

 

２ ごみの収集体制について（市長） 

 ５ 
１７番 

 西村六男君 
１ 構造改革特区の取り組みについて（市長） 

 ６ 
 ３番 

 有田都子君 

１ 環境問題について（市長） 

（１）市庁舎の地球温暖化対策について 

（２）軒前清掃について 

 

２ 各種催事への市職員の参加について（市長） 

 

３ こども議会（小学校）について（市長、教育長） 

 

４ 防災ずきん所持について（教育長） 

 

５ 宿毛市生徒指導総合連携推進事業について（教育長） 
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 ７ 
１６番 

 中川 貢君 

１ 戸籍情報の職務上請求書不正利用事件について（市長） 

 

２ 情報格差の解消と情報化戦略について（市長） 

（１）２０１１年７月の地上波デジタル化への対応について 

（２）情報インフラ、情報サービスの拠点化戦略について 

（３）携帯メールを利用した緊急情報伝達システムの導入につい

て 

（４）行政チャンネルと宿毛市のホームページの充実について 
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平成１７年第３回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 専決処分した事件の承認について ９月２７日 承  認 

第 ２号 
平成１６年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 
９月２７日 継続審査 

第 ３号 
平成１６年度宿毛市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月２７日 継続審査 

第 ４号 
平成１６年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月２７日 継続審査 

第 ５号 
平成１６年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
９月２７日 継続審査 

第 ６号 
平成１６年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
９月２７日 継続審査 

第 ７号 
平成１６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳

入歳出決算認定について 
９月２７日 継続審査 

第 ８号 
平成１６年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決算

認定について 
９月２７日 継続審査 

第 ９号 
平成１６年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月２７日 継続審査 

第１０号 
平成１６年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
９月２７日 継続審査 

第１１号 
平成１６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月２７日 継続審査 

第１２号 
平成１６年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月２７日 継続審査 

第１３号 
平成１６年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月２７日 継続審査 

第１４号 平成１６年度宿毛市水道事業会計決算認定について ９月２７日 継続審査 

第１５号 平成１７年度宿毛市一般会計補正予算について ９月２７日 原案可決 

第１６号 
平成１７年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予算

について 
９月２７日 原案可決 

第１７号 
平成１７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正

予算について 
９月２７日 原案可決 
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第１８号 
平成１７年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予

算について 
９月２７日 原案可決 

第１９号 
平成１７年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算に

ついて 
９月２７日 原案可決 

第２０号 
平成１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正

予算について 
９月２７日 原案可決 

第２１号 
平成１７年度宿毛市老人保健特別会計補正予算につい

て 
９月２７日 原案可決 

第２２号 
平成１７年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算

について 
９月２７日 原案可決 

第２３号 
平成１７年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算に

ついて 
９月２７日 原案可決 

第２４号 
平成１７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算

について 
９月２７日 原案可決 

第２５号 
宿毛市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の制定について 
９月２７日 原案可決 

第２６号 
すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する

条例の制定について 
９月２７日 原案可決 

第２７号 
宿毛市振興計画審議会条例の一部を改正する条例に

ついて 
９月２７日 原案可決 

第２８号 
宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の一部

を改正する条例について 
９月２７日 原案可決 

第２９号 
宿毛市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条

例について 
９月２７日 原案可決 

第３０号 
宿毛市和田体育館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について 
９月２７日 原案可決 

第３１号 宿毛市公園条例の一部を改正する条例について ９月２７日 原案可決 

第３２号 宿毛市都市公園条例の一部を改正する条例について ９月２７日 原案可決 

第３３号 
こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約

について 
９月２７日 原案可決 

第３４号 字の区域及び名称の変更並びに字の廃止について ９月２７日 原案可決 

第３５号 市道路線の認定について ９月２７日 原案可決 

第３６号 市道路線の認定について ９月２７日 原案可決 



 

付 － 5 

第３７号 
平成１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補

正予算について 
９月２７日 原案可決 

第３８号 
宿毛市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例について 
９月２７日 原案可決 

 

 
 

 


